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２００５年（平成１７年）８月３０日

法務省 民事局 参事官室 御中

大阪弁護士会

会長 益 田 哲 生

信託法改正要綱試案に対する意見書

先般，法務省民事局より 「信託法改正要綱試案」に関する意見募集が行われ，

た。

よって，大阪弁護士会は，上記「信託法改正要綱試案」につき，以下意見を

述べる。

１ はじめに

現行信託法は大正１１年（1922 年）に制定されたもので，今回の信託法改

正は制定以来８０年を経てなされる大改正であり，平成１６年１１月の信託

業法改正とあわせて，今後我が国における信託制度の発展や定着を方向付け

る重要な改正である。

当会としても，このような信託制度の全般的な見直しは望ましいものと考

える。信託法改正要綱試案補足説明に記載されているように「今回の改正で

は，金融，資産流動化，投資，事業経営など様々な方面での活用が考えられ

る商事信託分野のみならず，少子高齢化社会の進展に伴い今後はその社会的

需要がいっそう高まることが予想される民事信託分野，民間ボランティア活

動の受け皿としての発展が期待される公益信託分野など，信託利用のあらゆ

る場面を見据え，現在及び将来の社会的経済的ニーズに柔軟かつ的確に対応

できるルールの法制化を目指して」鋭意検討されているご努力に敬意を表す

るものである。

２ しかし，信託法改正要綱試案は，我が国における信託制度の歴史的な経緯

からか，ともすれば資産流動化実務の流れに主眼が置かれている。そこで，
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当会としては，基本的に次の視点から意見を述べる。

(1) 信託法は民事法の一つであり，民法の特別法として位置づけられるもの

で，その根本を忘れてはならない。そこで，民事信託を念頭において，問

題を指摘する。

(2) 信託法改正要綱試案が，規制色の強い現行法を任意法規化する方向で検

。討していることについては，信託の自由と創造性の観点から，賛成できる

しかしながら，信託は，委託者や受益者と受託者の信認関係を基礎とする

ものであるから，信認関係を害するような信託を認めることはできない。

そこで，受益者が自己の権利を守るために与えられている基本的な権利の

確保という視点から意見を述べる。

(3) 信託は，倒産隔離機能を有するところから，その濫用される危険も大き

い。特に，信託の担い手である受託者に，今後様々な者が参入する。そこ

で，濫用防止のための手当を十分に検討することについて指摘する。

(4) 我々，弁護士も，依頼者からの預り金だけではなく，今後は，遺言信託

や成年後見信託なども想定されるところから，弁護士あるいは弁護士法人

も受託者となりうる。さらに，委託者，受託者，受益者，信託債権者，受

託者固有財産の債権者の各代理人や相談を受ける者，あるいは，信託財産

管理人，信託管理人等，信託財産の倒産の場合の破産管財人などとして，

，積極的に信託に関わり，信託制度を育ててゆく重要な職責を担う。そこで

弁護士業務との関連からの問題点を指摘する。

(5) 信託法は，民法，民事訴訟法，民事執行法，各種倒産法とも十分に整合

性を保ったものでなければならない。特に，(4)の職責を担う弁護士として

は，訴訟手続や執行方法などが重要となる。さらに，信託財産の破産の場

合における破産法の各条項の適用関係の整備があって破産管財人としての

職責を果たすことができる。そこで，信託法上の権利を実現するための訴

。訟手続や，執行手続きから見た問題点や倒産手続の整備について指摘した
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第１ 信託の意義について

１ 信託の意義

信託とは，次の要件が満たされるものをいうものとする。

ａ 財産の譲渡，担保権の設定その他の処分があること。

ｂ 財産の処分を受けた者が，一定の目的（自己の利益を図るものを除く ）。

のために，当該財産の管理又は処分その他の当該目的の達成に必要な行為

を行うこと。

２ 信託契約の効力

信託契約は，委託者となる者と受託者となる者との合意のみによって，その

効力を生じるものとする。

３ 信託契約の効力発生時における債務の引受け

信託契約の効力が生じる時に，受託者となる者は，委託者となる者が負担し

。ている債務を信託財産に属する債務として引き受けることができるものとする

＜現行法の関連条文＞ 第１条

１について

［結論］ 賛成する。但し，セキュリティ･トラストを認めるにあたっては，債権

者と担保権者が異なることを特に想定していない関係法令の各規定の整備

を併せて行うべきである。

［理由］ いわゆるセキュリティ･トラストを認めた場合，債権者と担保権者が分

離することが問題となるが，信託制度においては，信託財産の独立性及び

その倒産隔離機能から，担保権の実行により回収された金員が被担保債権

の債権者に分配されることが制度上確保できるので，これを認めても構わ

ないと考える。但し，各法令（例えば，民事執行法，不動産登記法，会社

更生法等）上，債権者と担保権者が異なることを特に想定していない規定

があると思われることから，この点に関して整備が必要である。

２について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 契約の成立時期が明確となるし（例えば，財産を少しずつ順次移転して

いった場合，要物契約とするとどの時点で信託契約が成立するのか判断が

困難である ，また当事者間で合意がある以上，自由に意思表示の撤回。）

を認めず契約の拘束力を認めるべきであって，妥当である。

３について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 信託設定後においても，債務引受により委託者が負担していた債務を信

託債務として引き受けることが可能であって，信託設定の段階で認めても
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問題ない。

全般について

［問題点］ 次のような意見があることを付記する。

信託契約は書面によって契約しなければならないものとし，同契約書

面には，信託の目的その他法定の事項を記載しなければならないとする

必要はないか。いわゆる商事信託においては，実務上，書面による契約

がなされている。民事信託においては，今後，信託業法の法制及び実務

の運用がどのようになるか予想が困難であるが，口頭による合意のみで

信託契約が成立するとするときは，例えば，信託契約と評価すべきかど

うか自体についても意思表示の解釈に苦しむあいまいな信託契約も生じ

ることになる。新信託法においては信託契約関係について相応に複雑な

法律関係が規定される予定であるところ，当事者の契約意思としても，

法律の規定の内容を理解したものでなければ，契約当事者，受益者等に

不測の損害を与える可能性がある。また，取引の安全にも支障が生じる

おそれがある。他方，受託者には帳簿作成義務，分別管理義務等相応に

高度な義務が課せられるのであるから，それらを遵守する前提において

は，契約時において書面によることとし，信託の目的等主要な事項につ

いて明記することとしても，契約当事者に不当に過大な負担を強いるこ

とにはならないと考える。

第２ 脱法信託及び訴訟信託について

１ 脱法信託の禁止

， ，現行法第10条の規定の趣旨を維持し 法令により財産権を享有できない者は

受益者としてその権利を有するとの同一の利益を享受することができないもの

とする。

〈現行法の関連条文〉第10条

２ 訴訟信託の禁止

現行法第11条の規定の趣旨を維持し，信託は訴訟行為をさせることを主たる

目的としてすることができないものとする。

現行法の関連条文＞ 第11条＜

１について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 現行規定を維持するものであって，賛成する。なお，補足説明が指摘す

るとおり，法令上の財産権の享有禁止の脱法にあたるか否かは形式的に判

断するのではなく，当該法令の趣旨，信託目的，受益権の内容等を総合的
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に勘案して決すべきこと，特定の法令に違反して財産権を享有するに至っ

たとしても私法上の効力が否定されるものではない場合には，当該信託の

私法上の効力まで否定されるものではないとする点にも賛成する。

２について

［結論］ 要綱試案が「正当な理由のある場合」についての例外規定を設けないも

のであることを前提として，賛成する。

［理由］ 現行規定を維持するものであって，賛成である。他人間の紛争に介入し

司法手続を利用して不法な利益を得る場合については，公序良俗違反ない

し脱法行為であり無効とすることができるとしても，少なくとも，①弁護

士代理の原則に違反して他人のために代理する場合，②弁護士法７２条に

違反して業として法律業務を行う場合を無効とするには現行規定を維持す

る必要がある。

「正当な理由のある場合」の例外については，要綱試案の補足説明では

セキュリティトラストの場合等一定の正当な理由のある場合に訴訟信託の

禁止の例外を認めるか否か更に検討する必要があるとされている。しかし

ながら，敢えて「正当な理由のある場合」に関する例外規定を置くと，例

外を大きく認める余地を残すことになり，訴訟信託の禁止の趣旨を没却す

ることにつながりかねない。訴訟信託の禁止の例外は最小限にとどめられ

るべきであるから，現行法と同様，解釈に委ねるべきであって 「正当な，

理由のある場合」についての例外規定を設けるべきではない。

第３ 詐害信託について

１ 詐害行為の取消しの特則

(1) 受託者の下にある信託財産の取戻し

委託者がその債権者を害することを知って信託を設定した場合には，債権

者は，受託者において，その債権者を害することを知って信託を設定したこ

とを知らなかったときであっても，民法第424条第１項の取消権を行使するこ

とができるものとする。ただし，受益者の全部又は一部が，受益者として指

定されたことを知った当時において，委託者がその債権者を害することを知

って信託を設定したことを重大な過失によることなく知らなかったときは，

この限りでないものとする。

(2) 受益者に給付された信託財産の取り戻し

(1)の場合において，更に受益者が信託財産の給付を受けたときは，債権者

は，民法第424条１項の取消権を行使することができるものとする。ただし，

受益者が，受益者として指定されたことを知った当時において，委託者がそ

の債権者を害することを知って信託を設定したことを重大な過失によること

なく知らなかったときは，この限りでないものとする。
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２ 悪意の受益者に対する受益権の譲渡請求

委託者がその債権者を害することを知って信託を設定した場合には，債権者

は，受益者に対して，受益権を委託者に譲渡するよう請求することができるも

のとする。ただし，受益者が，受益者として指定されたことを知った当時にお

いて，委託者がその債権者を害することを知って信託を設定したことを重大な

過失によることなく知らなかったときは，この限りでないものとする。

（注）受益者として指定された者がいまだ受益権を取得していない場合並びにい

わゆる目的信託（第69参照）及び公益信託（第70参照）の場合にあっては，

債権者は，委託者に詐害意思のある限りにおいて常に取消しが可能であると

するものとする。

＜現行法の関連条文＞ 第12条

１(1)本文について

［ ］ 。 ， ， 。結論 賛成する ただし 取消の効果につき不明確であり 検討が必要である

また破産法の詐害行為の否認に関する１６０条１項についても同様の特則

を設けるべきである。

［ ］ ，理由 債務者たる委託者が信託を設定した行為が詐害行為に該当する場合には

受託者は信託財産に対して固有の利益を有しないから，受託者が善意であ

っても，民法424条1項による信託行為に対する詐害行為取消権による受託

者の下にある財産の取り戻しを認めるべきであり，現行法第１２条1項を維

持する要綱試案に賛成する。

信託行為の詐害行為取消は，受託者下の信託資産の取戻しであるから，ま

ず受託者が取消訴訟の被告になり，受託者が１(1)ただし書の善意無重過失

。 ，の受益者の存在の抗弁を主張することになるのは理解できる しかしながら

債権者・受託者間の訴訟において受託者が敗訴した場合の，詐害行為取消の

効果は，判例の相対的取消説の立場からすると，債権者・受託者間にのみ生

じ，受益者には取消の効果は及ばず，受託者・受益者間の信託関係は存続す

ることになるはずであるが，要綱試案が，このように考えるのか，あるいは

受託者に対する詐害行為取消によって受益者の受益権も消滅するとするのか

どうか不明確である。こうした効果を踏まえて，別途受益者の利益保護・手

続保障を図る制度の必要性や制度の内容を検討する必要があろうか。この点

について，補足説明は，受託者が善意無重過失の受益者の存在の抗弁につき

十分な主張立証をしなかった場合には善管注意義務違反とするとしたり，受

益者に訴訟告知し，受益者が補助参加できるとしているが，こうした規定が

妥当であるか，更に検討が必要である。

なお，破産法上の詐害行為の否認に関する同法第１６０条１項に関して

も，委託者たる委託者の受託者に対する信託行為が同条項に該当する場合
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には，受託者の善意悪意は問わずに詐害行為の否認を認める旨の特則を設

けるべきである。先般の破産法の改正においては，詐害行為の否認に関し

ては同法１６０条１項，既存債務に対する偏頗行為の否認に関しては同法

１６２条１項と，条文が整理された。信託行為においては既存債務に対す

る偏頗行為としてなされることは考えにくく，詐害行為のみが問題となる

と思われるが，民法上の詐害行為取消の適用場面には，常に破産手続開始

決定があれば破産法上の詐害行為の否認の問題が生じうるから，信託行為

ついての詐害行為を問題とするのであれば，民法第４２４条の特則を設け

るだけでなく，同時に破産法上の詐害行為の否認についても，委託者破産

の場合には，受託者の善意悪意を問わず否認できる旨の特則を設けるべき

である。

１(1)ただし書について

［結論］ 賛成する。但し，受益者の一人が善意無重過失であるために，信託行為

自体を取消すことができない。

［理由］ 現行法第１２条２項では，現実に利益を受けるまでは受益者が善意でも

信託行為の詐害行為取消が認められ，受益者が現実に利益を受けた場合で

も，現実の利益を受けた時点で悪意又は重過失であれば受益権取得時に善

意であっても詐害行為取消が認められることとなり，善意の受益者の保護

に欠けていた。

そこで，この受益者の利益を考慮して，規定を簡明にし，債務者たる委

託者がその債権者を害することを知って信託をしたことについて受益者が

善意無重過失であれば，受益者を保護して信託行為の詐害行為取消を否定

する点については，賛成する。

受益者の善意無重過失の判断時期については 「受益権を取得したとき」，

とすると，信託行為時となれば自益信託の場合を除く受益者の大半が善意

無重過失となってしまい早すぎ，判断時期を遅くすると受益者が悪意とな

る可能性が高まるから妥当ではない。受託者は当該者を受益者とする信託

が設定された事実を受益者に通知する義務を負うことに鑑み 「受益者とし，

て指定されたことを知ったとき」を受益者の善意無重過失の判断時期とす

ることには賛成する。

１(1)ただし書において，受益者の善意無重過失の立証責任を受託者ない

し受益者側に負担させていることについては，受益者の主観的要件である

悪意重過失の立証責任を債権者に負担させると，詐害行為取消権の行使が

事実上不可能となりかねないから，詐害行為取消の必要性と受益者の利益

の均衡から，受益者の善意無重過失の立証責任を受託者ないし受益者側に

負担させることに賛成する。

受益者が複数の場合には，受益者の一部が債務者たる委託者がその債権

者を害することを知って信託をしたことについて善意無重過失であれば，
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信託行為の詐害行為取消権を行使できないとする点については，各受益者

の利益を考えると致し方ないと思われる。

しかしながら，これによって，詐害行為取消が否定される場面が多くな

ることから，委託者と受託者の共謀等による濫用的な詐害的信託行為を許

容する余地が生じ，委託者の債権者の利益を害する可能性がある。これに

ついて，補足説明は債権者の受託者に対する不法行為に基づく損害賠償請

求の可能性を指摘するが，受益者の一人が善意無重過失であるために信託

行為自体を詐害行為取消できない場合に，悪意の受託者に対して価格償還

責任を負わせる余地はないだろうか。

１(2)について

［結論］ 賛成する。なお，破産法上の転得者に対する否認の特則も検討すべきで

ある。

［理由］ 受益者が，受託者から現に信託財産の給付を受けている場合に，民法42

4条第1項による詐害行為取消権の行使がみとめられるのは，当然の帰結で

ある。そして，判例の相対的取消説の立場からすれば，補足説明にもある

とおり，１(1)による受託者に信託行為の詐害行為取消請求をしなくても，

現に給付を受けた受益者のみを被告として詐害行為取消請求が認められる

べきであるし，かつ全ての受益者を被告とする必要はなく，当該給付を受

けた受益者のみを被告として詐害行為取消が認められるべきであって，こ

の点についても，要綱試案について賛成する。

ただし書については，善意無重過失の受益者を保護すること，その判断時

期を民法424条第1項とは異なり，当該給付の取得時ではなく，1(1)と同様受

託者と指定されたことを知ったときとすること，及び善意無重過失の立証責

任を受益者に負担させることにつき，１(1)と同じ理由で賛成する。

なお，補足説明は，受益者に現に給付された財産が第三者に譲渡された場

合の債権者と当該第三者の規律について，民法４２４条１項によって処理さ

れ，受益者悪意・第三者善意の場合に受益者に価格賠償責任を負担させると

するが，こうした規律が妥当か，妥当としても明確な規定を設けるべきでは

ないか等，更に検討すべきである。

また，１(1)と同様，１(2)についても破産法の詐害行為の否認について

転得者に対する否認に関する破産法１７０条の特則が問題となる。破産者

たる委託者による信託行為が破産法１６０条の詐害行為の否認の対象とな

る場合に，現に給付を受けた受益者に対しては，同法１７０条の適用場面

となるが，１(2)と同様の善意の受益者保護規定を設けるかどうか検討すべ

きである。

２について

［結論］ 規定を設けることには賛成するが，要綱試案では制度として不明確な点

が多い。また，委託者たる破産者の信託行為に対する破産法上の詐害行為
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の否認の場合にも悪意の受益者に対する譲渡請求の特則を検討すべきであ

る。

［理由］ 悪意又は重過失の受益者から詐害行為による信託行為に基づく受益権と

いう利益を奪おうとするものである点については評価できる。主として受

益者の一部が善意無重過失であるために１(1)の詐害行為取消による信託財

産の取戻しが認められない場合に，悪意又は重過失である受益者から利益

を取り戻す意味で有益である。

しかしながら，判例の相対的取消説的な考え方からは，委託者の債権者が

敢えて受託者に対する信託行為の詐害行為取消権を行使しない場合でも，受

益者が悪意又は重過失である限り，受益者への現実の給付がなされる前の段

階の救済手段として，受益権の譲渡請求は認められるべきであって，この点

も明確にすべきである。

また，譲渡請求の相手方についても，判例の相対的取消説的な考え方から

は，個別に当該受益者のみを相手方とすれば足りる。

ただし，この悪意の受益者に対する受益権の譲渡請求権の行使方法につい

ては，民法424条と同じく訴訟によらなければならないとするのか，訴訟外

でも行使できるとするのかについては，要綱試案では明確ではない。民法42

4条第1項と同じく訴えによって行使すべきとも思えるが，受益者が多数の場

合等を考えると，信託法上の特別の請求権であることを根拠に訴訟外でも請

求によって行使できると考える余地もある。

受益者に対して受益権を債務者たる委託者へ譲渡するよう請求できるとす

ることについては，民法上の詐害行為取消の相対的取消という法的性質から

考えても，現行民法の特別法としての信託法において，理論的に根拠付ける

ことができるかどうか問題があるが，詐害行為に関する信託法上の特別の請

求権であるとすれば足りるであろうか。

また，債権者が受益者に対して受益権を譲渡するように請求した場合に，

いかなる効果が生じるのか不明確である。受益権が委託者に帰属するに至る

と考えるとしても，何時の時点でどのようにして，そうなるのか，取消訴訟

の判決によって判決の時点で初めてそうなるのか，訴訟外の請求の時点で当

然に受益権が委託者に帰属するのか等が不明確である。また，詐害行為をし

た債務者たる委託者に悪意の受益者の受益権を帰属させることが，委託者た

る債務者の責任財産保全にとって妥当か，委託者が受領を拒否したり，返還

された受益権を再譲渡されないか等の問題点がある。

さらに，受益権の譲渡請求権の行使によって（あるいは判決によって）当

然に受益権が委託者に帰属することとなっても，委託者の債権者は，直ちに

金銭請求権たる被保全債権を満足させられないから，受益権自体を差押える

のか，受益権から生じる受託者に対する将来の具体的な給付請求権（受益債

権）自体を差押えたり，これを債権者代位権によって代位行使することにな
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ろうか。

ただし書については，善意無重過失の受益者を保護すること，その判断時

期を民法424条第1項とは異なり，当該給付の取得時ではなく，1(1)と同様受

託者と指定されたことを知ったときとすること，及び善意無重過失の立証責

任を受益者に負担させることにつき，１(1)及び(2)と同じ理由で賛成する。

また，１(1)及び(2)と同様，破産者たる委託者の信託行為について，破産

法上の詐害行為に対する否認（同法１６０条１項）が問題となり，その受益

者について転得者に対する否認（同法１７０条）が問題となる場合にも，悪

意の受益者に対して受益権の譲渡請求を検討する余地がある。この場合，受

益権の譲渡先は，委託者たる破産者ではなく，破産管財人とすべきである。

（注）について

［結論］ 賛成する。

［理由］ これらの場合には，善意無重過失の受益者の保護を考える必要がないか

ら，要綱試案に賛成する。

全般について

［問題点］ 次のような意見があることを付記する。

悪意の受益者に対する受益権の譲渡請求権については，詐害行為取消権

の行使と異なり，訴訟による必要がないとの趣旨か。債権者の受益者への

裁判外の請求のみによって受益権の移転が生じるとすると，その後，直ち

に，債権者は同受益権を委託者に帰属する財産として差し押えることがで

きるのか。また，同受益権に基づく受益債権を差し押えることができるの

か。特に受益債権の差押えの場合において，譲渡の対抗要件は，受託者に

対する通知又は受託者の承諾とされることとの関係において問題が生じな

いのか。受益権が有価証券化されているときは，どうなるのか。これらに

ついてよくわからない。

第４ 受託者不適格者について

受託者不適格者から破産者を除くものとし，未成年者，成年被後見人又は被保

佐人は，受託者になることができないものとする。

＜現行法の関連条文＞ 第５条

［結論］ 賛成する。

［理由］ 株式会社の取締役欠格事由について破産者が除かれていること（会社法

３３１条１項）等とも整合しており妥当である。

第５ 受託者の利益享受の制限について
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， ，受託者が受益権の全部を固有財産で保有する状態が継続した場合には 信託は

存続させないものとする（ の ｄ参照 。第５７ １ ）

（注）第三者の名義をもって信託の利益の全部を享受する場合についても，同様

とする。

＜現行法の関連条文＞ 第９条

［結論］ 本文及び注ともに賛成する。

［理由］ 受託者を監督すべき受益者が存在しないような信託を認めるべきではな

い。

また，注記によって，受託者の信託の利益の享受についての判断が実質

的観点からなされるべきであることが明確となり，再信託の場合に本規律

によって信託が終了するものではないことも，解釈上明らかとなる。

なお，いつ終了になるのか明確ではないが，第５７の１ｅで明確化が図

られている。

第６ 信託の公示について

現行法第３条第１項の規定の趣旨を維持し，登記又は登録すべき財産について

は，信託は，その登記又は登録をしなければ，これをもって第三者に対抗するこ

とができないものとする。

注）現物の有価証券に係る公示方法を定めた現行法第３条第２項の規定は削除（

し，株券廃止会社の株式に係る公示方法を定めた同条第３項の規定の趣旨は

維持するものとする。

現行法の関連条文＞ 第３条＜

本文について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 信託財産の独立性及び取引の安全等の観点から，現行法３条１項の規定

は維持すべきである。

［問題点］ 不動産登記法９７条は，受益者の氏名・住所等，信託目的，信託財産

の管理方法等が信託登記の登記事項となっているが，信託財産の独立性

等の観点と，不動産以外の信託財産の公示方法との比較において，不動

産登記法の規定をより簡略化する方向で検討すべきである。

（注）について

［結論］ 賛成する。
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［理由］ 現物の有価証券に現行法第３条２項を適用することは，煩雑で実務的に

も不可能であり，削除に賛成する。

現物の有価証券について現行法３条２項を削除するのであれば，株券廃

。 ，止会社の株式についても同条３項を削除すべきかとも考えられる しかし

現物の有価証券は信託財産として分別管理が可能であるが，株券廃止会社

の株式においては，現物がなく信託財産として公示するには，現行法同条

３項の方法が適切と考えられる。

第７ 裁判所の監督について

現行法第41条第１項の規定（非営業信託に関する裁判所の監督）は，削除する

ものとする。

＜現行法の関連条文＞ 第41条第１項

［結論］ 賛成する。

［理由］ 一般的に，裁判所の監督に服する旨の規定は，信託の自由に反し，信託

法の任意規定化の方向に逆行するものである。他の規定で，個別に与えら

れる受益者等の監督等の権限に委ねることとなる。

第８ 信託財産の範囲について

現行法第14条の規定の趣旨を維持し，信託財産の管理，処分，滅失，損傷その

他の事由により受託者の得た財産は，信託財産に属するものとする。

＜現行法の関連条文＞ 第14条

［結論］ 賛成する。

［ ］ ， ，理由 現行法第１４条は 信託財産を構成する財産を明らかにした規定であり

基本的かつ重要規定である。

第９ 信託財産の付合等について

現行法第30条の規定の趣旨を維持し，信託財産につき付合，混和又は加工があ

った場合においては，各信託財産及び固有財産は各別の所有者に属するものとみ

， ， （ ）なして 付合 混和又は加工に関する民法の規定 民法第242条から第248条まで

を適用するものとする。

（注）各信託財産・固有財産で共有するものとされた財産の分割に関する規律を
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設けるものとする。

＜現行法の関連条文＞ 第30条

本文について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 現行法第３０条は，信託財産の独立性の位置づけで，信託財産について

付合，混和又は加工があった場合，信託財産と固有財産とは各別の所有者

に属するとみなす規定であり，基本的かつ重要規定である。

（注）について 第１０で述べる

第１０ 信託財産と固有財産等との識別不能について

１ 信託財産と固有財産とで識別不能状態にある各財産の共有擬制

ある信託の信託財産に属する財産と当該信託の受託者の固有財産に属する財

産とを識別することができなくなったときは，信託財産及び固有財産がその当

時における価格の割合に応じて各財産をそれぞれ共有するものとして取り扱う

ものとする。

２ 信託財産間で識別不能状態にある各財産の共有擬制

ある信託の受託者が他の信託の受託者を兼ねる場合において，各信託の信託

財産に属する財産を識別することができない状態に至ったときも，１と同様と

するものとする。

３ 共有持分の割合

１及び２による共有に係る共有持分の割合は，均等であるものと推定するも

のとする。

（注）各信託財産・固有財産で共有するものとされた財産の分割に関する規律を

設けるものとする。

＜現行法の関連条文＞ なし

［結論］ 賛成する。

［理由］ 共有擬制により，識別不能状態になった後に，受託者の固有の債権者か

ら識別不能財産に対する差押がなされた場合には第三者異議の訴えによ

， ，り 受託者が破産した場合には破産管財人に対する持分権確認訴訟により

受益者はいずれも物権的な救済を得ることができることになり，相当であ

る。

また，価格割合の算定が不能の場合に，持分割合を均等と推定すること

についても，受益者と受託者・受託者の債権者との衡平の観点から，相当
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である。

なお，分割に関する規律を設けることについても，賛成する。同規律に

ついては，以下の点に配慮すべきである。

（１）固有財産と信託財産とで共有するものとされた財産の分割について

は，受託者が利益相反関係に立つので，原則として，受託者単独によ

るのではなく，受託者と受益者との協議によるものとすべきである。

（２）信託財産間で共有するものとされた財産の分割については （１），

と同様の理由で，原則として各信託の受益者間の協議によるものとす

べきである。

（３）上記の各協議が整わない場合には，協議の各当事者から裁判所に対

して，民法上の共有物分割の請求ができることとすべきである。

（４）分割については，識別不能による共有擬制の場合のみならず，固有

財産に属する金銭と信託財産に属する金銭とを合わせて不動産を購入

した場合等においても問題になるので，各場合を通じて齟齬のないよ

うな規定を設ける必要がある。

第１１ 受託者の相続財産からの分離について

（ ） 。現行法第１５条の規定 受託者の相続財産からの分離 は削除するものとする

＜現行法の関連条文＞ 第１５条

［結論］ 賛成する。

［理由］ 受託者の死亡によりその任務が終了した時には，新受託者が就任しない

限り，信託財産は法人とするとの規定を設ける（第４１）とすれば，現行

法第１５条は不要である。

第１２ 信託財産に対する強制執行等について

１ 信託財産に対する強制執行等の禁止

， ，次の(1)から(4)までに掲げる権利に基づく場合を除き 信託財産に対しては

強制執行，仮差押え若しくは仮処分をし，又はこれを競売することができない

ものとする。

(1) 信託財産について信託前の原因によって生じた権利

(2) 信託財産のためにする行為であって受託者の権限に属するものにより生じ

た権利

(3) 受託者の権限に属しない行為であって の により取消しがされてい第３１ １
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ないもの（当該行為が信託財産のためにされたものであることを相手方が知

っている場合に限る ）により生じた権利。

(4) 受託者の権限に属しない行為であって信託財産に属する財産について権利

の設定又は移転をするもの（当該行為が信託財産のためにされたものである

ことを相手方が知らない場合に限る ）により生じた権利。

２ 受益者等の異議（★）

に違反してした強制執行，仮差押え，仮処分又は競売に対しては，受益者１

， 。 ，又は受託者は 異議を主張することができるものとする この場合においては

民事執行法第38条及び民事保全法第45条の規定を準用するものとする｡

（注）受託者が信託事務の処理につき不法行為をした場合において，当該不法行

為に基づく損害賠償に係る債権者が，信託財産に対して強制執行，仮差押え

若しくは仮処分をし，又はこれを競売することができることとするかどうか

については，なお検討するものとする。

＜現行法の関連条文＞ 第16条

１について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 信託財産の独立性を確保するためには，信託財産に対する強制執行等を

一定の範囲に制限する現行法１６条の趣旨を維持することが相当である。

２について

［結論］ 賛成する。

［理由］ １の信託財産に対する強制執行等の禁止の実効性を確保するためには，

１に違反する強制執行等に対する異議申立権は不可欠である。

また委託者は，信託設定後は信託財産について利害関係を有しなくなる

ことから現行法１６条と異なり，異議申立権者から委託者を除外したこと

も相当である。

(注)について

［結論］ 「信託事務の処理につき」なされた不法行為に限定するなど一定の要件

のもとで不法行為の相手方（被害者）からの信託財産に対する強制執行等

を認めるべきである。

［理由］ 信託財産の独立性も絶対のものではなく，一定の場合には受託者の不法

（ ）行為による責任を信託財産に負担させることで不法行為の相手方 被害者

を保護する必要がある。問題はどういった場合に信託財産の負担により不

法行為の相手方を保護するかであるが，これについては民法４４条や同法

７１５条などの趣旨を勘案して要件を定立すべきである。

この場合，信託財産（受益者）は，受託者に対して求償権を行使するこ

と（損失填補責任）で回復可能であるので受益者の保護に欠けることもな
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い。

第１３ 受託者の倒産の場合における信託と倒産手続との関係について

１ 受託者の破産手続との関係

(1) 受託者につき破産手続が開始された場合においては，信託財産は， 破産財

団に属しないものとする。

(2) (1)の場合において，破産管財人が信託財産に属する財産の処分をしようと

するときは，受益者は，破産管財人に対し，これをやめることを請求するこ

とができるものとする （★）。

(3) (1)の場合においては，受託者が信託行為により受益者に対して負担する債

（ 「 」 。） ， 。務に係る債権 以下 受益債権 という は 破産債権としないものとする

， （ 。(4) (1)の場合においては 信託財産に属する債務に係る債権 受益債権を除く

以下「信託債権」という ）の免責許可の決定（破産法第252条第１項参照）。

による免責は，信託財産との関係では，その効力を主張することができない

ものとする。

(5) (1)の場合において，破産手続の開始により受託者の任務が終了しないとき

は，破産者が受託者の職務を行うものとする。

２ 受託者の再生手続との関係

(1) 受託者につき再生手続が開始された場合においては，信託財産は，再生債

務者財産に属しないものとする。

(2) (1)の場合において，再生債務者等（民事再生法第２条第２号参照）が信託

財産に属する財産の処分をしようとするときは，受益者は，再生債務者等に

対し，これをやめることを請求することができるものとする （★）。

(3) (1)の場合においては，受益債権は，再生債権としないものとする。

(4) (1)の場合においては，信託債権の再生計画による免責又は変更は，信託財

産との関係では，その効力を主張することができないものとする。

(5) (1)の場合において管理命令があったときは，受託者の職務を遂行する権利

， 。並びに信託財産の管理及び処分をする権利は 管財人に専属するものとする

ただし,再生手続の開始により受託者の任務が終了する場合は，この限りでな

いものとする。

（注１）なお，有限責任信託（仮称 （ 参照）を創設し，信託財産のみを責） 第６６

任財産とする信託債権を認めることとする場合には，受託者倒産の場合に

おける信託と倒産手続との関係に関しては，当該信託債権は受益債権と同

様に取り扱うものとする。

（注２）受託者の更生手続との関係については， に倣い規律を整備するものと２

する。

＜現行法の関連条文＞ なし
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１(1)について

［意見］ 賛成

［理由］ 受託者に権利を移転しつつ，受託者の倒産から財産を隔離するという

のが信託の存在意義であり，現行法１６条はそれを前提としている。

１(2)について

［意見］ 反対

［理由］ 差止請求権が提案されるに至った理由は, 確認訴訟では, 制度としての

実効性を考慮すると判決効の拡大をすることができないこと, 保全処分の

本案としては確認訴訟では困難であることにあると思われる (法制審信託

法部会第13回議事録参照) 。

しかし, 受益者には確認訴訟の原告適格があり, 受益者が, 保全処分

(仮の地位を定める仮処分) の申立てをすることができる。

仮の地位を定める仮処分によって保全されるのは, 「争いがある権利関

係」であり「権利」である必要はない。また「争いがある権利関係」につ

いては, 特に制限はない。従って, 受益者として信託財産について有する

権利関係に基づいて, その財産が信託財産に属しないことを理由として,

破産管財人が行う信託財産の処分の差止を行うことは可能なのである。

ここで問題となるのは, 破産管財人が信託財産であることを知りながら

処分するという状況ではなく, 破産管財人が信託財産であることを知らず

に処分するという状況である。すると, 破産管財人が, 本来, 信託財産で

あるものについて, 受益者等から信託財産であるとの主張がなされつつ,

それとは異なる見解の元に処分を行おうとする状況である。

仮の地位を定める仮処分には「著しい損害又は急迫の危険を避けるため

に必要」という要件が必要である (民事保全法23条2 項) が, これが, 前

記の状況における破産管財人に対する仮処分であることを考えると, むし

ろ, この要件が相当である。

なお, 補足説明は「受益者は, この差止請求権を被保全権利として民事

保全法に基づく仮処分を得ることにより, 破産管財人による信託財産の処

分を仮に差し止めることも可能となる (24頁) とするが, この仮処分も,」

民事保全法23条2 項の仮の地位を定める仮処分であり, 「著しい損害又

は急迫の危険を避けるために必要」という要件が必要であることは同様で

あるから, 差止請求権を認めることにより, 仮処分の可否が実質的に変わ

るものではない。

従って, 保全処分の被保全権利として, 実体法上にない差止請求権を認

める必要はない。

１(3)について
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［意見］ 賛成

［理由］ 信託の倒産隔離機能のために，当然に必要である。

１(4)について

［意見］ 賛成

［理由］ 信託の倒産隔離機能のために，当然に必要である。

１(5)について

［意見］ 賛成

［ ］ ， ， ，理由 現行法５条は 破産者を受託無能力者としているが 取締役について

破産者が欠格事由ではなくなった（会社法３３１条）のと同様，破産を信

託受託の終了原因とする論理必然性はない。要綱試案第４で，受託者不適

格者から破産者を除くとされていることを受けて，信託行為で破産手続の

開始により受託者の任務が終了しないと定められた場合には，受託者の職

務を破産者が行うことを認めることが相当である。

２(1)について

［意見］ 賛成

［理由］ 受託者に権利を移転しつつ，受託者の倒産から財産を隔離するという

のが信託の存在意義であり，現行法１６条はそれを前提としている。

２(2)について

［意見］ 反対

［理由］ １(2)の理由と同様である。

２(3)について

［意見］ 賛成

［理由］ 信託の倒産隔離機能のために，当然に必要である。

２(4)について

［意見］ 賛成

［理由］ 信託の倒産隔離機能のために，当然に必要である。

２(5)について

［意見］ 賛成

［理由］ 民事再生管財人には「業務の遂行並びに財産の管理及び処分をする権

利」が専属するのであり（民事再生法６６条 ，再生会社が受託者とし）

て有する信託財産の管理及び処分をする権利は，受託者としての任務が

継続する以上，管財人に専属することが当然である。

（注１）について

［意見］ 賛成

［理由］ 受託者に対する債権であってその責任が信託財産に限定されたものが

創設される場合には，その債権は，受託者固有の資産負債とは隔離され

るべきものであるから，受益債権と同様に取り扱うことが相当である。

（注２）について
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［意見］ 賛成

［理由］ 信託の倒産隔離の必要性は破産手続，再生手続と共通であり，更生管

財人には「事業の経営並びに財産の管理及び処分をする権利」が専属す

る（会社更生法７２条）のであるから，２に倣った規律が相当である。

全般について

［問題点］ 次のような意見があることを付記する。

信託債権について破産配当を行った場合，破産財団は，信託財産に対し

(3)て求償権 受託者として弁済するのではないので 要綱試案第３２の１（ ，

による代位ではない？）を取得し，これを回収して，再度破産配当を行う

という求償権と破産配当の循環が起こると思われる。特に，信託財産が資

産超過である場合には，その実益的な結果に比して煩雑である。同様のこ

とは，資産超過の債務者に対する債権に係る保証債務履行請求権が破産債

権として届けられたときも生じることであり，仕方がないと割り切るべき

なのか。

第１４ 相殺に関する規定の取扱いについて

１ 第三者が信託財産に属する債権を受働債権としてする相殺の禁止

固有財産又は他の信託財産に属する債務に係る債権を有する者は，当該債権

をもって信託財産に属する債権に係る債務と相殺をすることができないものと

する。ただし，受託者による利益相反行為の禁止の例外（ の (2)参照）第１９ ２

に該当する場合において，受託者がその承認をしたときは，この限りでないも

のとする。

２ 第三者が固有財産に属する債権を受働債権としてする相殺の禁止

信託財産に属する債務に係る債権（信託財産のみを責任財産とするものに限

る ）を有する者は，当該債権をもって受託者の固有財産に属する債権に係る債。

務と相殺することができないものとする。ただし，受託者がその承認をしたと

きは，この限りでないものとする。

（注１） の例外として下記の趣旨の規定を設けるものとするかどうかについて１

は，なお検討するものとする。

１ 固有財産又は他の信託財産に属する債務に係る債権を有する者が当該

者に対して受託者が有する債権は固有財産又は他の信託財産に属すると

， 。信じるに足りる正当な理由がある場合には この限りでないものとする

２ 信託財産に属する債権に係る債務者が受託者に対して当該債務者が有

する債権は信託財産に属すると信じるに足りる正当な理由がある場合に

は，この限りでないものとする。

（注２） の例外として下記の趣旨の規定を設けるものとするかどうかについて２

は，なお検討するものとする。
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信託財産に属する債務に係る債権（信託財産のみを責任財産とするもの

に限る ）を有する者が，当該者に対して受託者が有する債権は信託財産に。

属すると信じるに足りる正当な理由がある場合には，この限りでないもの

とする。

＜現行法の関連条文＞ 第17条

［結論］ 賛成する （注１ （注２）については，いずれも同規定をもうけるこ。 ），

とに賛成する。ただし （注１ （注２）の相殺後の受託者の固有財産と， ），

信託財産の関係について，検討を要する。

［理由］ 相殺禁止の範囲が具体的に明示され，受託者からの相殺および相殺契約

については，利益相反行為の例外に該当するか否かによって判断されるこ

ととなり，信託財産の独立性と忠実義務との調和が図られており賛成であ

る。

（注１ （注２）について），

このような場合の相殺の期待は保護されるのが公平であり，明確な規定

がもうけられるべきである。表見（外観）法理によって救済できるといっ

ても，具体的な規定がなければ困難なことと考えられる。

［問題点］ （注１ （注２）について），

相殺後は （注１）では固有財産が利益を得て信託財産が減少する （注， ，

２）では，信託財産が利益を得て固有財産が減少する結果となる。そのた

め信託財産と固有財産の間で求償関係が生じる。仮に，受託者の固有財産

が債務超過など，価値がない場合を想定すると，次のことについて検討す

べきである。

① 信託財産から固有財産に対する求償権行使について，受託者が同一人

で，受託者が固有財産から信託財産への求償債務の履行をしない場合，

信託債権者や受益者の権利行使方法について明確にされたい。

， ，② 受託者の債権者や信託債権者 受益者との間で利害が対立するところ

相殺が認められる正当な理由の有無について，受託者の債権者や信託債

権者は債権者代位権の行使によって，相殺が無効であることを前提に第

三者に対し債務の履行を求めることは可能かと思われる。しかし，受益

者については，どのような権利行使が可能なのか明確ではない。第３１

の権限違反行為の取消権との関係も考慮のうえ，さらに検討されたい。

第１５ 信託財産に係る混同について

１ 物権に係る混同

ある財産を目的とする権利と当該財産とが，信託財産と固有財産又は他の信
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託財産とにそれぞれ帰属したとしても，その権利は混同によって消滅しないも

のとする（民法第179条参照 。）

２ 債権に係る混同

債権と債務とが，信託財産と固有財産又は他の信託財産とにそれぞれ帰属し

， （ ）。たとしても その債権は混同によって消滅しないものとする 民法第520条参照

＜現行法の関連条文＞ 第18条

［結論］ 賛成する。

［理由］ 現実に混同が生じる場合について混同によって消滅しないことを現行法

より拡大して規定したものであり，信託財産の独立性保持の観点から賛成

である。

第１６ 委託者の占有の瑕疵の承継について

【甲案】

（ ） ， 。現行法第13条の規定 委託者の占有の瑕疵の承継 は 削除するものとする

【乙案】

現行法第13条の規定の趣旨を維持し，受託者は信託財産の占有につき委託者

の占有の瑕疵を承継するものとする。

＜現行法の関連条文＞ 第13条

［結論］ 乙案に賛成する。

［理由］ 現行法第13条の立法趣旨については，元来受託者は自ら信託財産の利益

を享受するものではなくて，委託者以上にこれを保護すべき必要もなけれ

ば理由もないから，とも説明されているところである（入江『全訂信託法

原論』９１頁 。）

現行法第13条を削除する甲案は，占有の瑕疵を治癒するために善意の受

託者を介在させ信託を濫用的に利用するケースについては脱法信託や公序

良俗違反として排除できるとしているが，甲案を採用した場合，濫用目的

でない信託設定については対応できなくなる。例えば，委託者が無権利者

から財産を取得する際，委託者は悪意ではないものの過失があって即時取

得が認められない場合においても，信託設定がなされ受託者が善意･無過

失であれば即時取得を認めてよいとは考えられない。特に自益信託では問

題と思われる。
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第１７ 信託事務遂行義務について

， ， 。受託者は 信託の本旨に従い 信託事務を処理しなければならないものとする

＜現行法の関連条文＞ 第４条

［結論］ 賛成する。

第１８ 善管注意義務について

受託者は，信託事務を処理するに当たっては，善良な管理者の注意をもってし

なければならないものとする。ただし，信託行為に別段の定めがあるときは，そ

の定めに従うものとする。

（注）現行法第21条の規定（信託財産に属する金銭の管理方法）は，削除するも

のとする。

＜現行法の関連条文＞ 第20条及び第21条

［結論］ 賛成する。

［理由］ 現行法第21条の規定の削除につき，異論はない。信託財産を安全性の高

い方法で運用しなければならないかどうかは，当該信託の目的（単なる管

理のための信託か，それとも投資を目的とする信託か等）にしたがって個

別に考えられるべき事柄であって，信託財産の運用方法は一律に法令によ

って特定の管理方法に限定すべきものではない。また，信託財産の運用の

安全性を確保するために，安全性の高い特定の運用方法に限定しようとす

るなら，金銭と金銭以外の財産とで分ける必然性がない。

第１９ 忠実義務

１ 受託者の忠実義務等

受託者は，信託事務を処理するに当たっては，法令及び信託行為の定めに従

い，受益者のために忠実かつ公平に行動しなければならないものとする。

２ 受益者の利益と相反する行為（３の競合行為を除く ）の禁止。

(1) 受託者は，受益者の利益と自己又は第三者の利益とが相反する行為をして

はならないものとする。ただし，受託者が第三者とする取引であって受益者

の利益と第三者の利益とが相反するものについては，受託者が受益者の利益

。を犠牲にして第三者の利益を図る目的をもってされるものに限るものとする
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(2) 次に掲げる場合には，(1)の禁止の例外を認めるものとする。

ａ 信託行為にその行為をすることを許容する旨の定めがあるとき。

ｂ 受託者がその行為について重要な事実を開示して受益者の承認を得たと

き｡

ｃ 受益者の利益を害しないことが明らかであって，かつ，受託者がその行

為をすることについて合理的な必要性が認められるとき。

３ 競合行為の禁止

(1) 受託者は，受益者の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図る目的を

もって,固有財産又は他の信託財産の計算で，受託者として有する権限に基づ

き行うことができる取引と同一の取引をしてはならないものとする。

(2) 次に掲げる場合には，(1)の禁止の例外を認めるものとする。

ａ 信託行為にその行為をすることを許容する旨の定めがあるとき。

ｂ 受託者がその行為について重要な事実を開示して受益者の承認を得たと

き。

４ 利益取得行為の禁止

(1) 受託者は，次に掲げる行為をしてはならないものとする。

【甲案】

ａ 信託財産を利用して不当な利益を取得する行為

ｂ 信託事務の処理に当たって不当な利益を取得する行為

【乙案】

信託財産を利用して不当な利益を取得する行為

【丙案】

特段の規定を設けないものとする。

(2) 次に掲げる場合には，(1)の禁止の例外を認めるものとする。

ａ 信託行為にその行為をすることを許容する旨の定めがあるとき。

ｂ 受託者がその行為について重要な事実を開示して受益者の承認を得たと

き。

５ １つの信託の受益者間の利益が相反する行為の禁止

(1) 受益者が複数存在する信託においては，受託者は，受益者間の利益が相反

する行為をしてはならないものとする。

(2) 次に掲げる場合には，(1)の禁止の例外を認めるものとする。

ａ 信託行為にその行為をすることを許容する旨の定めがあるとき。

ｂ 受託者がその行為について重要な事実を開示して，不利益を受けるおそ

れのある受益者の承認を得たとき。

ｃ 受託者がその行為を行うことについて正当な理由があるとき。

（注１） (2)ｃ及び (2)ｃの場合においては，受託者は，受益者に対し，その２ ５

行為について重要な事実を事前又は事後に通知しなければならないものと

する。ただし，信託行為に別段の定めがある場合には，その定めに従うも
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のとする。

（注２）受益者の承認は，事前だけでなく事後でもよいことを前提としている。

（注３）受益者の承認については，これに代え，又はこれに加えて委託者等の承

認を要する旨の定めを信託行為に置くことを許容することを前提としてい

る。

＜現行法の関連条文＞ 第22条

１について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 現行法第22条は，①忠実義務に関する規定としては狭きに失すること，

②強行規定であるから例外の余地がないこと，③忠実義務違反の効果規定

がないことから，これらの規定を設ける方向で改正すべきであり，その前

提として，要綱試案のとおり，忠実義務違反に関する効力規定としての総

則規定を設けることに賛成する。以下の各規定においてカバーされない忠

実義務違反類型が生じたときには，かかる総則的規定においてカバーすべ

きであり，そのためには，総則的規定は，訓示規定ではなく，効力規定と

すべきである。

２(1)について

［結論］ 一部賛成する。但し，受託者が第三者とする取引であって受益者の利益

と第三者の利益とが相反するものについては 「受益者の利益を犠牲にし，

て第三者の利益を図る目的」の要件を客観的要件とすべきである。

［理由］ 受託者による利益相反行為の類型としては，自己取引（固有財産化，権

） ， ，利取得等 ・対第三者取引 自己の利益との相反・第三者の利益との相反

複数の信託間の利益相反等多数の類型が考えられるが，これらを包摂する

ものとして，要綱試案に賛成する。

また，利益相反行為に該当するかについては，受託者の主観的要件を要

求するのではなく，行為の客観面で利益相反行為か否かを判断すべきであ

り，この点も要綱試案に賛成する。

しかしながら，第三者との取引の利益相反行為に関するただし書におい

て「受益者の利益を犠牲にして第三者の利益を図る目的」を要件とするこ

とについては，受託者が通常の信託目的に従って行う第三者との取引を利

益相反行為から区別をするという意図は理解できるが，可能な限り主観的

， 。 ，要件ではなく 客観的要件として規定すべきである 主観的要件とすると

立証が困難になることが考えられるし，結局のところ客観的事実によって

主観的要件を立証することになるとも考えられる。受益者の利益を犠牲に

して第三者の利益を図る取引とは，信託財産を適正価格より安価に売却し

たりするなど，通常の取引より信託財産にとって不利益な条件によるもの
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が大半であろうが，それは受託者の主観ではなく，客観的に判断が可能で

はないか。

あるいは 「受益者の利益を犠牲にして第三者の利益を図る目的」とい，

う主観的要件によって区別するとしても，少なくともその立証責任は受託

者にある点を明確にすべきである。

２(2)について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 現行法第22条が強行規定として例外を認めないという硬直したものであ

， 。ったことから 利益相反行為の禁止の例外規定を設けることには賛成する

許容される例外の範囲については， ないし の場合には受益者に不利a b
益はないから，妥当である。ただし， については如何なる信託行為上のa
定めが許されるものではなく，信託目的に反する定めは許されるべきでは

ないし，公序良俗違反等の制約があるのはもちろんである。

については，受益者の承認にあたって重要な事実の開示を要求して，b
受益者の利益保護を図っている点も賛成する。

また， については，濫用の危険が問題となるが （注１）の手当てがc ，

， ，なされること に該当することの立証責任が受託者にあることを前提にc
賛成する。

３(1)について

［結論］ 一部賛成する。ただし「受益者の利益を犠牲にして自己又は第三者の利

」 ， 。益を図る目的をもって とする主観的要件は 客観的要件とすべきである

［理由］ 受託者は，信託財産の取引の機会を奪って，自己又は第三者，他の信託

財産の利益を図る取引をしてはならないから，競合行為に関する規定を設

ける点について要綱試案に賛成する。

しかしながら，受託者が信託財産の取引の機会を奪う行為自体が，受益

者の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図る行為につながるのであ

って，信託制度の信頼性を高めるためには，受託者がこのような主観的意

図を持っていない場合であっても競合行為を否定すべき場合があり，競合

行為の成否は客観的に行われるべきである。確かに，受託者が固有資産に

よる取引行為をする場合があり，それに対する不利益や萎縮効果も考えら

れるが，そうした利益に対する配慮は，競合行為の成否につき，信託財産

の機会を奪ったか，信託財産に不利益が生じたか，信託財産の擬制のもと

に受託者ないし第三者が利益を得たかを客観的要件として判断することで

回避できるのであり，受託者の目的という主観的要件は要求すべきではな

い。主観的要件とすると，立証が困難になることが考えられるし，結局の

ところ客観的事実によって主観的要件を立証することになるとも考えられ

る。また，受託者において，信託財産と同種の財産を固有勘定において保

有することが類型的に予想される場合には，信託行為において予め例外を
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設けておくことで対応は可能であるから 「受益者の利益を犠牲にして自，

己又は第三者の利益を図る」ことについては，主観的要件ではなく客観的

要件として規定すべきである。

あるいは 「受益者の利益を犠牲にして第三者の利益を図る目的」とい，

う主観的要件によって区別するとしても，少なくともその立証責任は受託

者にある点を明確にすべきである。

３(2)について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 例外についても， および の場合は受益者に不利益はないから妥当でa b
ある。ただし， については如何なる信託行為上の定めが許されるものでa
はなく，信託目的に反する定めは許されるべきではないし，公序良俗違反

等の制約があるのはもちろんである。

なお，競合行為の場合は，信託財産の機会を奪うことを許容する必要性

は認められないから，利益相反行為の③と同様な例外を認めないことにつ

いても，賛成する。

４(1)について

［結論］ 規定を設けることには賛成するが 「受託者は，受託者としての報酬以，

外に，信託財産を利用して，あるいは信託財産の事務処理に当たって利益

を取得してはならない 」とすべきである。。

［理由］ 利益取得行為は，信託財産に損失は生じない場合ではあるが，こうした

利益は，本来，信託財産，即ち受益者に帰属すべきものであって，受託者

は，かかる利益が生じる可能性のある場合は，受益者に対して通知･説明

する義務を負うべきともいってよい。信託を適正なものとして，社会的に

委託者・受益者からの信頼にたる制度にするためには，受託者の利益取得

行為は禁止しなければならない。利益取得行為は，利益相反行為ないし競

合行為に包摂されないものもありうるから，独立の規定を設ける必要性が

ある。

そして，禁止の範囲としては，忠実義務の趣旨からすると，受託者は本

来受託者としての報酬以外に信託財産ないし信託事務から利益を得てはな

。 「 」 ，らないのは当然である 要綱試案のごとく 不当な利益 を要件とすると

具体的な適用場面で不当かどうかの問題を生じることとなり妥当でない

し，また，受託者が報酬以外に信託財産ないし信託事務から得ることを許

容できる正当な利益を具体的に想定することができないから 単純に 受， ，「

託者は，受託者としての報酬以外に，信託財産を利用し，あるいは信託事

務処理に当たって利益を得てはならない 」旨を規定すべきである。。

なお，情報利用行為については，現時点では忠実義務違反として否定す

べきものを限定することに困難をともなうことから，明示 はせずに１の

総則的規定の範囲として，将来の解釈に委ねることも賛成する。
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４(2)について

［結論］ 賛成する。

［理由］ かかる場合には，受益者に対する不利益がないから，賛成する。

ただし， については如何なる信託行為上の定めが許されるものではなa
く，信託目的に反する定めは許されるべきではないし，公序良俗違反等の

制約があるのはもちろんである。

５について

［結論］ 賛成する。

［理由］ これは，一つの信託における，複数の受益者を公平に扱うべき公平義務

を規定するものであって，利益相反行為等との平仄を合わせる形で規定す

るものとして，例外を含め，賛成する。ただし，例外の については如a
何なる信託行為上の定めが許されるものではなく，信託目的に反する定め

は許されるべきではないし，公序良俗違反等の制約があるのはもちろんで

ある。

（注１）について

［結論］ 一部賛成する。ただし書の信託行為の定めのある場合についての例外の

例外については反対する。

［理由］ ２(2) 及び５(2) の例外の濫用の防止策として賛成する。しかしながc c
ら，かかる通知の２(2) 及び５(2) の例外の濫用の防止策としての重要c c
性に鑑みれば，信託行為の定めによっても通知義務を省略することは認め

られるべきではなく，(注１)のただし書きは削除されるべきである。

（注２）について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 事後の承認（追認）があれば受益者の不利益はないから賛成する。

（注３）について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 忠実義務は，受託者の信託財産に対する信頼性という信託の根幹にかか

わるものであるから，信託行為の定めによって，委託者の関与を認めるこ

とには賛成する。

第２０ 忠実義務違反等の効果

１ 受益者の利益と相反する行為（第１９の３の競合行為を除く ）の禁止に違反。

する行為の効果

これに違反した行為の効果については，次のとおりとするものとする。

ａ いわゆる自己取引及び信託財産間取引は，無効とするものとする。

ｂ ａにかかわらず，受益者は，当該行為を追認することができるものとす

る。



- 28 -

ｃ ａの取引に係る信託財産について更に受託者と第三者との取引がされた

場合には，当該取引は，第三者が当該ａの取引が利益相反行為であること

を 知り，又は重大な過失により知らなかったときは，受益者が の第３１

規律に従い取り消すことができるものとする。

ｄ 受託者と第三者との取引（以下「第三者間取引」という ）は，第三者が。

当該行為が利益相反行為であることを知り，又は重大な過失により知らな

かったときは，受益者が の規律に従い取り消すことができるものと第３１

する。

２ 競合行為の禁止及び利益取得行為の禁止に違反する行為の効果

これに違反した行為の効果については，次のとおりとするものとする。

ａ 当該行為は，有効とするものとする。

ｂ 受益者は，当該行為が信託財産のためにされたものとみなすことができる

ものとする。ただし，第三者の利益を害する場合には，この限りでないもの

とする。

３ １つの信託の受益者間の利益が相反する行為の禁止に違反する行為の効果

これに違反した行為の効果については，次のとおりとするものとする。

ａ いわゆる自己取引及び信託財産間取引は，無効とするものとする。

ｂ ａにかかわらず，不利益を受けるおそれのある受益者は，当該行為を追認

することができるものとする。

ｃ ａの取引に係る信託財産について更に受託者と第三者との取引がされた場

合には，当該取引は，第三者が当該ａの取引が利益相反行為であることを知

り，又は重大な過失により知らなかったときは，不利益を受けるおそれのあ

る受益者が の規律に従い取り消すことができるものとする。第３１

ｄ 第三者間取引は，第三者が当該行為が利益相反行為であることを知り，又

は重大な過失により知らなかったときは，不利益を受けるおそれのある受益

者が の規律に従い取り消すことができるものとする。第３１

４ 利益の返還に関する特則（いわゆる利益吐き出し責任）

【甲案】

受託者が に違反することにより得た利益の額は，信託財産が被った第１９

損失の額と推定するものとする。

【乙案】

受託者が に違反する行為をしたときは，受益者又は他の受託者は，第１９

受託者に対し，その行為によって得た利益を信託財産に返還することを請求

することができるものとする。

＜現行法の関連条文＞ なし

１について
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［結論］ 賛成する。

［理由］ 受託者の利益相反行為は，自己取引ないし信託財産間取引については，

第三者の取引の安全を考慮する必要がないから （物権的に）無効とすべ，

きである。そして利益相反取引は，受益者が認める限り有効としてよいか

ら，追認も許容すべきである。また， の利益相反取引にかかる信託財産c
と取引関係に入った第三者ないし の第三者間取引については第三者とd
の取引の安全を図る必要があるが，悪意又は重過失の第三者については保

護する必要はなく，第３１の規律に従い取り消しうるとするのは妥当であ

る。

ないし において，相手方が善意無重過失であるために当該利益相反c d
行為を取消すことができなかった場合の受益者の救済手段としては，受託

者に対する後記の利益吐き出し責任と損失てん補責任等の追及によること

になるが，この点を明確にすべきである。

２について

［結論］ 賛成する。ただし，その権利の行使方法や，具体的な効果については要

綱試案においても不明確であるから，詳細な規定を設けるべきである。

［理由］ 競合行為及び利益取得行為は，専ら第三者との間で受託者名でなされる

ことから，取引の安全に鑑み第三者との関係では有効とした上で，第三者

の利益を害しない限り，信託財産のためになされたものとみなして，信託

， 。財産にその効果を帰属させれば足りるから 基本的に要綱試案に賛成する

ただし，受益者としては，その権利行使をどのようにすればよいのか問

題があるし，またその効果についても，権利を行使したとしても，当該権

利関係が当然に（物権的に）信託財産に属するものとなるのか，債権的効

果にとどまるのか，物権的効果としても登記・登録を要する資産の名義や

その移転方法については，どう考えるか等の問題がある。

ｂにおいて競合行為の相手方の利益を害するために，当該競合行為を信

託財産のためになされたものとみなすことができなかった場合の受益者の

救済手段としては，受託者に対する後記の利益吐き出し責任と損失てん補

責任等の追及によることになるが，この点を明確にすべきである。

３について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 一つの信託における受益者間に対する受託者の公平義務違反の行為の効

果については，利益相反行為と平仄を合わせて規定するものとして，賛成

する。

４について

［結論］ 乙案に賛成する。

［理由］

１ 必要性
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委託者は，受託者に対して信頼関係を基礎に信託財産につき信託事務処

理を委託するものである。受託者は信託行為の定めに従った信託事務処理

のみを期待されているのであって，それを超えて信託財産をもって自己又

は第三者の利益を図り，または自己又は第三者において利益を得るという

忠実義務違反行為は，委託者ないし受益者としては全く想定していないこ

とである。受託者がこうした行為を法的になしうる余地を認めるようであ

， ， ，れば 委託者は受託者に対して 安心して信託財産を託することができず

信託制度を広く利用しやすいものとするという信託法の改正の趣旨を阻害

する。信託を広く委託者に対して安心できる制度とするためには，受託者

の忠実義務違反行為に対して利益吐き出し責任を創設して，受託者が不当

な利益を得ることの余地のないものとする必要がある。

２ 理論的根拠

利益吐き出し責任を裏付ける根拠としては，不当利得ないし準事務管理

なども考えられるが，これらに加えて，端的に，信託においては，委託者

ないし受益者は受託者との信頼関係の下に，受託者に対して信託財産の管

理を信託するのであるから，かかる信認関係を根拠に，受託者は信託行為

に定められた範囲を超えて信託財産を使用したり，受託者としての地位を

利用したりすることによって，仮に信託財産に損失は生じていなくても利

益を得てはならず，よって仮に受託者に利益が生じた場合には，それを信

託財産に帰属させなければならないという債務を負担していると考えるこ

とができる。

かかる利益が本来受託者ではなく受益者に帰属すべきものであることを

法的に明確にできれば，かかる受託者の利益は受益者の損失と考えること

ができ，不当利得にもなじむ。

３ 萎縮効果に対する反論

， 。乙案に対しては 受託者に対して過大な萎縮効果があるとの批判がある

しかしながら，利益吐き出し責任による萎縮効果は抽象的・理論的に生じ

うると指摘されているにとどまり，実務上具体的にどのように萎縮効果が

生じるかは，全く検証されていない。現行法上の信託実務において，利益

相反行為，競合行為のみならず不当な利益取得行為が委託者ないし受益者

の承諾なしに行われているとは思われないから，利益吐き出し責任が規定

されたとしても，実務の運用に具体的に支障があるとは考えられない。と

すれば，改正後の信託法をより適正かつ信頼にたるものにするためには，

忠実義務違反に対する効果として利益吐き出し責任を認めるべきである。

４ 甲案に対する反論

受託者が忠実義務違反することにより得た利益の額は，信託財産が被っ

た損失の額と推定するものとした場合には （特許法第102条第2項からす，

ると）受託者から主張されると予想される抗弁としては 「そもそも委託，
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者ないし受益者においては当該忠実義務違反により生じた利益を取得する

能力も資力もなく，かかる利益は受託者固有の能力によって生じたもので

あるから，受益者に損失は生じていない」というものが考えられる。かか

る抗弁を許容すると甲案自体が有名無実化する結果となり妥当でない。甲

案においては，損失の推定規定とした上で，受託者と受益者の利益のバラ

ンスを図るというなら，損失の推定に対して許容される抗弁を明確にして

おく必要があるにもかかわらず，こうした抗弁が全く検討されていない。

上記の「委託者ないし受益者においては当該忠実義務違反により生じた利

益を取得する能力も資力もない」との抗弁はそもそも許されるべきでない

ものの，それ以外に許容される抗弁も考えにくい。許容される抗弁自体を

想定できないなら，利得返還の特則を損失の推定規定の形式で設けること

自体に意味がない。

５ 損失てん補責任等との関係について

受託者に忠実義務違反行為があった場合の受託者に対する責任追及とし

ては，受託者に利益が生じている場合には，利益吐き出し責任を追及し，

信託財産に損失が生じている場合には，忠実義務違反行為は任務違反行為

となるから，損失てん補責任を追及するできることになる。なお，損失て

ん補責任は，要綱試案第25の補足説明においては，基本的に債務不履行と

して故意又は過失の存在を前提としたものとされているが，忠実義務違反

については過失責任か，無過失責任かについても意見が分かれているとこ

ろであるから，忠実義務違反行為によって信託財産に損失が生じた場合に

は受益者は受託者に対して損失てん補責任を追及できることを明記すべき

である。

第２１ 分別管理義務について

１ 分別管理の原則（★）

受託者は，信託財産と固有財産及び他の信託財産とを分別して管理しなけれ

ばならないものとする。ただし，信託財産について信託の登記又は登録をする

， ，ことができないものである場合において 信託行為に別段の定めがあるときは

その定めに従うものとする。

２ 金銭に関する特例

信託財産が金銭である場合には， の (1)の措置を講じることをもって第２３ １

の措置を講じたものとする。１

＜現行法の関連条文＞ 第28条

［結論］ 賛成する。
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［理由］ 受託者の倒産から信託財産を隔離すること，受託者の義務の範囲が明ら

かになることなどから，受託者に対し，原則として物理的な分別管理義務

を果たすことが妥当である。

１のただし書及び２の場合についても，受託者に信託帳簿の作成が義務

付けられていること，識別不能財産は共有とみなされるので，識別不能と

なった信託財産および固有財産のすべてに受託者は善管注意義務を尽くさ

なければならないことなどから問題ない。

［問題点］ 次のような意見があることを付記する。

信託財産に属する債権と固有財産に属する債権がある場合において，根

担保権及び根保証についての分別管理はどのようにして行うべきなのか。

そもそも，分別管理の前提として，同根担保権及び根保証契約に基づく債

権者の権利は，どのような基準ないしルールに基づき信託財産ないし固有

財産に帰属するのか。むろん，当該根担保設定契約ないし根保証契約にお

いて被担保債権ないし被保証債務の範囲について信託財産に属する債権か

どうかを明確にして合意すれば，上記は明らかになりえるが，そのように

明確にして合意しなければ，分別義務等に反することになるか。よくわか

らない。

第２２ 信託事務の処理の委託について

１ 信託事務の処理を委託する権限

現行法第26条第１項に定める自己執行義務を見直し，受託者は，信託行為の

定めによる場合その他他人に信託事務の処理を委託することが信託目的に照ら

して相当な場合には，他人に処理を委託することができるものとする。

２ 信託事務の処理を委託した受託者の責任

(1) により他人に信託事務の処理を委託した場合１

【甲案】

受託者は，選任及び監督について過失がなければ，その責任を免れるも

のとする。ただし，信託行為に別段の定めがあるときは，その定めに従う

ものとする。

【乙案】

受託者は，信託事務の処理を委託された者に故意又は過失がなければ，

その責任を免れるものとする。ただし，信託行為に別段の定めがあるとき

は，その定めに従うものとする。

(2) に違反して信託事務の処理を委託した場合１

受託者は，信託財産に損失又は変更が生じたときは， に違反することが１

なかった場合にも当該損失又は変更が生じたことを証明しなければ，不可抗

力を理由としてその責任を免れることはできないものとする。
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３ 信託事務の処理を委託された者の責任

現行法第26条第３項の規定（受託者から信託事務の処理を委託された者の責

任）は，削除するものとする。

＜現行法の関連条文＞ 第26条

［結論］ 賛成する。ただし，２(1)については，乙案に賛成する。

［理由］

１ 分業化・専門化が進む現代社会の実情に照らし，受託者の自己執行義務を

緩和することは妥当である。

２ １のように，信託事務処理の他人への委託を広く認めた場合，受託者の責

， 。任を甲案のように限定することは 民法の復代理の規定・解釈と整合しない

信託の基本は，受託者に対する信頼にあることからすれば，受託者側で生

じた損害は基本的に受託者においてそのリスクを負うべきである。また，受

託者から委託を受けた者の故意・過失によって信託財産に損害が生じた場

合，その損害賠償請求権は当然に信託財産となることから，受託者は義務と

してその損害賠償請求権を行使しなければならないはずである。

したがって信託事務の処理を委託された者に故意又は過失がなかったこと

を証明しなければ，受託者は原則としてその責任を免れないとする乙案が，

信託の構造により合致すると考える。

また，３において，信託事務の処理を委託された者の受益者に対する直接

的義務負担の規定が削除されることにより，原則として信託事務の処理を委

託された者に対する責任追及は受託者のみに委ねられることになるが，この

受託者の責任追及の実行を促す観点からも乙案が妥当である。

３ 広く信託事務処理の委託を認める以上，委託を受けた者の責任は，受託者

との契約内容によるとするのが簡明である。

委託を受けた者の責任の追及は，２の乙案を採用することによって，受託

者に期待することができる。

すなわち，現行法第２６条の削除は，２において乙案が採用されることが

前提である。

第２３ 帳簿作成義務等

１ 帳簿等の作成義務等（★）

(1) 受託者は，信託事務の処理及び計算を明らかにするため，帳簿その他の書

類を作成しなければならないものとする。

(2) 受託者は，(1)の書類及び信託事務の処理に関する書類を作成した時から10

年間，これらの書類を保存しなければならないものとする。ただし，これ ら
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の書類を受益者に引き渡したときは，この限りでないものとする。

， ， ，(3) 受託者は 毎年１回一定の時期において その受託する信託財産について

信託財産の状況に関する書類を作成しなければならないものとする。

(4) 受託者は，(3)の書類を作成した時から10年間，その書類を保存しなければ

ならないものとする。ただし，これを受益者に引き渡したときは，この限り

でないものとする。

(5) 裁判所は，申立てにより又は職権で，訴訟の当事者に対し，(1)の書類及び

(3)の書類のそれぞれ全部又は一部の提出を命ずることができるものとする。

２ 信託財産の状況に関する報告義務

受託者は， (3)の書類を作成したときは，その内容につき，受益者に報告し１

なければならないものとする。ただし，信託行為に別段の定めがあるときは，

その定めに従うものとする。

３ 帳簿閲覧等請求権及び説明を求める権利（★）

(1) 利害関係人は， (3)の書類の閲覧又は謄写を求めることができるものとす１

る。

(2) 受益者は，理由を明示して， (2)の書類の閲覧若しくは謄写又は信託事務１

の処理に関する説明を求めることができるものとする。

(3) (2)による請求があったときは，受託者は，一定の事由に該当すると認める

べき相当の理由がある場合でなければ，請求を拒むことができないものとす

る。

（注１） (3)において，請求を拒むことができる「一定の事由」は，会計帳簿の３

閲覧等請求権に関する会社法第433条第２項の規定を参考に規律を設けるも

のとする。

（注２）委託者及び受益者の意思の尊重と受益者が有する監督的権能の実効性確

保との調和の観点から，信託財産の状況に関する書類（ (3)参照）を作１

， ，成する基礎となった資料のうち重要なものを除き (2)の書類については１

信託行為においてその旨を定めるなどの一定の要件の下で，閲覧等請求権

の対象としないこともできるものとするかどうかについて，なお検討する

ものとする。

（ ） ， （ ，注３ 信託行為に別段の定めを置き 当該信託の受益者以外の第三者 例えば

当該信託と合同運用を行う他の信託の受益者などが想定される ）が帳簿等。

の閲覧等をすることを許容することも可能であるものとすることを前提と

している。

１について

［結論］ １(1)ないし(5)のいずれも賛成する。

［ ］ ， ，理由 受託者の記帳義務は 信託事務が適正に行われることを担保するもので
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強行規定にすることが肝要である。１(5)は，商法３５条などの規定に倣

ったものと理解され，民事訴訟法における文書提出義務以外の根拠を与え

るもので，妥当である。

２について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 受託者は信託事務に関する情報を積極的に受益者に開示することを規律

したもので，妥当である。

３について

［結論］ 反対はしない。ただし 「理由の明示」については受益者の権利行使で，

あることが判明すればそれで足りると考えるべきで 「理由の明示」を規，

定に記載するかどうかは慎重に検討されたい。

［理由］

１ 帳簿閲覧請求権などは，受益者の監督的権能を行使するための基礎になる

もので，例外を設けるべきではない。そして 「理由の明示」については，，

権利の濫用を防止することで十分で，受益者の権利行使であることが明らか

であればそれで足りるとすべきである。

２ なお，受益者複数の場合の自己以外の他人の受益権について知ることがで

きるかどうかの規律については，確かに，集団的信託の場合は，自分が受益

者であることを知られたくない利益も考慮すべき場合や他人の受益権の内容

について受託者が守秘義務を負うこととの問題がある。

しかし，受益者複数の場合でも，個人間の民事信託のように受益者同士が

他の受益権の内容を知っている，あるいは知りうる立場にある，不動産信託

のように他の受益権の内容を知ることに利害を有するなどの場合は，自分が

受益者であることを知られたくない利益よりも受益者の監督的権能を優先さ

せるべきであることを考えるべきである。

その制限条項については，慎重に検討されるべきである。

（注１）について

［結論］ 反対はしないが，慎重に検討されたい 。。

［理由］ 会社法とは異なり個人的主観的信頼を基礎とする財産管理制度である民

事信託における場合も念頭に，制限条項を検討すべきで，制限が過度にな

らないように慎重に検討すべきである。

（注２）について

［結論］ 反対する。

［理由］ 少額の事務用品の購入伝票等，重要性の低い資料や，貸借対照表，損益

計算書作成の際に基礎とならない資料の閲覧は不要であるかもしれない

が，受益者の閲覧等の過程で疑問が生じた場合，細かい資料も閲覧等する

ことで，初めて実態が明らかになる場合もある。一規の規制で，閲覧等の

制限を掛けることは，受益者が有する監督的権能の実効性確保の観点から
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疑問である。例えば，通常閲覧は不要とされる一定の資料は，同資料を閲

覧等する必要性があることを条件に閲覧等できると規定するなど，工夫を

要する。

（注３）について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 当該信託と合同運用を行う場合は，合同運用している財産全体の帳簿が

作成され，同帳簿の閲覧請求権等を認めることとなる。補足説明では，受

益者が自己の情報の秘匿する利益を放棄していると説明しているが，合同

運用の信託の性質と受益者の監督的権能から導かれるのではないか。

第２４ 受益者名簿作成義務について

１つの信託で複数の受益者があるときは，受託者は，受益者名簿を作成しなけ

ればならないものとする。ただし，信託行為にその旨の定めがある場合に限るも

のとする。

(注１)受益者の氏名又は名称及び住所，受益者の有する受益権の内容，受益者が

受益権を取得した日を受益者名簿の法定の記載事項とするものとする。

(注２)受益者は，理由を明示して，受益者名簿の閲覧等を求めることができるも

のとする。受託者監督人（仮称）又は受益者代理（仮称 （第４４参照）に）

ついても同様とするものとする。

(注３)受益者集会（第４７参照）の招集権限を有する者（その他の方法による決

議の実施権限を有する者も同様とする）は，決議の実施のために必要があ

るときは，受益者名簿の閲覧等を求めることができるものとする。

(注４)受益者名簿の閲覧等に関しては，受益者の個人情報の保護や受託者の営業

上の秘密の保護を考慮する必要があると考えられることから，閲覧等の拒

絶事由を法定する方向で検討するものとする。さらに，信託行為の定め等

により受益者名簿の閲覧等請求権を制限することの可否については，なお

検討するものとする。

＜現行法の関連条文＞ なし

［結論］ 賛成する。

［理由］ 受益者が複数の信託において，受益者が自らの意思を信託上で実現する

ためには，他の受益者の同意を得る必要があるが，受益者名簿がなければ

他の受益者を知りえず，意思の実現が不可能となることに鑑み，受益者名
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簿を作成することに合理的な理由がある。

ただし，自己の個人情報を他の受益者に知られたくないという受益者の

存在や受託者自身がそもそも受益者を把握していない投資信託のような信

託類型も存在することから，受益者名簿の作成を強制することは現実的で

はないので，これを任意規定とすることも妥当である。

(注１)について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 受益者名簿作成の目的からすれば，氏名（名称 ，住所，受益権の内容）

及び取得日がわかれば十分であり，それ以上の情報収集は個人情報保護の

観点から妥当でない。

(注２)（注３）について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 受益者の利益保護の観点からすれば，受益者の利益を代表すべきこれら

の者に閲覧等を認める必要がある（受益者集会の招集等と関連）

(注４)について

［結論］ 反対はしない。ただし，閲覧等の拒絶事由については慎重に検討された

い。

［理由］ 第２３の３に関する［理由］の２で述べたように受益者の個人情報の保

護や受託者の営業上の秘密を保護する必要性も否定しえないが，基本的に

は，受益者名簿の閲覧等の必要性がそれに優ると考えられるので，両利益

の調整は慎重に検討されたい。

第２５ 受託者の損失てん補責任等

１ 損失てん補責任等

受託者が信託財産に関してその任務に違反する行為をした場合において,次の

ａ又はｂに掲げる事由に該当するときは，受益者又は他の受託者は，受託者に

対し，それぞれａ又はｂに定める事項の請求をすることができるものとする。

ただし，ｂに掲げる事由に該当する場合において，原状の回復が著しく困難で

あるとき，原状の回復を要する程度が大きくないときであって原状の回復をす

るには過分の費用を要するときその他特別の事情があるときは，この限りでな

いものとする。

ａ 信託財産に損失が生じたとき 当該損失のてん補

ｂ 信託財産に変更が生じたとき 原状の回復

２ 分別管理義務違反の場合の責任
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受託者が分別管理義務（第２１参照）に違反して信託財産と固有財産及び他

の信託財産とを分別して管理しなかった場合において，信託財産に損失又は変

更が生じたときは，受託者は，分別して管理をした場合にも当該損失又は変更

が生じたことを証明しなければ，不可抗力を理由として損失てん補責任又は原

状回復責任(以下「損失てん補責任等」という ）を免れることはできないもの。

とする。

（注）受益者が複数の場合における損失てん補請求権と原状回復請求権の行使の

あり方については，なお検討するものとする。

＜現行法の関連条文＞ 第27条及び第29条

［結論］ １及び２について賛成する。ただし，問題点として指摘する事項に留意

されたい。

［理由］

１ 現行法２７条は 「管理の失当によりて信託財産に損失を生ぜしめたると，

き ，又は「信託の本旨に反して信託財産を処分したるとき」の要件と効果」

である「損失の填補」又は「原状の回復」の対応関係が不明確であった。

， ， ，２ 要綱案のように ａ信託財産に損失が生じたときは 当該損失のてん補を

ｂ信託財産に変更が生じたときは，原状の回復をそれぞれ求めることができ

ると整理したことは評価できる。

３ 受託者の債務不履行責任の効果として，信託財産の損失てん補や原状回復

を認めることには異論はない。故意又は過失の要件を規定に明示しないこと

は民法４１５条の規定との対比からしても適切である。

４ なお，請求権者については，受益者又は他の受託者に限定し，委託者が削

除された。一般的に委託者に信託財産の損失てん補や原状回復請求権を与え

ることは，受益者との利害衝突が生じる可能性がある。

ところで，受益者が幼少である，あるいは不存在の場合など受益者の監督

， 。的権能が期待できないときは 委託者の監督的権能が働くことが期待される

第５３（注１）において，信託行為に別段の定めがあるときは，同１のａ以

外に信託の監視・監督的権能を委託者に留保することができるとされている

から，第５３（注１）が維持されることを前提とすれば，信託財産の損失て

ん補や原状回復請求権の規律については，要綱案でよいと思料される。

５ ２については現行法２９条の規律のとおりであり，受託者が負う基本的義

務である分別管理義務違反が生じた場合の規律としては，適切である。

６ （注）については，受益者一人でも損失のてん補等を求めることができる

ようにするのか，あるいは，その要件を設けるのか，一人で請求ができると

してもその判決効は第三者に及ぶようにするのか，請求する受益者とそれに

反対する受益者の意見をどのように調整するのか（第３１の２にはその規律
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がある ，また，受益者間の意見の対立を訴訟手続にどのように反映させる）

のかの，問題がある。

［ ］ ， ，問題点 受益者が受託者に対し 当該損失のてん補や原状の回復を求める場合

受託者の固有財産から受託者の信託財産への移転を求めるもので，その請求

の趣旨や判決主文について，どのような記載とするのか（例えば，被告であ

る受託者に対し「受託者はその固有財産から受託者の○○信託財産に金○○

円を支払え」などでよいか ，また，その執行はどのようにして行うのか，）

そもそも法的主体は受託者であるにも拘わらず，帰属主体が受託者の信託財

産若しくは固有財産に分かれることを，民事執行法は念頭に置いていないの

で，併せて各関係法令の見直しを要する。

第２６ 損失てん補責任等に関する消滅時効等について

１ 損失てん補責任等に係る債権の消滅時効期間

損失てん補責任等に係る債権の消滅時効期間は，10年間とするものとする。

ただし，他の法令に債権に係る消滅時効期間に関する規定があるときは，その

規定に従うものとする。

２ 受益者の損失てん補責任等に係る債権の消滅時効の起算点

受益者が有する損失てん補責任等に係る債権の消滅時効の起算点は，受益者

が，受益者として指定されたこと及び受託者の任務違反行為があったことをい

ずれも知った時とするものとする。

３ 受益者以外の者の損失てん補責任等に係る債権の消滅時効の起算点

，受益者以外の者が有する損失てん補責任等に係る債権の消滅時効の起算点は

受託者の任務違反行為の時とするものとする。

４ 損失てん補責任等に係る債権の除斥期間

損失てん補責任等に係る債権については20年の除斥期間を設けるものとし，

受託者の任務違反行為の時をその起算点とするものとする。

（注）いわゆる利益吐き出し責任を設けることとする場合には（ の の乙第２０ ４

案参照),その責任のあり方の検討も踏まえつつ，これについても消滅時効等

， 。に関する規定を設けることとするか否かについて なお検討するものとする

＜現行法の関連条文＞ なし

［結論］ 賛成する。

［理由］ １については，損失てん補責任及び原状回復責任（第 ）の法的性質25
が債務不履行責任であると考えられることからすれば，債務不履行に基づ

く損害賠償請求権に関する民法，商法等の規定と整合性を持たせるべきで
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あり，相当である。

２及び３については，消滅時効の起算点を「権利を行使することができ

る時」とする民法上の原則（同法 条第 項）からすれば，受託者の166 1
信託違反行為の発生時点を起算点とすべきことになるが，受益者について

は，特にこれを保護すべく，信託違反行為の発生時点ではなく，受益者が

これを知った時点から消滅時効期間が進行するとすることは相当である。

４については，２において受益者の主観的要件を消滅時効の進行の要件

とする以上，消滅時効がいつまでたっても進行を開始せず，権利関係の安

， 。 ，定性を損ねることの無いよう 除斥期間を設けることは相当である また

その期間についても，民法上の諸規定に準じて 年間とすることは相当20
である。

第２７ 法人役員の連帯責任について

受託者である法人が損失てん補責任等（ 参照）を負う場合において，受第２５

託者である法人の行った法令又は信託行為の定めに違反する行為につき，法人の

理事又はこれに準じる者に悪意又は重大な過失があるときは，当該者は，連帯し

て，損失のてん補又は原状の回復をしなければならないものとする。

（注）いわゆる利益吐き出し責任を設けることとする場合には（ の の乙第２０ ４

案参照),かかる責任のあり方の検討も踏まえつつ，これについても連帯責任

を課すこととするか否かについて，なお検討するものとする。

＜現行法の関連条文＞ 第34条

［結論］ 賛成する。

［理由］ 商法第266条の3第1項と平仄をあわせたものであり，特に異論はない。

第２８ 受託者の違法行為の差止請求権について（★）

受託者が法令若しくは信託行為の定めに違反する行為をし，又はこれらの行為

をするおそれがある場合において，当該行為によって信託財産に著しい損害が生

ずるおそれがあるときは，受益者又は他の受託者は，当該受託者に対し，その行

為をやめることを請求することができるものとする。

＜現行法の関連条文＞ なし

［結論］ 賛成である。但し，受託者から信託事務の処理の委託を受けた者（受任

者）にも差止請求ができるとするべきである。
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［理由］ 受託者が，法令又は信託行為の定めに違反し，信託財産に損害を発生さ

せる行為をする場合には，事後的救済のみでは十分ではなく，同行為によ

って著しい損害が生じるおそれがある場合に事前に損害を阻止するための

差止請求権を認めることは，信託財産保護のため必要であり，同規定を設

けることには賛成である。

差止請求権者に「他の受託者」を加えることは 「他の受託者」には監，

視義務があることから，上記と同様に必要性があり，賛成である。

差止請求に担保提供が濫用防止のために必要ではないかとの点について

は，差止請求は差止めるべき行為が完了してしまえば差止めることはでき

なくなるのであるから，早期に決着がつくことが予測でき，濫用について

は権利の濫用理論あるいは仮処分の立担保命令（民事保全法第１４条）で

十分対応可能と考えられるので，試案に賛成である。

しかし，受任者については，受益者が受託者の解任権その他の監督的権

能を有しているから差止請求権を認める必要はないとの試案には反対であ

る。何故なら差止請求権自体が受益権の監督的権能の発動であり，受託者

の解任まで要しないが，受任者の行為を差止請求する必要性は十分予測す

ることができ，差止請求の仮処分の相手方を受託者のみとした場合には，

受任者の行為にまで仮処分の効力が及ばないからである。

第２９ 検査役選任請求権について（★）

受託者の信託事務の処理に関し，法令又は信託行為の定めに違反する重大な事

実があることを疑うに足りる事由があるときは，受益者は，信託事務及び信託財

産の状況を調査させるため，裁判所に対し，検査役の選任を請求することができ

るものとする。

（注１）検査役の権限（報告徴収権・物件検査権）に関する規定を設けるものと

する。

（注２）検査役は，調査の結果を記載し，又は記録した書面又は電磁的記録を，

裁判所に提供して報告しなければならないものとする。

（注３）検査役は，検査役の選任請求をした受益者及び受託者に対し，調査結果

の内容を通知しなければならないものとし，当該通知を受けた受託者は，

検査役の選任請求をしていない受益者に対し，検査役から調査結果の通知

を受けた旨を通知しなければならないものとする。

（注４）裁判所は，必要があると認めるときは，受託者に対し，裁判所が相当と

認める方法により調査結果の内容を検査役の選任請求をしていない受益者

に通知することを命じなければならないものとする。

（注５）検査役の報酬等については，信託財産の中から支出するものとする。

＜現行法の関連条文＞ 第41条第２項
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［結論］ 賛成する。

［理由］ 株式会社においても，会社債権者に会社の業務及び財産状況を検査する

ための検査役選任請求権は認められておらず（商法第294条 ，申立権者か）

ら債権者を除くことに，特に異論はない。また，法令又は信託行為に違反

する重大な事実があることを疑うに足りる事由がある場合に限定した点に

ついても，商法第294条と平仄をあわせたものであって，特に異論はない。

第３０ 受託者の権限の範囲について

受託者は，信託財産の管理又は処分その他信託目的の達成のために必要な行為

を行う権限を有するものとする。ただし，信託行為に別段の定めを設けることに

より，当該権限の範囲を制限することを妨げないものとする。

＜現行法の関連条文＞ 第１条及び第４条

［結論］ 賛成する。

［理由］ 「管理又ハ処分」(例示)に限らず「信託目的の達成のために必要な行為

を行う権限」を有することを明確にするものであり，実情に即したもので

ある。補足説明には理由がある。

第３１ 受託者の権限違反行為について

１ 権限違反行為の取消し

受託者が信託財産のためにした行為がその権限に属しない場合において，相

手方が，当該行為が信託財産のためにされたものであることを知り，かつ，当

該行為が受託者の権限に属しないことを知り，又は重大な過失により知らなか

ったときは，受益者は，当該行為を取り消すことができるものとする｡

２ 取消しの効果

受益者が複数存在する場合において，その一人が によりした取消しは，他１

の受益者のためにもその効力が生じるものとする。

３ 取消権の消滅

の取消権は，受益者が取消しの原因があることを知った時から１月内に行１

使されないときは，消滅するものとする。行為がされた時から１年を経過した

ときも同様とするものとする。

（注１）相手方の主観的要件の証明責任を受益者又は相手方のいずれが負うべき

かについては，なお検討するものとする。
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（注２） の「１月」又は「１年」の期間を見直し，より長期なものとするかど３

うかについては，受託者との取引の相手方が，受益者に対し，相当の期間

を定めて，その期間内に取消しをするかどうかを確答すべき旨の催告をす

ることができ，当該期間内に取消しがされないときは，取消権は消滅する

， 。旨の規定を設けることとするかどうかと併せて なお検討するものとする

（注３）信託債権の責任財産が信託財産に限定された場合にあっても，民法第117

条の規定における無権代理人の責任と同様に，善意（無重過失）の相手方

は受託者に対して固有財産から履行又は損害賠償をすることを求めること

ができるものとするかどうかについては，なお検討するものとする。

＜現行法の関連条文＞ 第31条から第33条まで

１及び（注１）について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 登記・登録の有無にかかわらず，相手方又は転得者の悪意・重過失によ

って取消の可否を決するものである。登記・登録の有無という形式的なフ

ァクターによってではなく（この場合は，登記・登録さえしていれば相手

方等の悪意が擬制されてしまうことになる ，相手方等の主観的態様によ）

ってより実質的に取引の安全を図ろうとするもので，妥当である。

また，取消の対象を「処分」に限定しない点は，権限外の債務負担行為

などにも対応できることとなり，妥当である。

なお （注１ （相手方の主観的要件の証明責任）については，受託者， ）

の権限の範囲内か否かは一義的に明確でないこと（このことは「信託の本

旨」を「受託者の権限の範囲」と言い換えても本質的にかわるものではな

いと思われる ，および，受託者の権限違反によるリスクは，基本的には）

委託者側(受益者を含む)に負わせるのが妥当であることに照らし，取引安

， 。全の観点から 受益者に証明責任を負わせる要綱試案の考え方に賛成する

２について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 受益者が複数存在する場合，受益者間で意見の対立があり得るが（例え

ば，受託者によって権限違反行為がなされたが結果的にそのまま追認した

ほうが有利なような場合 ，法律関係の明確化の観点から，賛成する。）

３及び（注２，３）について

［結論］ 反対する。

［理由］ (注２)のうち 「１月」又は「１年」の期間を見直し，より長期なもの，

とするかどうかについては，法律相談に与る弁護士の実務感覚からすれば

「１月」という期間設定は余りに短期に過ぎ，受益者の保護に欠けるおそ

れがある。例えば，取り消し得べき行為に関する民法１２６条の５年・２
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０年（民法１２６条）か，少なくとも詐害行為取消にかかる２年・２０年

（４２６条）程度に延伸すべきではなかろうか。

但し，その場合には，補足説明が指摘しているとおり，長期間にわたり

法律関係を不安定にし信託の利用を阻害する要因とならないよう，相手方

の催告権を導入するべきものと考える。

（注３）については，そもそも受託者の権限違反行為は取り消されるま

では一応有効であり（この点で，無権代理行為〔浮動的無効〕とは本質的

に異なる ，しかも，受益者は，善意（無重過失）の相手方に対しては取）

り消すことはできないはずであるから，善意（無重過失）の相手方として

は，信託財産に対して請求することをもって必要かつ十分である。

， ， （ ）もっとも そのような場合であっても 受益者が相手方の悪意 重過失

を主張し，争いに巻き込まれる可能性もないではないが，そのようなこと

は常に生じうることであり，この場合に特有の問題ではない。

前記のとおり，相手方の悪意（重過失）の証明責任は受益者にあると考

えるべきであるから，上記のような無権代理行為との本質的違いを無視し

てまで，あえて「民法１１７条と同趣旨の規律」を設ける必要はないので

はなかろうか。

第３２ 費用等の補償請求権について

１ 信託財産から費用の補償を受ける権利

(1) 受託者は，信託事務を処理するために必要又は有益と認められる費用を支

出した場合には，当該費用について信託財産から補償を受けることができる

ものとする。ただし，信託行為に別段の定めがあるときは，その定めに従う

ものとする。

(2) 受託者は，(1)の権利を行使するために必要があるときは，信託財産を任意

に処分することができるものとする。ただし，信託目的の達成の妨げとなる

場合には,この限りでないものとする。

(3) 受託者は，信託財産に属する債務を固有財産をもって弁済した場合には，

当該債務に係る債権者に代位することができるものとする。この場合におい

て，受託者は，遅滞なく，信託財産に属する債務を固有財産をもって弁済し

た旨を債権者に通知しなければならないものとする。

(4) (1)の権利は，当該権利に係る費用が次のａ又はｂに該当する場合には，そ

れぞれ当該ａ又はｂに定める額につき，当該費用によって利益を受けた他の

権利者に先立って行使することができるものとする。

ａ 信託財産の保存のために支出した金額その他の必要費 全額

ｂ 信託財産の改良のために支出した金額その他の有益費 支出した金額

又は現に存する増価額のいずれか低い金額
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(5) 信託財産について，強制執行等が開始された場合には，受託者は，(1)の権

利を行使するために，配当要求をすることができるものとする。

２ 受益者から費用の補償を受ける権利

【甲案】

受託者は， (1)の場合には，受益者からも補償を受ける権利を有するもの１

とする。ただし，信託行為に別段の定めがあるときは，その定めに従うもの

とする。

【乙案】

受益者は，費用の補償につき責任を負わないものとするが，受託者と受益

者との間で個別に費用の補償の合意をすることを妨げないものとする。

３ 引渡拒絶権

受託者は，補償を受ける権利について満足を受けるまで，受益者又は帰属権

利者に対し，信託財産の引渡しを拒むことができるものとする。ただし，信託

行為に別段の定めがあるときは，その定めに従うものとする。

４ 損失てん補責任等に係る義務の先履行

補償を受ける権利は，受託者が損失てん補責任等に係る義務を履行した後で

なければ，行使することができないものとする。

５ 損害補償請求権

受託者が信託事務を処理するために自己に過失なく受けた損害の補償につい

ても， から まで（ (3)及び(4)を除く ）と同様とするものとする。１ ４ １ 。

（注１） (1)については，支出した費用の償還のほか，費用の前払も受けること１

ができるようにする方向で検討するものとする（民法第649条参照 。）

（注２） (5)については，受託者が，信託財産から補償を受ける権利を有するこ１

とを文書によって証明することにより，配当要求をすることができるよう

にする方向で検討するものとする。

（注３） において乙案を採用した場合には，受託者と受益者との間で個別に費２

用の補償の合意をすることを妨げない旨を明文で規定する方向で検討する

こととする。

（注４）受託者は，費用等の補償を受ける権利について満足を受けることができ

ないときは，委託者及び受益者への通知をすることなど一定の手続を経た

上で，信託を終了させることができるものとする。

（注５）受託者が第三者の故意又は過失により受けた損害については，受託者に

も過失があるときであっても，第三者に対して請求することができる損害

賠償の額を限度として，信託財産等からその補償を受けることができるも

のとする。

＜現行法の関連条文＞ 第36条第１項及び第２項並びに第38条
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［結論］ 賛成する。ただし，１の(5)には問題点で述べる問題があり，２は乙案

に賛成する。

［理由］

１ 受託者が，信託事務を処理するため必要費等の費用を支出した場合に信託

財産から補償を受けられること，またこの場合，費用の前払いも受けること

ができるようにする方向で検討する(注１)ことは，民法の規定とも整合し，

妥当である。

受託者が配当要求できる方向で検討することも，補償請求権の実現を確保

することになり妥当である(注２)。

２ 受益者から補償を受ける権利については，受託者・受益者のいずれが，最

終的に信託事務処理費用負担のリスクを負うべきかという問題であるが，そ

もそも受益者は信託行為に関与していないこと，またそれゆえ，受益者が費

用負担のリスクを負うことはその予想を超えていること(受益者の合理的意

思に反する)などから，基本法としての信託法においては，原則として受益

者に信託事務処理費用負担のリスクを負わすべきではない。

受益者に費用負担を転化しなければならないような信託は，終了を考える

べきである。

［問題点］ １(5)の配当要求について，補足説明には 「受託者の有する固有財，

産と信託財産との振り分けを変更する形成権の一種」とある。形成権の一種

とすると，①必要費等を支出すればその時点で形成権が生じるのかどうか，

また，②信託財産について強制執行等が開始された時点で形成権が生じるの

かどうか，③受託者の債権者は，債権者代位権を行使して形成権の行使がで

きるのかどうかの問題が残る。また，④民事執行法上，配当異議の申出，配

当異議訴訟の債権者に受託者が含まれるのかどうかの問題がある。

第３３ 報酬請求権について

１ 受託者が信託報酬を受けることができる場合

(1) 受託者は，次のいずれかに該当する場合には，信託事務の処理を行うこと

の対価としての報酬（以下「信託報酬」という ）を受けることができるもの。

とする。

ａ 信託行為において，信託報酬を受ける旨の定めがある場合

ｂ 商人がその営業の範囲内において信託を引き受けた場合

(2) (1)の場合においては，受託者は，相当の額の信託報酬を受けることがで

きるものとする｡ただし，信託行為において信託報酬の額又はその算定方法の

定めがあるときは，その定めに従うものとする。

２ 信託報酬を受ける権利の行使方法
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(1) 受託者は， (1)の場合には，信託財産から信託報酬を受けることができる１

ものとする。

(2) 受益者から信託報酬を受ける権利については，次のとおりとするものとす

る｡

【甲案】

受託者は，信託行為に定めがある場合には，受益者から信託報酬を受け

ることができるものとする。

【乙案】

受託者は，信託行為の定めにより当然に受益者から信託報酬を受けるこ

とができるものとはしないが，受託者と受益者との間で個別に報酬の負担

の合意をすることを妨げないものとする。

(3) 信託報酬を受ける権利の行使については，費用等の補償を受ける権利の行

使に関する規律（ の (2)及び(5)並びに 参照）と同様とするものと第３２ １ ４

する。

(4) 受託者が信託報酬を受ける権利について満足を受けていない場合における

第信託財産の引渡しについては，費用等の補償を受ける権利に関する規律（

の 参照）と同様とするものとする。３２ ３

（注１） (2)の場合においては，受託者は，信託報酬を受ける前に，信託報酬の１

額及びその算定根拠を受益者に通知しなければならないものとする。

（注２）受託者は，信託報酬を受ける権利について満足を受けることができない

， ，ときは 委託者及び受益者への通知をすることなど一定の手続を経た上で

信託を終了させることができるものとする（ の（注４）参照 。第３２ ）

（注３）信託報酬の支払時期等については，民法第648条第２項及び第３項に準じ

て，所要の規定を整備するものとする。

＜現行法の関連条文＞ 第35条，第37条及び第38条

［結論］ 賛成する。ただし，２(2)は乙案に賛成する。

［理由］

１ 受託者の原則無報酬は，民商法の規定とも整合し妥当である。

２ 受託者は原則無報酬であること，受益者は信託契約の当事者でないこと

等から，受益者から信託報酬を受けるためには，信託行為で定めるだけで

は足りず，受託者と受益者との間で個別に報酬の負担の合意をしなければ

ならないとすべきである。よって２(2)の乙案に賛成する。

第３４ 受託者が複数の信託に関する規律について

１ 信託財産の所有形態
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１つの信託で複数の受託者があるときは，信託財産は，その合有とするもの

とする。

２ 信託事務処理の方法

(1) 信託事務の決定

信託事務は，共同受託者の過半数をもって決定するものとする。ただし，

信託行為に別段の定めがあるときは，その定めに従うものとする。

(2) 信託事務の執行

各受託者は，(1)の意思決定に基づき，信託事務を執行することができるも

のとする。ただし，信託行為に別段の定めがあるときは，その定めに従うも

のとする。

(3) 保存行為を行う場合の特例

保存行為については，各受託者は，単独で決定し，執行することができる

ものとする。ただし，信託行為に別段の定めがあるときは，その定めに従う

ものとする。

(4) 信託行為に職務分掌の定めがある場合の特例

信託行為の定めにより共同受託者の間で職務が分掌されている場合におい

ては，各受託者は，分掌された職務の限度で，独立して信託事務を決定し，

執行するものとする。

３ 受託者間の信託事務処理の委託

(1) 受託者は，信託行為に別段の定めがある場合又はやむを得ない事情が生じ

た場合を除き，他の受託者に対し，重要な信託事務の決定を委託することは

できないものとする。

，(2) 信託行為の定めにより信託事務を執行する受託者を定めた場合においては

信託行為に別段の定めがあるとき又は当該受託者にやむを得ない事情が生じ

たときに限り，当該受託者は，他の受託者に対し，信託事務の執行を委託す

ることができるものとする。

４ 共同受託者の責任

(1) 受益者に対する責任（★）

受託者が信託財産に関してその任務に違反する行為をした場合に負う損失

てん補責任等（ 参照）について，受託者が複数の場合には，当該行為第２５

に係る意思決定又はその対外的な執行をした受託者が連帯して責任を負うも

のとする。

(2) 取引の相手方に対する責任

ａ 信託事務の処理により共同受託者が第三者に対して債務を負担したとき

は，共同受託者は，固有財産をもって連帯して弁済の責任を負うものとす

る。

ｂ 信託行為の定めにより共同受託者の間で職務が分掌されている場合にお

いて，受託者が分掌された職務の限度で独立に信託事務を処理することに
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より第三者に対して債務を負担したときは，職務を執行した受託者のみが

固有財産をもって弁済の責任を負うものとする。

（ ） ， ，注１ 受益者の受託者に対する意思表示は 信託行為に別段の定めがない限り

共同受託者の１人に対してすれば他の受託者にもその効力が生じるものと

する。また，第三者の受託者に対する意思表示は，共同受託者の１人に対

してすれば，他の受託者にも効力が生じるものとする。

（ ） ，注２ 信託行為の定めにより複数の者が受託者として指定された場合において

指定された者の一部が信託の引受けを拒絶し，又は引受けをすることがで

きなかったときであっても，信託行為に別段の定めがない限り，信託は存

続するものとする。また，共同受託者の一部について任務が終了した場合

においては，信託行為に別段の定めがない限り，信託は存続し，任務が終

， 。了した受託者の有していた権限等は 残りの受託者が承継するものとする

（注３） 及び の規律に反してなされた行為（例えば，ある受託者が受託者の２ ３

過半数の賛成を得ずに第三者とした取引）は，受託者の権限に属しない行

為となることを前提としている。

（注４）信託債権者が信託債権に関して受託者の１人に対して債務名義を取得し

た場合において，当該債務名義をもって共同受託者の合有財産である信託

財産に強制執行をすることができるものとするかどうかについては，債務

名義の対象となっていない他の受託者に対する手続保障，執行文付与のあ

り方等を踏まえ，なお検討するものとする。

＜現行法の関連条文＞ 第24条及び第25条

１について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 信託財産に対して，共同受託者に持分権を観念し，その持分権の自由譲

渡を認めるべきではなく，このことは強行規定と考えるべきであって，現

行法第24条第1項を維持する要綱試案に賛成する。

２(1)について

［結論］ 賛成する。

［ ］ ， ，理由 現行法第24条第2項は 信託事務処理の共同執行を規定するのみであり

不明確且つ硬直的であったが，共同委託者間の相互監視・協力と効率的な

信託事務処理の実現の観点から，共同受託者間の対内的な意思決定につき

過半数を持って決定するという要綱試案に賛成する。

また，これをデフォルトルールとして信託行為に別段の定めをすること

を認める点も賛成する。

やむ得ない事由によって信託事務に参加できないものがある場合の意思

決定方法については，後記の他の受託者に対する信託事務の委託によって
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対応すべきであり，この点も要綱試案に賛成する。

２(2)について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 各受託者は，(1)の意思決定により，受託者相互間に代理権を与えてい

るとみなすことにより，迅速な信託事務処理を行うことが可能になるとと

もに，信託財産のために行為する限り，信託財産とともに各受託者の固有

財産にも効果帰属することとできるから，要綱試案に賛成する。

ただし書きにつき，デフォルトルールとする点にも賛成する。

２(3)について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 保存行為については，迅速な事務処理が要求されることが多く，また信

託財産にとって利益となるものであり，共同受託者間の過半数による意思

決定を待つべきではなく，信託財産のために保存行為をする限り各受託者

の固有財産にも効果帰属すべきであるから，要綱試案に賛成する。

ただし書きにつき，デフォルトルールとする点にも賛成する。

２(4)について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 信託行為につき職務分掌がなされている場合には，分掌された職務の限

度において，個々の受託者が独立して事務処理することを期待されている

から，当該受託者は単独で意思決定し，対外的に職務執行することができ

るとすべきであり，賛成する。

３(1)について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 各共同受託者は，共同委託者間の相互監視・相互協力を期待されている

から，安易な受託者間の信託事務の意思決定の委託を認めるべきではない

， ， ，が 常務に属する信託事務の決定を委託することは認めてもよいし また

やむ得ない事由によって信託事務に参加できないものがある場合に共同受

託者間の意思決定を可能にする必要性があるから，要綱試案に賛成する。

３(2)について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 信託行為の定めにより信託事務を執行する受託者を定めた場合は，本来

当該受託者による信託事務の執行を期待されているから,安易な信託事務

の委託は認めるべきではないが，やむをえない事由により信託事務処理を

行えないため，信託事務を執行するものがいなくなる状況に対応する必要

性があるから，要綱試案に賛成する。

４(1)について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 現行法第25条はいかなる債務が対象となるのかが不明確であるから，共
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同受託者の責任を明確にする規定を置くことは賛成である。

受益債権に関する受託者の責任は信託財産の範囲に限られ，このことは

受託者が複数の場合も同じであることを前提として，法令違反ないし信託

行為の定めに反する行為等の受託者の任務違反行為に関する損失てん補責

， ，任については 受託者に故意または過失ある場合の責任であることに鑑み

受託者が複数の場合には任務違反行為に関与していない受託者は連帯責任

を負担しないと考えるべきであり（特に職務分掌のある場合には当該受託

者のみが責任を負担すると考えるべきであり ，当該行為に係る意思決定）

又はその対外的な執行をした受託者が連帯して責任を負うとする要綱試案

に賛成である。

なお，共同受託者のうち，当該任務違反行為に関する意思決定について

反対した受託者は，過失がなく，意思決定に関与していないから，損失て

ん補責任から免責されるべきであり，その点を明記すべきである。

４(2)について

［結論］ 賛成する。

［理由］ ａについては，受託者相互間に代理権を与えているとみなされるから，

共同受託者の一人がした行為の第三者に対する責任については，各受託者

の固有資産をもって負担するとすることに賛成する。

ｂについては，共同受託者は，分掌された職務の限度において個々の受

託者が独立して事務処理することを期待されており，当該受託者は単独で

意思決定し，対外的に職務執行することができるとするのであるから，そ

， ，の第三者に対する責任についても 当該受託者において負担すべきであり

要綱試案に賛成する。

（注１）について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 受託者相互間に代理権を与えているとみなされること及び信託事務処理

の便宜から，賛成する。

（注２）について

［結論］ 賛成する。

［理由］ こうした場合には，信託は終了するのではなく，引き受けをした共同受

託者を受託者として存続すると考えるべきである。

また，共同受託者の一部について任務が終了した場合にも，信託は終了

するのではなく，残りの受託者が任務の終了した受託者の権限等を承継す

るとすべきであり，賛成する。

なお 「残りの受託者が任務の終了した受託者の権限等を承継する」と，

いうのは，原則として，法律上当然に任務の終了した受託者の権限が他の

受託者に移転すると考えるべきである。そして，これを前提に，選任され

た信託財産管理人については，新受託者の選任はなくても，必要性がなく
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なればその任務も終了するものとし（第42の注５ ，信託の終了事由につ）

いても，新受託者の選任はなくても信託は終了しないとすべきである（第

の注２ 。57 ）

但し，当該受託者に職務分掌のある場合については，その権限が法律上

当然に承継されるとするのではなく，他の受託者に当該職務の引受けを拒

絶する余地を認めるべきであろうか。その場合には，新受託者が選任され

なければ，信託は一定期間の経過で終了するものとし（第 の１ 及び57 e
同注２ ，その信託の終了とともに，選任された信託財産管理人の任務も）

終了するということになろうか（第42の注５及び第 の１ 。57 e）
（注３）について

［結論］ 賛成する。

［理由］ かかる行為は，無権代理行為と考えられるのであり，賛成である。

（注４）について

［結論］ 合有である信託財産に対する民事訴訟及び民事執行についての規定を設

けるべきであるが，法的な他制度との整合性について問題点がある。

［理由］ 共同受託者の有する信託財産に対する民事訴訟ないし民事執行について

は，信託財産が合有である以上必要的共同訴訟となるとも考えられる。確

かに，共同受託者全員を被告として判決を取得した場合は，かかる債務名

義を持って信託財産・固有財産双方に対して強制執行は可能と考えられ

る。

しかしながら，共同受託者の一人に対して判決を得て，それに基づいて

当該受託者の固有財産に対して強制執行することも可能であると考えるべ

きであり，その際には，かかる債務名義をもって，信託財産にも強制執行

が可能であるべきではないかとも考えられる。

そうすると，信託財産は共同受託者の合有としても，受託者は信託財産

に対する固有の利益を持たないこと及び共同受託者間の連携も図られうる

から，個別に当事者としても手続き保障上問題はないとして，固有必要的

， 。共同訴訟と考えるべきではなく 個別訴訟が可能と考えるべきとも思える

そして，更に進んで，共同受託者の一人に対する債務名義をもって，合有

名義となっている信託財産や他の共同受託者の占有下にある信託財産を含

めて全ての信託財産に対して執行できるとすべきとも考えられる。

しかしながら，現行の民事執行法上こうした制度が可能かどうか，他の

制度との整合性を維持できるかどうか問題がある。

第３５ 受託者の職務の引受けについて（★）

１ 受託者として指定された者に対する利害関係人の催告権

利害関係人は，信託行為の定めにより受託者として指定された者に対し，相
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当の期間を定めて，その期間内に就任を承諾するかどうかを確答すべき旨の催

告をすることができるものとする。

２ 被指定者による回答の相手方及び不回答の効果

の場合において，受託者として指定された者がその期間内に受益者に対し１

て確答をしないときは，就任を拒絶したものとみなすものとする。

（注） の場合において，受託者として指定された者は，信託管理人，受 託者監２

督人（仮称）又は受益者代理（仮称 （ 参照）に対して確答することも） 第４４

できるものとする。ただし，受益者として権利を行使することのできる者が

いない場合において，信託管理人が選任されていないときは， の催告をし１

た者に対して確答すべきものとする。

＜現行法の関連条文＞ なし

１について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 受託者未確定の不安定な状態を早期に解消する必要がある。

２について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 受託者就任後の厳格な種々の義務からすると，催告に対する確答がない

ばあいには就職を拒絶したものとみなすことが適切である。

（注）について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 「信託管理人，受託者監督人（仮称）又は受益者代理（仮称 （要綱）」

案第４４参照）は，２で確答すべき相手方である受益者に代わる地位にあ

り，特に問題ないし 「ただし」以下の方法も適切である。，

第３６ 合併又は会社分割による受託者の変更について

１ 合併による受託者の変更

受託者が株式会社の場合において，受託者が合併により解散したときにおい

ても，受託者の任務は終了せず，合併によって設立された株式会社又は合併後

存続する株式会社がその任務を承継するものとする。この場合において，受益

債権については，会社法上の債権者保護手続（会社法第789条・第810条参照）

の対象とはしないものとする。

２ 会社分割による受託者の変更

受託者が株式会社の場合において，受託者が会社分割により営業の全部又は

一部を設立する株式会社又は他の株式会社に承継させることにより信託財産を

移転するときにおいても，受託者の任務は終了せず，当該設立する株式会社又
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は他の株式会社がその任務を承継するものとする。この場合において，受益債

権については，会社法上の債権者保護手続（会社法第799条・第810条参照）の

対象とはしないものとする。

（注１）資本減少及び法定準備金減少の手続においても，受益債権については，

会社法上の債権者保護手続の対象とはしないものとする。

（注２）信託財産のみを責任財産とする信託債権を有する者についても，会社法

上の債権者保護手続の対象とはしないものとする。

＜現行法の関連条文＞ 第42条

１について

［結論］ 「株式会社」とされている部分を反対し 「法人」と変更すべき。それ，

以外は，賛成する。

［理由］ 会社の合併の場合，消滅会社の契約上の地位は存続会社に全て包括承継

されることになるところ，受託者たる会社が合併した場合，現行法４２条

１項では「受託者たる法人が解散したるとき」に該当し受託者の任務終了

となってしまう不都合があり，現行法を改め，消滅会社が受託者であった

場合においても存続会社に包括承継されて引き継がれると規律すべきであ

り，この点は，適切である。

しかし，要綱案では受託者を「株式会社」と限定しているが 「持分会，

社 （会社法575条以下）が受託者で合併する場合も同様に解すべきであ」

るし，また，医療法人，学校法人，宗教法人等の法人も，受託者の可能性

がありかつ合併規定がある（私立学校法５２条等）ことから同様に解すべ

きであり，受託者を「株式会社」と限定せずに，一般的に広く「法人」と

すべきである。

２について

［ ］ 「 」 ，「 」結論 株式会社 と限定されている部分を反対し 株式会社又は合同会社

と変更すべき。それ以外は，賛成する。

［理由］ 会社分割は，合併に類似し，合併同様に考えるべきである。

要綱案では受託者を「株式会社」と限定するが，会社分割は，株式会社

のみならず合同会社もすることができるのであり（会社法757条,762条 ，）

合同会社が受託者で会社分割する場合も同様に解すべきであり 「株式会，

社」に限定せず「株式会社又は合同会社」とすべきである。

（注１）について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 合併又は会社分割により信託財産は，独立性を保ったまま新たな受託者

に承継されるに過ぎず，信託財産のみを責任財産とする債権，つまり「受

益債権 （受益者の有する債権でも，受託者の固有財産に対する損害賠償」
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請求権等は別論）については，信託財産の承継によってその利益を害され

るものではないと考えられる。

（注２）について

［結論］ 賛成する。

［理由］ （注１）と同様，信託財産のみを責任財産とする債権，つまり「有限責

任債権」は，信託財産の承継によってその利益を害されるものではないと

考えられる。

第３７ 受託者の解任及び辞任について

１ 受託者の解任

(1) 委託者及び受益者の合意により，受託者をいつでも解任することができる

ものとする。

(2) (1)の場合において，受託者の不利な時期において解任することとしたとき

は，その損害を賠償しなければならないものとする。ただし，やむを得ない

事由があったときは，この限りでないものとする。

(3) (1)及び(2)にかかわらず，信託行為に別段の定めがあるときは，その定め

に従うものとする。

(4) 受託者がその任務に違反したことその他重要な事実があるときは，委託者

又は受益者は，受託者の解任を裁判所に請求することができるものとする。

（★）

２ 受託者の辞任

(1) 現行法第43条の規定の趣旨を維持し，受託者は，委託者及び受益者の承諾

がなければ辞任することができないものとする。ただし，信託行為に別段の

定めがあるときは，その定めに従うものとする。

(2) 現行法第46条の規定の趣旨を維持し，受託者は，やむを得ない事由がある

ときは，裁判所の許可を得て，辞任することができるものとする。

＜現行法の関連条文＞ 第43条，第46条及び第47条

１について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 受託者を解任するには，現行法上４７条で(4)のような場合の規律しか

， ， ，なく それ以外では信託行為を解除する他ない という不都合があったが

民法の委任の規定と同趣旨の規律を加え，さらに，信託行為の定めによる

， ，場合を加え その上で裁判所の関与する現行法４７条の趣旨の規定を残し

適切である。なお，検討課題の段階では，(1)について「ただし，受託者

の解任が信託目的に反しないときは，受益者のみで行うことができるもの
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とする 」との部分もあったが，受託者の任務終了の場合の新受託者選任。

では委託者及び受益者の合意による（要綱案第４０）等の規律に平仄を合

わせてか，解任について，上記ただし書き部分も削除されており，適切で

ある。

２について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 現行法４３条，４６条では，受託者を辞任できる場合は，①信託行為

に別段の定めがある場合，②受益者及び委託者の承諾がある場合，③や

むを得ない事由があって裁判所の許可を得た場合に限定しているとこ

ろ，これを維持して整理したものであり，適切である。

第３８ 解任及び辞任以外の受託者の任務終了事由について

受託者の任務は，解任又は辞任があった場合のほか，次の場合に終了するもの

とする。

ａ 受託者が死亡し，又は後見開始若しくは保佐開始の審判を受けたとき。

ｂ 受託者が合併以外の事由により解散したとき。

ｃ 受託者について破産手続開始の決定があったとき。ただし，信託行為に別

段の定めがあるときは，その定めに従うものとする。

ｄ 信託行為に定めた事由が生じたとき。

（注）現行法第44条の規定（受託者の資格喪失による任務終了）は，削除するも

のとする。

現行法の関連条文＞ 第42条及び第44条＜

本文について

［結論］ 賛成する。

［理由］

１ 現行法４２条１項での規律を維持するものであり適切である。

２ 現行法４２条１項に記載する「解散」でも 「合併」の場合には受託者の，

任務は終了しないので（第３６参照 ，合併を除外しており適切であり，ま）

た，受託者が解散により任務が終了した場合にも，受託者であった法人は清

算法人としてなお存続していることから，ａと分離してｂとして規定するこ

とも適切である。

３ 委任においては，受任者が破産手続開始の決定を受けたときは，委任契約

は終了するものとされているが（民法第654条参照 ，これは任意規定であ）

り，かかる事由が生じた場合であっても，委任契約が終了しない旨の特約は

有効と解されており，信託においても委任と同様の考え方で，受託者の任務
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が終了しない場合もあるとしており，要綱案第４の考え方とも一貫し，適切

である

４ 私的自治の原則から適切である。

（注）について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 特定の資格を有する者を受託者とすることとされた信託においては，受

託者となった者がその資格を喪失したときはその任務が終了するとの当然

のことを表した規定に過ぎず，信託行為において受託者の任務終了事由を

（ ） （ ）。定めたものと解すれば足りる 本文ｄ と考えられる 検討課題第４０

第３９ 前受託者等の義務等について

１ 受託者の解任等による任務の終了の場合

(1) 解任その他の事由（ のａ及びｃの事由を除く ）により受託者の任第３８ 。

務が終了したときは，前受託者は，受益者及び他の受託者に対し，その旨の

通知をしなければならないものとする。ただし，信託行為に別段の定めがあ

るときは，その定めに従うものとする。

(2) (1)の事由による受託者の任務の終了により受託者の全部が欠けたときは，

前受託者は，新受託者又は信託財産管理人が事務の処理をすることができる

ようになるまで，引き続き信託財産の保管をし，かつ，事務の引継ぎに必要

な行為をすることを要するものとする。ただし，信託行為に別段の定めがあ

るときは，その定めに従うものとする。

(3) (2)にかかわらず，辞任（裁判所の許可による辞任を除く ）による受託者。

の任務の終了により受託者の全部が欠けたときは，前受託者は，新受託者又

は信託財産管理人が事務の処理をすることができるようになるまで，引き続

き受託者の権利義務を有するものとする。ただし，信託行為に別段の定めが

あるときは，その定めに従うものとする。

２ 受託者の死亡等による任務の終了の場合

(1) のａの事由により受託者の任務が終了した場合において，受託者の第３８

相続人（法定代理人があるときは，その法定代理人 ，成年後見人又は保佐人）

（以下「相続人等」という ）がその事実を知っているときは，相続人等は，。

受益者及び他の受託者に対し，受託者の任務が終了したことを通知しなけれ

ばならないものとする。ただし，信託行為に別段の定めがあるときは，その

定めに従うものとする。

(2) のａの事由による受託者の任務の終了により受託者の全部が欠けた第３８

ときは，受託者の相続人等は，新受託者，信託財産管理人又は信託財産法人

の管理人が事務の処理をすることができるようになるまで，信託財産の保管

をし，かつ，事務の引継ぎに必要な行為をすることを要するものとする。
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(3) 受託者の相続人等は，新受託者，信託財産管理人又は信託財産法人の管理

人に対し，(1)又は(2)による事務を遂行するために支出した費用の償還を請

求することができるものとする。

３ 受託者の破産による任務の終了の場合

(1) のｃの事由により受託者の任務が終了したときは，前受託者は，破第３８

産管財人に対し，自己の有する信託財産の内容，所在その他の事項を通知し

なければならないものとする。

(2) のｃの事由により受託者の任務が終了したときは，前受託者は，受第３８

益者及び他の受託者に対し，その旨を通知しなければならないものとする。

ただし，信託行為に別段の定めがあるときは，その定めに従うものとする。

(3) のｃの事由による受託者の任務の終了により，受託者の全部が欠け第３８

たときは，破産管財人は，新受託者又は信託財産管理人が事務を処理するこ

とができるようになるまで，信託財産を保管し，かつ，事務の引継ぎに必要

な行為をすることを要するものとする。

(4) 破産管財人は，新受託者又は信託財産管理人に対し，(3)による事務を遂行

するために支出した費用の償還を請求することができるものとする。

＜現行法の関連条文＞ 第42条及び第45条

１(1)について

［結論］ 本文は賛成し 「ただし」以下は反対で削除すべきである。，

［理由］ 受益者及び他の受託者には，速やかに新受託者を選任し，信託財産を適

切に管理処分させる緊急の必要があると考えれ，新たに通知義務を課した

ことは適切である。

「ただし」以下について，補足説明では 「当初受託者の任務が終了し，

た場合に備えて，受託者となるべき者をあらかじめ信託行為で定めておく

ことも可能であるところ，このような場合にまで受益者への通知義務を課

すことは，不必要な費用を負担させる結果となるため，信託行為に定めを

」 。置くことにより通知義務を課さないことができるもの としているとある

しかし，①「通知義務を課さないことができる」ように定めおかれる「信

託行為」の「定め」は，上記の場合に限らず，種々の定め方の可能性があ

り，通知義務回避の場合を広く認めてしまう危険性があること，②受託者

の任務が終了した場合は，受益者に対する職務内容が変わる等，受益者に

対して重大な影響を及ぼす事項に関わることであること，③「当初受託者

の任務が終了した場合に備えて，受託者となるべき者をあらかじめ信託行

為で定めて」あったとしても，受託者へ通知のための不必要な費用を負担

させてしまうという不利益よりも，受益者及び他の受託者に対して情報を

通知することの利益の方が高いと考えられることから（第４５参照 ，信）
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託行為で例外を認めるべきでなく 「ただし」以下は削除すべきである。，

１(2)について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 受託者の任務が終了した場合には，信託財産保護のために，新受託者又

は信託財産管理人が事務の処理をすることができるようになるまで，信託

財産の保管及び引き継ぎに必要な行為を前受託者にしてもらう必要がある

と考えられ，この点適切である。

共同受託者の一部の任務が終了した場合の取り扱いについては，第３４

（注２）で明示されており，適切である。

１(3)について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 「辞任」について 「裁判所の許可による辞任の場合」には(3)，それ，

以外の辞任の場合には(2)と，異なる処理とするが 「裁判所の許可によ，

る辞任の場合を除く」辞任の場合とは，①委託者及び受益者の承諾がある

場合の辞任，②信託行為の別段の定めによる辞任（第３７の２）であり，

このように受託者自らが辞任した場合には，解任や裁判所の許可による辞

任の場合と異なり，新受託者等が事務の処理をすることができるようにな

るまで「引き続き受託者の権利義務を有する」こととし 「裁判所の許可，

による辞任の場合」は，①②の辞任と異なり，信託財産の保管・事務の引

き継ぎに必要な行為にとどめると区別することは，バランスとして適切と

考える。

２(1)について

［結論］ 本文は賛成し 「ただし」以下は反対で削除すべきである。，

［理由］ １(1)と同様である。

２(2)について

［結論］ 賛成する。

［理由］ １(2)と同様である。

２(3)について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 前受託者ではなく，新たに信託財産の保管・事務の引き継ぎに必要な行

， ，為を行った人の費用償還請求権は認めるべきであり この費用償還請求は

民法の不当利得法理等の一般法理でも可能とも思われるが，信託法におい

て，費用償還請求できることを明示することは適切である。

３(1)について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 信託財産が破産財団に属しないことを破産管財人に対し明示して，信託

財産を保護する必要があり，適切である。

３(2)について
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［結論］ 本文は賛成し 「ただし」以下は反対で削除すべきである。，

［理由］ １(1)と同様である。

３(3)について

［結論］ 賛成する。

［理由］ １(2)と同様である。

３(4)について

［結論］ 賛成する。

［理由］ ２(3)と同様である。

第４０ 受託者の選任について

１ 合意による受託者の選任

受託者が任務を終了した場合においては，委託者及び受益者の合意により，

受託者を選任することができるものとする。

２ 裁判所による受託者の選任（★）

現行法第49条第１項の規定の趣旨を維持し，受託者が任務を終了した場合に

おいては，利害関係人は，新受託者の選任を裁判所に請求することができるも

のとする。

＜現行法の関連条文＞ 第49条

１について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 受託者が任務を終了した場合の新受託者の選任については，現行法上第

４９条（裁判所による受託者の選任）しかなかったところ，合意による選

任の場合も明文で加え，私的自治の観点から適切である。

２について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 合意によらない場合，遺言による場合には，現行法４９条の規律が必要

であり，維持することは適切である。

第４１ 受託者の交代に伴う法律関係について

１ 受託者の全部の任務が終了した場合の信託財産の帰属

受託者の全部の任務が終了し，新受託者が就任していないときは，信託財産

の帰属は，次のとおりとするものとする。

ａ 受託者の死亡以外の事由による場合 前受託者に帰属するものとする。

ｂ 受託者の死亡による場合 信託財産は法人とするものとする。ただし，新
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受託者が就任したときは，存立しなかったものとみなすものとする。

２ 新受託者に対する権利義務の承継

(1) ア 受託者の全部の任務が終了し，新受託者が就任したときは，新受託者

は，前受託者の任務が終了した時に前受託者から信託に関する権利及び

義務を承継したものとみなすものとする。

イ アにかかわらず，辞任（裁判所の許可による辞任を除く ）により受託。

者の全部の任務が終了したときは，新受託者は，新受託者又は信託財産

管理人が就任した時に前受託者から信託に関する権利及び義務を承継し

たものとみなすものとする。

(2) (1)により信託に関する権利及び義務を承継したものとみなされた場合にお

いても，新受託者が就任するまでに，前受託者，信託財産法人の管理人又は

信託財産管理人がその権限内でした行為の効力は妨げられないものとする。

３ 債務の承継に伴う前受託者又は新受託者の責任の範囲

(1) 前受託者は，次に掲げた時点で存する信託財産に属する債務について，そ

の固有財産をもって弁済の責任を負うものとする。

ａ (1)アの場合には，前受託者の任務が終了した時２

ｂ (1)イの場合には，新受託者又は信託財産管理人が就任した時２

(2) 新受託者は，(1)の債務について，信託財産のみをもって弁済の責任を負う

ものとする。

４ 新受託者への事務引継ぎ等（★）

(1) 新受託者又は信託財産管理人が就任した場合には，前受託者は，遅滞なく

信託事務に関する計算を行い，新受託者又は信託財産管理人がその事務の処

理を行うのに必要な事務の引継ぎをしなければならないものとする。

(2) 次に掲げる場合には，前受託者のその受益者に対する引継ぎに関する責任

は免除されたものとみなすものとする。ただし，前受託者に不正の行為があ

ったときは，この限りでないものとする。

ａ 受益者が(1)の計算を承認した場合

ｂ (1)の計算の承認を求められた時から１月以内に受益者が異議を述べなか

った場合

（注１）裁判所は，利害関係人の請求により，信託財産法人の管理人を選任する

ことができるものとし，信託財産法人の管理人の権限，義務，報酬，任務

終了事由等については，信託財産管理人の規律（ 参照）を準用する第４２

ものとする。

（注２） (1)の「信託財産に属する債務」については，信託財産のみを責任財産３

とする債務を除くものとする。

（注３）受託者の交代に関する現行法の規定のうち，現行法第51条（新受託者の

前受託者に対する損失てん補請求権等の行使）及び第53条(信託財産に対す

， 。る執行手続の続行)については 現行法の規定の趣旨を維持するものとする
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（注４）共同受託者の一部の任務が終了した場合における受託者の交代に伴う法

律関係について，規定を設けるものとする。

（注５）前受託者は，新受託者（新受託者が就任していない場合において，信託

（ 「 」 。）財産法人の管理人又は信託財産管理人 以下 信託財産管理人等 という

第が選任されているときは，当該信託財産管理人等）から費用等の補償（

） （ ） 。３２ 第３３参照 又は信託報酬 参照 を受けることができるものとする

この場合において，受益者から費用等の補償又は信託報酬を受ける権利に

ついては， の 及び の (2)に準じるものとする。第３２ ２ 第３３ ２

（ ） 。注６ 相続人等の新受託者への事務引継ぎ等に関する規定を設けるものとする

＜現行法の関連条文＞ 第50条から第55条まで

１について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 前受託者の任務終了時から新受託者選任までの間の信託財産の帰属先を

定めるものであるところ，ａは，その間は前受託者に帰属するとの現行法

の規律（法５０条１項）を維持したものであり，ｂ本文は，死亡による交

代の場合には，死者への権利帰属という構成は権利能力制度と相容れず，

また，信託財産は受託者の相続財産に含まれない（法１５条）ことから，

信託財産法人に帰属すると構成するものであり，ｂただし書は，後に新受

託者が就任した場合は後記２(1)アにより，前受託者の死亡時に遡って信

託財産が新受託者に承継されたこととなり，信託財産を法人と擬制する理

由を失うからであって，いずれも妥当と思われる。

２について

［結論］ 賛成する。

［理由］

(1)アは，現行法５０条１項の趣旨を維持するものであるところ，同条は

「 」 ，信託財産ヲ・・・譲渡サレタルモノモノト看做ス と規定しているものの

承継するものは信託財産を含む信託に関する権利及び義務であることを明確

化したもの。

(1)イは，委託者及び受益者の承諾による辞任や信託行為の定めによる辞

任の場合には，前受託者が新受託者または信託財産管理人が事務の処理をす

ることができるようになるまで受託者の権利義務を有することとなるので

（信託法改正要綱試案（案）第３９，１(3) ，承継時を信託財産管理人又）

は新受託者が就任したときとするもの。

(2)は，前受託者の任務終了後，新受託者が就任するまでの間において，

信託財産法人の管理人又は信託財産管理人が選任されていた場合は，１ｂた
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だし書により信託財産法人が存立していなかったものとみなされたり ２(1)，

アで前受託者任務終了時に遡って信託に関する権利及び義務が承継されると

みなされることにより，信託財産法人の管理人又は信託財産管理人が行った

行為が無効と解される懸念かあることから，注意的にそれらの行為の効力を

失わないことを規定したものであって，いずれも妥当である。

３について

［結論］ 賛成する。

［理由］

(1)は，前受託者が任務終了後も信託財産の属する債務について固有財産

を持って弁済の責任を負うとするものであり，その債務の範囲を定める時期

を前受託者から信託財産管理人又は新受託者に信託に関する権利及び義務が

承継されたときとするもの。

(2)は新受託者も前受託者と併存的に債務弁済責任を負うが，それは信託

財産の限度においてであるとする現行法５２条３項の趣旨を維持するもので

あって，いずれも妥当である。

［問題点］ 次のような意見があることを付記する。

新受託者は，従前の信託債権について，信託財産のみをもって弁済の責

任を負うとした場合においても，前受託者が破産するなど現に弁済ができ

， （ ）ないときは 従前の信託債権自体は 信託財産が債務超過状態であっても

消滅せず，新受託者が承継することになる。その後，新受託者は新たに発

生する信託債権については，無限責任を負うことになるが，その後の関係

がよくわからない。新受託者は，有限責任である従前の信託債権と無限責

任である新たな信託債権について，その選択に従い，弁済の順序をつける

ことが可能なのか。ただ，従前の信託債権に係る債権者は，信託財産に対

， ， ，する強制執行が可能であるから 結局 信託状態を維持しようと考えれば

信託財産をもって優先的にでも従前の信託債権を弁済せざるを得なくな

り，新たな信託債権は専ら新受託者の固有財産を責任財産とするものにな

ってしまうことも予想される。

翻って考えると，新受託者は，従前の信託債権について，信託財産のみ

をもって弁済の責任を負うとした場合においても，従前の信託受託者につ

いて破産手続が開始され，かつ，信託財産自体も債務超過状態であるよう

な場合，誰も，新受託者になるものはいないのではないか。この場合，信

託財産は清算せざるを得ず，かつ，その場合，破産制度等の利用ができな

ければ，適正かつ公正な清算手続は不能ではないか。

４について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 引き継ぎにおける計算義務・引き継ぎ義務と，引き継ぎに関する責任の

免責規定であり，妥当と考える。



- 64 -

（注１）について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 管理内容において差異はないので妥当と考える。

（注２）について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 受益債務や信託財産に責任が限定された信託事務の処理によって生じる

債務などは信託財産のみによって購われ，前受託者がその固有財産でもっ

て責任を負うべきものではない。

（注３）について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 妥当と考える。

（注４）について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 検討課題において，現行法５０条２項の規律に変更を加え，信託行為で

別段の定めをすれば，他の受託者は前受託者の任務を引き継がないとする

ことが提案されているが，この方向での規定であれば妥当と考える。

（注５）について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 補償等を当然に信託財産から償還を受けるものとすることは，信託財産

を毀損するおそれがあることから，新受託者等に請求するとするものであ

って，妥当である。

（注６）について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 基本的に前受託者の場合と同種の規定が想定されるが，相続人等には受

託者と同程度の引き継ぎ義務を果たすことが困難な場合も想定されるの

で，その点に配慮した規定とすべきである。

第４２ 信託財産管理人について

１ 信託財産管理人の選任（★）

受託者の任務の終了により受託者の全部又は一部が欠けた場合において，信

託財産を保護するために必要があると認めるときは，裁判所は，利害関係人の

請求により，信託財産管理人を選任することができるものとする。

２ 信託財産管理人の権限

， 。 ，信託財産管理人は 次に掲げる行為をする権限を有するものとする ただし

裁判所は，必要があると認めるときは，信託財産管理人に対して上記の権限を

超える権限を付与することができるものとする。

ａ 信託財産の保存行為
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ｂ 信託財産の性質を変えない範囲内において，その利用又は改良を目的とす

る行為

３ 信託財産管理人の義務

信託財産管理人の義務については，民法の受任者の義務と同様とするものと

する（民法第644条，第646条及び第647条 。）

（注１）裁判所に対して受託者の辞任又は解任の請求がされたにすぎない段階に

おいても，信託財産を保護するために必要があると認めるときに，裁判所

，が信託財産管理人を選任することを認めるものとするかどうかについては

なお検討するものとする。

（ ） ， ，注２ 信託財産管理人が選任された場合においては 任務が終了した受託者は

その権限を行使することができないものとする。

（注３）信託財産管理人が選任された場合の信託財産関係の訴えについては，信

託財産管理人を原告又は被告とするものとする。

（注４）信託財産管理人の費用及び報酬については，信託財産の中から支出する

ものとする。

（注５）信託財産管理人の任務終了事由（辞任・解任等）について，所要の規定

を整備するものとする。

（注６）民事保全法第23条第２項に規定する仮処分命令により選任された受託者

の職務を代行する者については，仮処分命令に別段の定めがある場合を除

き，信託財産管理人と同様の権限を有するものとする。

＜現行法の関連条文＞ 第48条

１について

［ ］ 。 ， ， ，結論 基本的に賛成する 但し 裁判所による許可辞任ないし解任決定 破産

後見ないし保佐の場合など裁判所の関与のある場合には，裁判所の職権に

よる信託財産管理人選任の余地も認めるべきである。

［理由］ 現行法では，信託財産管理人が選任されるのは裁判所による許可辞任と

解任決定の場合に限られるが，それ以外にも裁判所の関与しない辞任ない

し解任，死亡，解散，破産，後見ないし保佐などによって受託者が欠けた

場合や，共同受託者の一部が欠けた場合で他の受託者が欠けた受託者の業

務を行うことが酷になる場合にも信託財産管理人選任の必要性がある。

裁判所の関与しない辞任の場合には受託者は新受託者が選任されるまで

引き続き受託者としての権利義務を負うが，かかる場合でも受託者に受託

者の業務を継続させることが適当でない場合があるから，信託財産管理人

を選任できるとしてよい。

信託財産管理人選任請求の濫用の危険については，裁判所による必要性

の判断において防止することができる。
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また，信託財産管理人は利害関係人の請求により裁判所によって選任さ

， ，れるとする点自体は妥当であるが 裁判所による許可辞任ないし解任決定

破産，後見ないし保佐等裁判の関与がある場合で，裁判所において信託財

産管理人選任の必要性を認めるにもかかわらず，利害関係人が信託財産管

理人選任請求をしない場合には，利害関係人の利益のために暫定的な地位

である信託財産管理人を裁判所が職権で選任できる余地を残すべきであ

る。

後記（注１）のとおり受託者の辞任又は解任の申立てがされたにすぎな

い段階においても必要性のある限り信託財産管理人を選任できると考える

と，受託者の辞任又は解任の申立てのみがなされているが，当該受託者に

適切な信託財産の管理が期待できない場合にも，職権による信託財産管理

人選任の必要性がある。

２について

［結論］ 賛成する。なお，上記 , 以外に信託財産管理人に付与される権限にa b
は，信託財産管理人が裁判所の個別の許可なしになしうる権限と，裁判所

の許可を得た上でなしうる権限が考えられるのではないか。

［理由］ 信託財産管理人の地位は，新受託者が選任されるまでの一時的・暫定的

な地位であるから，受託者の地位とは自ずから異なる。受託者と同一の権

限を有する（ないしそこから権限を限定していく）との考えでは，信託財

産管理人にとって酷になるから，原則として民法103条規定の範囲での権

限のみを有し，かかる範囲で業務を行っていれば，信託財産管理人は免責

されるとした上で，必要性に応じて裁判所が信託財産管理人に権限を付与

することができるとする要綱試案に賛成する。

なお，上記 , 以外に信託財産管理人に付与される権限には，常務にa b
属する事項など個別の裁判所の許可を得るにはなじまない事項も考えられ

， ，る一方 信託財産管理人は裁判所の監督の下で信託財産の管理を行うこと

一時的・暫定的地位であることに鑑みれば，信託財産について重要な変更

を行う場合等には裁判所の許可を得た上でなしうるとすべき場合がありう

るのではなかろうか。法律上要許可事項を列挙するのは硬直に過ぎるが，

裁判所が信託財産管理人に権限を付与するにあたって，裁判所が一定の事

項を要許可事項と定めることができるとしてはどうか。

３について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 信託財産管理人の地位は，新受託者が選任されるまでの一時的・暫定的

な地位であり，受託者の地位とは自ずから異なるものであるから，２と同

様の理由で，現行法の非訟事件手続法71条の６の規律と同様に，民法の受

任者の義務に関する規定を準用するとすることに賛成する。

（注１）について
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［結論］ 受託者の辞任又は解任の申立てがされたにすぎない段階においても，裁

判所は，必要性のある限り信託財産管理人を選任できるとすべきである。

［理由］ かかる場合には，既に受託者に適正な信託財産の管理を期待できない場

合があり，また，辞任または解任の決定がなされるまでに時間を要するこ

とを考えると，信託財産管理人の選任を選任すべき場合がありうる。ただ

， ， ，し この場合は 受任者と信託財産管理人の権限の競合の問題が生じるが

受託者は辞任または解任の決定がなされるまで受任者の地位にはあるもの

の，後記(注２)とおり，受託者は権限を行使できないとすることで対応で

きる。また，民事保全法23条第2項による職務代行者選任の仮処分も同時

に適用されうる場面とはなるが，後記（注６）のとおりに，制度間の調整

を図る。

（注２）について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 受託者は辞任後も新受託者が選任されるまではその権利義務を負担する

ものの，任務終了後は充分な信託事務が期待できないから，信託財産管理

人が選任された以上，権限の行使を認める必要性はない。

また，上記(注１)のとおり，受託者の辞任又は解任の申立てがされたに

すぎない段階に信託財産管理人選任を認めるとすると，受託者と信託財産

管理人との権限の競合が問題となるが，信託財産管理人が選任されると受

託者は権限を行使できなくなるとすることで，かかる問題は回避できる。

（注３）について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 信託財産管理人は，一時的・暫定的ではあるが裁判所の監督の下で信託

財産を管理していく地位にあること，(注２)のとおり信託財産管理人が選

任されると受託者は権限を行使できなくなるとすること，新受託者が選任

されるまで時間がかかる場合があることから，信託財産管理人を訴訟の原

告又は被告とすることに賛成する。

（注４）について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 受託者と同様，信託財産管理人の費用及び報酬は信託財産の中から支出

すべきである。

（注５）について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 信託財産管理人の任務終了事由としては，検討課題（ ）及び（ ）記4 12
載の①裁判所の許可を得た辞任，②裁判所による解任，③新受託者の選任

のほか，要綱試案第５７の１ のとおり，④「受託者の全部が欠けてからe
新受託者が就任しないまま１年を経過して，信託が終了したとき」が考え

られる（なお，この１年の期間の妥当性については議論の余地がある 。。）
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また，上記 注１ のとおり，受託者の辞任又は解任の申立てがされたに( )
すぎない段階に信託財産管理人選任しうるとした場合には，⑤信託財産管

理人選任の必要性がなくなり，受託者に信託事務を継続させることが妥当

となった場合には，信託財産管理人の任務を終了させる余地を認めるべき

である。

また，受託者の一部が欠けた場合に選任された信託財産管理人について

， ，も 欠けた受託者の権限が法律上当然に他の受託者に承継されるとすると

新受託者が選任されない場合もありえるから，新受託者が選任されなくて

も信託財産管理人による信託事務の継続の必要性がなくなった時点で，そ

の任務を終了させる余地をみとめる必要がある。

更に職務分掌のある場合などに，他の受託者に欠けた受託者の当該職務

の承継を拒絶することを許容するなら，受託者の一部が欠けてから新受託

者が就任しないまま一定期間を経過して，信託が終了したときにも信託財

34 57 e産管理人の任務が終了するとすべきである（第 の注２，第 の１

及び同注２参照 。）

（注６） について

［結論］ 賛成する。ただし，信託財産管理人と職務代行者の適用場面や競合する

場合の権限の関係，信託財産管理人選任手続きを明確にする必要がある。

［理由］ 民事保全法23条2項によって受託者の職務代行者が選任される余地があ

るが，その地位については明文規定がないところ，受託者の職務代行者の

地位も暫定的なものであることは信託財産管理人と同様であるから，その

権限の範囲を，仮処分命令に別段の定めがない限り，信託財産管理人と同

様とすることには賛成する。

ただし，上記（注１）のとおり受託者の辞任又は解任の申立てがされた

にすぎない段階に信託財産管理人選任しうるとした場合に，民事保全法23

条2項の職務代行者と信託財産管理人の競合が問題となり，両制度間の関

係を明確にする必要がある。職務代行者選任後に信託財産管理人が選任さ

れた場合には （注２）にならって職務代行者の権限も失われるとすべき，

である。

また，職務代行者選任と信託財産管理人の選任とのいずれが用いられる

かについては，要審尋事件である民事保全法23条2項による受託者の職務

代行者の選任の仮処分と比較して，信託財産管理人選任の手続がどの程度

軽い手続きになるかどうかにかかっているが，信託財産管理人の必要性や

倒産法上の保全管理人選任手続きに鑑みれば，迅速な選任決定がなされる

必要があり，かかる迅速な選任手続きの整備が必要である。

第４３ 受益者の利益の享受について
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１ 受益権の取得時期

信託行為の定めにより受益者として指定された者は，受益の意思表示をする

ことなく受益権を取得するものとする。ただし，信託行為に別段の定めがある

ときは，その定めに従うものとする。

２ 受益者として指定された者に対する通知

， ，１により受益者として指定された者が受益権を取得した場合には 受託者は

遅滞なく，当該者に対し，受益権取得の事実を通知しなければならないものと

する。ただし，信託行為に別段の定めがあるときは，その定めに従うもの とす

る。

＜現行法の関連条文＞ 第７条

１について

［結論］ 賛成する。

［ ］ ，「 」 「 」 （ ）理由 受益者には 不特定 の者や 未ダ存在セサル 者 現行法８条１項

あるいは重度の障害者など自ら意思表示をすることが困難な者が指定され

ることがあり，受益の意思表示を求めることは困難で，これらの者にその

信託から生じる利益を享受できるとすることは，当該受益者の保護に資す

るし，委託者の意思にもかなう。

２について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 受益権取得の事実を通知を行うことにより，初めて受益者の監督的権能

の発動が可能になる。また，委託者には，一定の時期まで受益者として指

定された者には信託の事実を知らせたくない意向もある場合もあるから，

ただし書きは適切である。

第４４ 信託管理人等について

１ 信託管理人

(1) 受益者として権利を行使することのできる者がいない信託にあっては，次

に掲げる方法により信託管理人を選任することができるものとする。

ａ 信託行為の定めにより選任する方法

ｂ 利害関係人の請求に基づいて裁判所が選任する方法（★）

(2) 信託管理人は，自己の名をもって，信託に関する受益者の権利を行使する

ことができるものとする。

２ 受託者監督人（仮称）

(1) 次に掲げる方法により，受託者監督人（仮称）を選任することができるも

のとする。



- 70 -

ａ 信託行為の定めにより選任する方法

ｂ 利害関係人の請求に基づいて裁判所が選任する方法（受益者が受託者を

十分に監督することができないおそれがあると認めるべき特別の事情があ

る場合に限る （★）。）

(2) 受託者監督人（仮称）は，信託に関する受益者の権利のうち，損失てん補

請求権その他受託者を監督するために認められた権利（ の別表「受益第４５

者の権利」参照）を行使することができるものとする。

３ 受益者代理（仮称）

， ， ）(1) 信託行為の定めにより 受益者の全部又は一部のために 受益者代理(仮称

を選任することができるものとする。

(2) 受益者代理（仮称）は，信託に関する受益者の権利を行使することができ

るものとする。

(3) 受益者代理（仮称）が選任された場合においては，受益者は，前記別表記

載の権利を除き，信託法において受益者に認められた権利を行使することが

できないものとする。

（ ） ， ，注１ 信託行為の定めにより信託管理人が選任されている場合には 裁判所は

信託管理人を選任することはできないものとする。受託者監督人（仮称）

についても同様とするものとする。

（注２）受託者監督人（仮称）が選任された場合であっても，受益者は，損失て

第４ん補請求権その他受託者を監督するために受益者に認められた権利（

の別表「受益者の権利」参照）を行使することができるものとする。５

（注３）信託行為の定めにより，信託管理人，受託者監督人（仮称）又は受益者

代理（仮称 （以下「信託管理人等」と総称する ）の権限を変更すること） 。

ができるものとする（ただし，裁判所によって選任された信託管理人又は

受託者監督人（仮称）については，この限りでないものとする 。。）

（注４）信託管理人等の義務及び責任は，民法の受任者の義務及び責任と同様と

するものとする。

（注５）未成年者，成年被後見人，被保佐人及び受託者（受託者が法人であると

きはその役員又は使用人を含む ）は信託管理人等になることができないも。

のとする。

（注６）信託管理人等の報酬及び任務終了事由について，所要の規定を整備する

ものとする。

＜現行法の関連条文＞ 第８条

１について

[結論] 賛成する。

[理由] 現行法第８条では，信託管理人の選任，権限等について，受益者未存在の
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場合と受益者不特定の場合とを同列に取り扱っていた。しかし，受益者不

特定の場合については，受益者が存在するが変動する場合も含まれると解

されるが，かような場合には受益者が現に存在するのであるから，受益者

未存在の場合と同列に取り扱うべきではない。受益者未存在の場合に限っ

て信託管理人の選任を認めることとしたことは適切である。

２について

， 。 。[結論] (1) について反対し (1) について賛成する (2)については賛成するa b
[理由] 本項は，受益者が存在する場合であっても受益者による受託者の監督が期

待できない特段の事情がある場合に，受益者保護の観点から受託者監督人

の選任を認めようとするものであり，基本的に適切である。ただし，３の

受益者代理の制度を設け，かつ受益者代理の権限を信託行為の定めにより

（ ） ，上記別表記載の権利の行使に制限することができる 注３参照 とすれば

信託行為の定めによる受託者監督人の制度は，受益者代理に包含されうる

ことになるから不要である。

また (2)については 信託管理人の場合と異なり 権利の行使につき 自， ， ， 「

己の名をもって」するものとされていないことからすると，受託者監督人

は受益者の法定代理人であるとの位置づけであると思われるが，反対はし

。 ， ，ない ただし 受益者本人が重複して権利を行使できるか否かについては

（注２）に関する意見を参照されたい。

３について

[結論] 基本的に賛成する。ただし，(3)については，受益者本人が上記別表記載

の権利を行使した場合は，受益者代理は，当該受益者のために当該権利を

重ねて行使することができず，既に先行して行使中のときは失効する旨の

定めを付加すべきである。

[理由] 主として受益者多数の場合の信託の執行の円滑を目的として，現行法上の

信託管理人の制度を拡張する趣旨と思われるが，上記のとおり受益者に代

わって受託者の監督をさせる目的でも利用することもできるものであり，

基本的に賛成する。ただし，受益者代理は，２の受託者監督人と同様，受

益者の法定代理人であるとの位置づけをしていると思われるが，受益者と

受益者代理とが重複して権利を行使する事態は避けるべきである。受託者

としてはいずれを相手方として対応すべきか混乱するし，訴訟上で権利が

行使される場合は，いずれについて当事者適格を認めるのか，いずれにつ

いても認めるとすれば合一確定のためにどのような措置を講ずるのか等，

種々の問題を生じ，法律関係が複雑になる。したがって，受益者保護の観

，点から上記別表記載の権利につき受益者本人による行使を認めるとしても

受益者代理による権利行使と重複しないような措置を講ずるべきである。

（注１）について

[結論] 賛成である。ただし，上記のとおり，私見では信託行為の定めによる受託
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者監督人の選任を認めない。

[理由] 私的自治を尊重し，また複数の信託管理人等の競合による法律関係の複雑

化を避けようとする趣旨であり，相当である。なお，信託行為の定めによ

，り受託者の監督を目的とする受益者代理が選任されている場合については

裁判所による受託者監督人の選任の可能性を排除する必要はない。既に信

託行為の定めにより受益者代理が選任されていることを，受益者が受託者

を十分に監督することができないおそれがあると認めるべき特別の事情の

有無の判断において考慮すれば足りる。

（注２）について

[結論] 反対である。

[理由] 私見では，裁判所の選任による受託者監督人しか認めないので，受益者が

受託者を十分監督することができないおそれがあると認めるべき特別の事

情がある場合に限って受託者監督人が選任されること，及び選任された受

託者監督人が不適切であることが判明したときには（注６）についての意

見で記したとおり裁判所による解任を認めるべきことからすれば，受益者

， 。本人による権利の重複行使を認めることは 必要ではなく又適切でもない

（注３）について

[結論] 基本的に賛成であるが，私見では信託行為の定めによる受託者監督人の選

任を認めないから，信託行為の定めによるその権限の変更はそもそも認め

られない。

[理由] 信託行為の定めにより選任された信託管理人等について，必要に応じてそ

の権限に変更を加えることを認めるもので，適切である。

（注４）について

[結論] 賛成する。

[理由] 現行法第8条の信託管理人については，非訟事件手続法において民法の委

任に関する規定を準用すべきものとされており，信託行為の定めにより選

任された信託管理人についても別異に取り扱う必要はない。また，受託者

監督人及び受益者代理についても，受益者の法定代理人であると位置づけ

るのであれば，同様に民法の受任者の義務及び責任を負うものとするのが

適切である。

（注５）について

[結論] 賛成する。

[理由] 適切であり，異論はない。

（注６）について

[結論] 賛成であり，以下の内容の規律を設けるべきである。

(1) 信託管理人等は，その職務を行うために必要と認めるべき費用について

は，信託財産中から前払い又は支出額の償還を受けることができる。ただ
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し，信託行為に別段の定めがある場合はこれに従う。

(2) 信託行為の定めにより選任された信託管理人等は，信託行為の定めに基

， ， ，づき 報酬を受けることができ 裁判所により選任された信託管理人等は

裁判所の決定により，信託財産の中から報酬を受けることができる。

(3) 上記費用償還請求権及び報酬請求権は，受益債権に優先し，かつ受託者

の債権と同順位とする。

(4) 信託行為の定めにより選任された信託管理人等については，委託者又は

， ， ，受益者においてこれを自由に解任することができ また 信託管理人等は

委託者及び受益者の同意を得て辞任することができる。ただし，信託行為

に別段の定めがある場合はこれに従う。

(5) 裁判所の選任による信託管理人等については，裁判所による解任が認め

られ，また信託管理人等は，裁判所の許可を得て辞任することができる。

[理由] 信託監督人等の報酬，任務終了事由等については，不適切な信託管理

人等の排除のみならず，適切な人材が信託管理人等に円滑に就任できるよ

うにするための配慮も必要である。

第４５ 信託行為の定めによる受益者の権利の制限について

別表記載の権利（番号19，20，30から32までの権利を除く ）を信託行為で制限。

することはできないものとする。

（注１）帳簿等の閲覧等請求権の制限の可否については を，受益者名簿の第２３

閲覧等請求権の制限の可否については を参照。第２４

（注２）受益者が多数に上る場合について，一定割合を超える受益権を有する受

益者に限って権利行使を認めるなどの特例を設けるものとするかどうかに

ついては，なお検討するものとする。

＜現行法の関連条文＞ 別表「受益者の権利」の「現行法の関連規定」欄参照

（別表 「受益者の権利」）

類型 権利の内容 現行法の関連規定番

号

１ 利益を享受する権利等 信託の利益の受領権（配当を受ける権利） 第19条

２ 受益権取得請求権 なし

３ 裁判所に対する請求権 信託の変更請求権 第23条

４ 信託の併合（仮称）請求権 なし

５ 信託の分割 請求権 なし（仮称）

６ 受託者の解任請求権 第47条



- 74 -

７ 受託者の選任請求権 第49条第1項･第２

項

８ 信託財産管理人等の選任請求権 第48条

９ 信託財産管理人等の解任請求権 なし

10 信託財産管理人等の任務終了に係る請求権 なし

11 受託者監督人（仮称）の選任請求権 第８条

12 受託者監督人（仮称）の解任請求権 第８条

13 受益者代理（仮称）の解任請求権 第８条

14 検査役選任請求権 第41条第２項

15 信託の終了請求権 なし

16 信託に関する情報入手 帳簿等の閲覧等請求権 第40条

17 権 信託財産の状況に関する書類の閲覧等請求権 第40条

18 受託者に対する説明請求権 第40条

19 信託財産の状況に関する情報受領権（※） なし

20 受益者となった事実の通知受領権（※） なし

21 受益者名簿の閲覧等請求権 なし

22 信託違反行為の是正権 損失てん補請求権 第27条・第29条

23 原状回復請求権 第27条・第29条

24 いわゆる利益吐き出し責任の追及権 なし

25 受託者の違法行為の差止請求権 なし

26 権限違反行為の取消権 第31条

27 信託財産に関する権利 なし破産管財人による信託財産の処分行為等の差止請求

権

28 第16条第２項受託者の固有債権者からの強制執行等に対する異議

申立権

29 その他の権利 受託者交代時の受益者の計算の承認権 第55条第２項

30 受託者の任務の終了時の通知受領権（※） なし

31 利益相反行為等に関する通知受領権（※） なし

32 信託の変更に関する通知受領権（※） なし

33 信託の終了時の受益者の計算承認権等 第65条

34 受託者に対する引受けの催告権 なし

[結論] 別表番号30ないし32の権利について信託行為による制限を認めることに反

対する。その他については，賛成する。

[理由] 別表19（信託財産の状況に関する情報受領権）については，受益者に帳簿

等閲覧請求権（別表16 ，書類閲覧請求権（同17）及び受託者に対する説明）

請求権（同18）が認められているから，信託行為の定めによる制限，すな

。わち受託者の義務の軽減を認めないとするまでの必要はないと考えられる
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同20（受益者となった事実の受領権）については，委託者の中には，受益

者として指定した者に対して，受益権取得の事実を通知したくないと考え

る者もありうるし，受益者の権利の時効の起算点について，受益者となっ

たことを知ったことを要件とすれば，特に支障はないと考えられる。

しかし，同30（受託者の任務の終了時の通知受領権 ，同31（利益相反行）

為等に関する通知受領権）及び同32（信託の変更に関する通知受領権）に

ついては，受益者にとって重大な影響を及ぼす事項に関わる情報受領権で

， 。 ，あるから 信託行為の定めによる制限を認めることは相当ではない また

これらの権利が問題になる場面は比較的稀であると考えられ，信託行為の

定めによる制限を認めずとも，受託者に過大な負担をかけることにはなら

ない。

なお （注２）については，検討の必要性は認めるものの，特例は必要最，

小限にとどめるべきである。

第４６ 受益権取得請求権について（★）

次に掲げる事項（以下「特別決定事項」という ）に係る信託の変更又は信託の。

併合（仮称）若しくは信託の分割（仮称）がされた場合においては，当該変更に

より損害を受けるおそれのある受益者は，受託者に対し，自己の有する受益権を

公正な価格で取得するよう請求することができるものとする。

ａ 信託の目的の変更

ｂ 受益者から費用等の補償を受ける権利又は受益者から信託報酬を受ける権

利の創設（ の 又は の (2)で甲案を採用した場合に限る｡)第３２ ２ 第３３ ２

ｃ 受益権の譲渡性の制限

ｄ 受託者の責任の全部又は一部の免除

ｅ 受益者間の衡平を害する受益債権の内容の変更

（注１）信託の変更等の決定の方法については，信託行為の定めによる限界を設

けることとはしていないが（ の 参照 ，上記の受益権取得請求権と第５４ ３ ）

の関係でこのような方向で良いかどうかについては，なお検討するものと

する。

注２ 特別決定事項に係る信託の変更 信託の併合 仮称 及び信託の分割 仮（ ） ， （ ） （

称）以外にも受益者に対して受益権取得請求権を付与すべきものがあるか

どうかについては，なお検討するものとする。

（注３）受益権取得請求権を行使できるのは，特別決定事項に係る信託の変更，

信託の併合（仮称）又は信託の分割（仮称）によって損害を受けるおそれ

のある受益者に限定しているが，このような限定の当否については，なお

検討するものとする。

注４ 特別決定事項に係る信託の変更 信託の併合 仮称 又は信託の分割 仮（ ） ， （ ） （
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称）に関して受益者が関与できる場合にあっては，変更等に賛成した受益

者は受益権取得請求をすることができないものとする。

注５ 特別決定事項に係る信託の変更 信託の併合 仮称 又は信託の分割 仮（ ） ， （ ） （

称）に当たっては，その当事者は，これらの行為の中止に関する条件を合

意又は決定しなければならないものとする。

（注６）裁判所による受益権の取得価格の決定その他受益権取得請求に係る手続

に関して所要の規定を整備するものとする。

（注７）受託者は，受益者に対し，特別決定事項に係る信託の変更，信託の併合

（仮称）又は信託の分割（仮称）がされたことを通知しなければならない

ものとし，この通知については公告によることも認めるものとする。

＜現行法の関連条文＞ なし

本文について

［結論］ 賛成する。

［理由］ ★と，信託行為において受益者に不利な定めを設けることを許容しない

とされており，少数受益者を保護する観点から適切である。

仮に第３２の２又は第３３の２で甲案が採用されたとしても，ｂに，受

益者から信託報酬をうける権利の創設の場合も，追加されているが，受益

者から費用等をうける権利の創設と同様，受益者に負担の生ずる場合であ

り，適切である。

ｅは 「受益債権の内容の変更」であっても，さらに「受益者間の衡平，

を害する」ことを要件に加えており，反対する少数派への配慮に欠けてい

るのではないかとも思われるが 「受益債権の内容の変更」という広い概，

念の中で，保護すべき対象者とすれば 「受益者間の衡平を害する受益債，

権の内容の変更により損害を受けるおそれがある受益者」と限定すること

は適切と考えられる。

注１について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 本件の受益権取得請求権の発生は，信託の変更等の決定の方法と連動す

るものであり，慎重に検討することが望ましい。

注２について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 信託行為で特別決定事項以外の事項でも受益権取得請求権を付与するこ

とを定め置くことは別論にして，法律の規律において，多数決原理に漏れ

た少数受益者保護の観点から，なお検討することは適切であり，特に，第

４７（受益者が複数の場合の意思決定方法について）において，多数決に

反対する受益者の保護について検討すべきである。
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注３について

［結論］ 賛成する。

［理由］ その限定自体が不合理なものとは思われないが，多数決原理に漏れた少

数受益者保護の観点から，限定の当否をなお検討することは適切である。

注４について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 信託の変更に関して受益者が関与できる場合（例えば，当該信託の変更

については受益者の過半数の同意を要するとされた場合）には，信託の変

更に賛成した受益者は，受益権取得請求をすることができない旨を明らか

にしたものであり，その反面，それ以外の受益者は受益権取得請求をする

ことができると解される。これまでの検討課題において受益権取得請求を

「 」 ， ，することのできる 反対受益者 の範囲について 議論がなされてきたが

範囲が明確となり，また，少数受益者の保護にもとることはないので，適

切である。

注５について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 信託の変更を行おうとしたところ，受益権取得請求に応じていては引当

てとなる信託財産が毀損するような場合もあり，このよう場合を念頭にお

いて，特別決定事項に係る信託変更等をするに当たっては，変更等に先立

， ，って 信託の変更の中止に関する条件を合意又は決定しなければならない

とするのは適切である。

注６について

［結論］ 賛成する。

［理由］ これまで議論されてきたところであり，法的安定性の観点から，検討課

（ ） ， 。題 １３ 37～の議論等を参考にして 所要の規定を整備すべきであるP
注７について

［結論］ 賛成する。

［理由］ これまでの検討課題（６） 15～及び（１３） 37～にて，議論されてP P
いたところであり，受益者に対し受益権取得請求の行使の機会を与える必

要性，また，法的安定性の観点から受益権取得請求権の行使期間を限定す

る場合の期間計算の基準にかかわるところから，適切であり，具体的方法

として，多数の受益者の存在を考慮し，公告によることを認めるのも適切

である。

第４７ 受益者が複数の場合の意思決定方法について

１ 複数の受益者による意思決定の方法

１つの信託で複数の受益者がある場合において，別表「受益者の合意を要す
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る信託法上の事項」記載の事項（以下「別表記載事項」という ）に関して，受。

益者による意思決定を要するときは，信託行為の定めにより受益者集会その他

の方法で行うことができるものとする。

２ 信託行為の定めによる多数決制度の導入

別表記載事項に関しては，原則として，受益者全員の合意を要するものとす

るが，信託行為の定めにより受益者の多数決をもって意思決定をすることを認

めるものとする。

３ 受益者集会に関する規律

(1) 受益者集会の招集

， （ ） 。ア 受益者集会は 受託者又は受託者監督人 仮称 が招集するものとする

イ 受益者は，受益者集会の招集権者に対し，受益者集会の目的である事項

及び招集の理由を示して，受益者集会の招集を請求することができるもの

と する。

， 。ウ 受益者集会は 必要があると認められる場合に随時招集するものとする

(2) 議決権の数・受益者集会の決議

ア 受益者は，その所有する受益権の個数に応じた議決権を有するものとす

る。

イ 受益者集会の決議については，原則として，普通決議（議決権総数の過

半数又は信託行為の定める議決権の数を有する受益者が出席し，出席した

受益者の議決権の過半数をもって行う決議をいう ）によるものとする。。

(3) 受益者集会の決議の効力

受益者集会の決議は，すべての受益者に対して効力が及ぶものとする。

(4) 受益者集会に要した費用の負担

受益者集会に要した費用は，信託財産をもって支出するものとする。

(5) 任意規定

(1)から(4)までにかかわらず，信託行為に別段の定めがあるときは，その

定めに従うものとする。

（ ） ， （ ，注１ 受益者集会の招集手続に関して 所要の規定 受益者に対する招集通知

受益者提案権，招集手続の省略等）を整備するものとする。

（注２）別表記載事項の中には，受益者の利害に深く関連するものがあると考え

られることから，このような事項に係る決議については，特別決議（議決

，権総数の過半数又は信託行為の定める議決権の数を有する受益者が出席し

出席した受益者の議決権の３分の２以上の多数をもって行う決議をいうも

のとする ）によるものとし，その範囲については，なお検討するものとす。

る。

（注３）議決権の行使について，所要の規定（議決権の代理行使，書面等による

議決権の行使，議決権の不統一行使等）を整備するものとする。

（注４）受益者集会の議長，議事録，利害関係人の受益者集会への出席その他所
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要の規定を整備するものとする。

＜現行法の関連条文＞ 別表「受益者の合意を要する信託法上の事項」の「現行

法の関連規定」参照

別表 「受益者の合意を要する信託法上の事項」（ ）

権利の内容 現行法の関連規定

１ 受託者の解任の合意権 なし

２ 受託者の辞任に対する承諾権 第 条43

３ 受託者の選任の合意権 なし

４ 受託者監督人（仮称）の解任の合意権 なし

５ 受託者監督人（仮称）の辞任に対する承諾権 なし

６ 受益者代理（仮称）の解任の合意権 なし

７ 受益者代理（仮称）の辞任に対する承諾権 なし

８ 信託の変更の合意権 なし

９ 信託の併合（仮称）の合意権 なし

信託の分割 の合意権 なし10 （仮称）

信託の終了の合意権 第 条11 57

受託者の責任の全部又は一部の免除の合意権 なし12

忠実義務違反行為等の承認権 なし13

１について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 受益者複数の信託においては，受益者による意思決定につき，当該信託

に適する意思決定方法を選択させるのが合理的であり，信託行為によって

意思決定方法を定めることを認めるべきである。

２について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 受益者による意思決定は全員の合意を原則とするものの，受益者が多数

にのぼる場合に，全受益者の合意を得ることは容易ではなく，円滑な意思

決定を阻害することにもなりかねず，かえって信託事務処理を停滞させる

おそれもあるので，受益者複数の場合の意思決定方法として多数決制を導

入することは合理的であり妥当である。

３(1)について

［結論］ いずれも賛成する。

但し，イについては受益者代理にも招集請求権を認めるべきである。

［理由］ア 信託事務を処理するのは受託者であるので受託者に受益者集会の招集

権を認めるのは当然であるが，それにとどまらず受益者の利益を保護す
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るために受益者に代わって受託者を監督する地位にある受託者監督人に

も受益者集会の招集権を認めるのが受益者監督人を設ける制度の趣旨に

も合致し，妥当である。

イ 受益者の利害にかかわる事項の決定に関し，受益者に招集請求権を認

めるのは当然のことである。また，受益者に代わり受益者の利益のため

に，受益者の権利を行使する受益者代理にも招集請求権を認めることが

受益者の利益保護に資する。

ウ 意思決定の必要の有無にかかわらず，定期的に受益者集会を招集する

ことは無意味であり，必要に応じて随時招集できれば必要にして十分で

ある。

３(2)について

［結論］ いずれも賛成する。

但し，アの「受益権の個数」は客観的，かつ画一的な基準により算定し

うることが前提とされるべきである。

［理由］ア 各受益権の内容が同一であるか，画一的な基準により各受益者の受益

権の個数が算定されるのであれば，受益権の個数に応じて議決権を付与

するのが公平であり妥当であるが，受益権の内容が異なるような場合に

は，異なる受益権ごとに１個の議決権を付与することは，受益者間の公

平を失することになる。１つの信託に内容の異なる数種類の受益権が存

在するような場合には，各種類毎に同一の基準で議決権を付与し，会社

更生手続にあるように各受益権の種類毎に決議するなど受益者間の実質

的公平が図られるような配慮が必要である（受益権の内容が種々雑多で

類型化すらできない場合には受益者毎に１個の受益権を付与すべき場合

もあると考える 。）

イ 多数決制を採用する場合において普通決議を原則とするのが合理的で

ある。

３(3)～(5)について

［結論］ いずれも賛成する。

［理由］(3) 多数決制を導入する以上，その決議の効果がすべての受益者に及ぶこ

とは当然である。

(4) 受益者の意思決定にかかる費用は信託事務処理に要する費用の一つで

あり，信託財産から支出するのが妥当である。

(5) (1)～(4)を任意規定とし，信託行為をもって自由に定めうるとするこ

とは信託の本質から妥当である。

(注１)(注３)(注４)について

［結論］ いずれも賛成する。

但し，(注１)については，受益者による招集請求に対して招集権者が受

益者集会等を招集しない場合に受益者がとりうる措置についても規定を設
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けるべきである。

［理由］ 受益者集会や多数決制を採用する場合には，その手続の公平を担保する

， 。必要があり (注１)(注３)(注４)のような手続規定の整備は不可欠である

また，受益者に受益者集会等の招集請求権を付与したことの実効性を確

保するため，招集権者が招集請求を受けてこれを誠実に履行しない場合に

受益者がとりうる措置についても整備すべきである。

(注２)について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 受益者の利害に深くかかわる事項の意思決定について，決議要件を加重

し，慎重を期すことは少数受益者の保護の点からも妥当である。

［問題点］ 多数決に反対する受益者の利益保護の措置についても規定すべきであ

る。

受益権買取請求権（第４６）には「損害を受けるおそれ」という要件も

あり，反対受益者の利益保護として十分とはいえない。とくに受益権に譲

渡制限がある場合などは反対受益者の利益保護が困難となる。

第４８ 受益権の譲渡について

１ 受益権の譲渡性

， 。 ，(1) 受益者は その有する受益権を譲渡することができるものとする ただし

その性質に反するときは，この限りでないものとする。

(2) (1)は，信託行為において別段の定めをした場合には，適用しないものとす

る。ただし，善意の第三者に対抗することができないものとする。

２ 受益権の譲渡の対抗要件

(1) 受益権の譲渡は，受益権の譲渡をした者がこれを受託者に通知し，又は受

託者がこれを承諾しなければ，受託者その他の第三者に対抗することができ

ないものとする。

(2) (1)の通知及び承諾は，確定日付ある証書をもってしなければ，これを受託

者以外の第三者に対抗することができないものとする。

３ 受益権の譲渡における受託者の抗弁

受託者は， (1)の通知又は承諾があるまでに受益権の譲渡をした者に対して２

生じた事由をもって受益権の譲渡を受けた者に対抗することができるものとす

る。

（注）受益権の譲渡があった場合における受益者に対する補償請求権及び報酬請

求権の取扱いについては，これらの権利の位置付けをどのようなものと整理

するか（ の 及び の 参照）を踏まえ，なお検討するものと第３２ ２ 第３３ ２(2)

する。

＜現行法の関連条文＞ なし
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［結論］ 賛成である。但し，異議を留めない承諾については，債権譲渡と同じ効

力を付与すべきである。

［理由］ 受益権の譲渡があった場合における補償請求権及び報酬請求権の取扱い

については，補償請求権（第３２）および報酬請求権（第３３）について

， ，乙案を採用すれば 補償請求権および報酬請求権は受益権の内容ではなく

別個の契約において定められるものであるから，特に規定する必要はない

と考える。

受益権は原則として譲渡できるものであることから，これを明文化する

ことには賛成であり，補償請求権に乙案を採用すれば権利性のみを有する

ので，受託者の承諾は不要と考える。

また，受益権の基本は債権と考えられるから，譲渡の対抗要件は債権譲

渡と同様とすることには賛成であるが，異議を留めない承諾には，同様の

理由から債権譲渡の場合と同じ効力を付与すべきである。

第４９ 受益権の放棄について

１ 第３２の２ 受益者から費用等の補償を受ける権利 又は第３３の２(2) 受（ ） （

益者から信託報酬を受ける権利）で甲案を採用した場合

(1) 受益権の放棄及びその例外

受益者は，受益権を放棄することができるものとする。ただし，次に掲げ

る場合は，この限りでないものとする。

【甲案】

受益者が，受託者に対し，受益権を放棄しない旨の意思表示をしたとき｡

【乙案】

ａ 信託行為に別段の定めがあるとき（ただし，信託行為の定めにより受益

者として指定された第三者が受益権を放棄できない旨の定めを置くことは

許されないものとする 。。）

， ， 。ｂ 受益者が 受託者に対し 受益権を放棄しない旨の意思表示をしたとき

(2) 受益権の放棄の効果

ａ 受益者(信託行為の定めにより受益者として指定された第三者を除く｡)

は，放棄の時点以前に生じた原因に基づく責任を免れないものとする。

， ， 。ただし 信託行為に別段の定めがあるときは その定めに従うものとする

ｂ 信託行為の定めにより受益者として指定された第三者が受益権を放棄し

た場合にあっては，当該第三者は，当初から受益権を取得しなかったもの

とみなすものとする。

２ 第３２の２及び第３３の２(2)で乙案を採用した場合
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信託行為の定めにより受益者として指定された第三者は，受益権を放棄する

ことができるものとする。この場合において，受益権を放棄した第三者は，当

初から受益権を取得しなかったものとみなすものとする。

＜現行法の関連条文＞ 第36条第３項

［ ］ （ ） 。結論 第３２の２及び第３２の ２ で乙案を採用した場合として賛成である

［理由］ 乙案を採用すれば，受益権に債務は含まれないこととなり，この関係で

の権利放棄の規定の必要はないことになる。しかし，提案理由にあるよう

に，受益者として指定されても受益の意思表示をすることなく利益を享受

することとなるため，受益を強制されることがないように，権利放棄の規

定を定めることは必要であり，同目的を達成するための放棄の効果として

当初から受益権を取得しなかったものとみなすとしておく必要があると考

えられるからである。

第５０ 受益債権についての物的有限責任について

受益債権に係る債務については，受託者は，信託財産のみをもってその履行の

責めに任ずるものとする。

＜現行法の関連条文＞ 第19条

［結論］ 賛成する。

但し 「受益債権に係る債務」という文言は，その意味が不明確である，

ので，定義規定を入れるか，補足説明126頁の「受託者が信託行為により

受益者に対して負担する信託財産の給付債務」のようにその意味が明確な

文言に改めるべきである。

［理由］ 受益債権は，信託行為の定めに従い，信託財産から一定の給付を受ける

権利であるから，その責任財産を信託財産に限定することも何ら不合理で

はない。

現行法１９条と同趣旨の規定であるが，現行法１９条の「信託財産ノ限

度ニ於テノミ」という文言を「信託財産のみをもって」と改めることで物

的有限責任をより明確に規定するもので，文言としても妥当である。

第５１ 受益債権と信託債権との優先劣後関係について

受益債権と信託債権との優先劣後関係については，次のとおりとするものとす
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る。

【甲案】

受益債権は信託債権に劣後するものとする。

【乙案】

同順位とするものとする。

（注）乙案を採用した場合においても，信託行為等によってする受益債権の劣後

特約が一律に効力を有しないことにはならないことを前提としている。

＜現行法の関連条文＞ なし

［結論］ 甲案に賛成する。ただし，既発生かつ履行済みの受益債権については，

優先劣後関係を問題とすべきではない。

［理由］ 受益債権とは，補足説明126頁の「受託者が信託行為により受益者に対

して負担する信託財産の給付債務に係る債権」とされている。理論上の問

題はあるが，信託債権は，信託事務処理に基づいて生じた債権であり，信

託財産の価値の維持，増加を目的として行った行為の中で生じたものと理

解されるので，信託財産からの分配を受ける受益債権よりも優先するもの

と理解するのが，衡平にかなう。

なお，既発生かつ履行済みの受益債権について優先劣後関係を問題とす

， ， ，ると 受益者からの取り戻しの問題などが生じ 法的安定性を害するので

既発生かつ履行済みの受益債権についてまで，信託債権の優先性を認める

べきではない。

［問題点］ 次のような意見があることを付記する。

受益債権は信託債権に劣後するとか，同順位とすると規定して，その(1)
実際上の適用場面は，受益債権による差押えと信託債権による差押えとが

競合した場合のほか，どのような意味があるのかよくわからない。甲案に

よった場合，受託者は，信託債権の支払が不能であるときは，受益債権の

弁済をしてはならないとの法的効果も生じる趣旨か。仮に，そのような趣

旨を含むのであれば，会社法における配当規制と同様の形式での規定ぶり

にすべきではないか。なお，上記問題提起は，信託の清算局面において受

益債権（ただし，残余財産の分配を内容とする受益債権）が劣後すること

は甲案及び乙案共通の前提であるとの補足説明であり，清算局面以外の局

面についての問題提起である。

仮に，甲案が採用され，かつ，甲案は，受託者は，信託債権の支払が(2)
不能であるときは，受益債権の弁済をしてはならないとの法的効果も生じ

る趣旨であるした場合，あるいは，会社法における配当規制と類似した規

定を設けるとした場合において，有限責任信託でない信託のときは，信託

債権の責任財産として受託者の固有財産が含まれることになる反面，同受
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託者の固有財産は受託者固有財産に帰属する債務の責任財産でもあること

から，受益債権の信託債権に対する劣後性のほか，間接的に受益債権の受

託者固有財産に帰属する債権に対する劣後性をも考慮する必要があるので

はないか。なお，会社法における配当規制と類似した規定を設ける場合に

おいて，信託債権の責任財産として受託者固有財産が含まれることを取り

あえず無視して，信託財産のみを基準とした会社法における配当規制と類

似した規定を設けることはどうか。

第５２ 受益債権等の消滅時効について

１ 受益債権の消滅時効等

(1) 受益債権の消滅時効は，他の法令の債権に係る消滅時効に関する規定に従

うものとするが，受益者が受益者として指定されたことを知った後でなけれ

ば，受益債権の消滅時効は進行しないものとする。

第(2) 受託者は受益債権の消滅時効を援用することができないものとするが（

参照 ，時効期間の経過後において，受益者に対して受益債権の存在及び１９ ）

その内容を相当の期間を定めて通知し，かつ，当該期間内に受益者から履行

の請求を受けなかったときは，この限りでないものとする。

(3) 受益者の所在が時効期間の経過時において不明である場合その他(2)の通知

をしなかったことについて正当な理由がある場合にも，受益債権の消滅時効

を援用することができるものとする。

(4) 受益債権については20年の除斥期間を設けるものとし，受益債権を行使す

ることができる時をその起算点とするものとする。

２ 残余財産に関する権利の消滅時効等

信託財産の帰属権利者（ の (1)ａ参照）が受託者に対して有する残余第５８ ４

財産に関する権利についても， と同様に取り扱うものとする。１

＜現行法の関連条文＞ なし

［結論］ 賛成する。但し，１(2)については，通知だけでなく権利行使の催告も

必要とすべきである。

［理由］ 起算点を債権者の知･不知にかからしめることによる法的不安定に対し

ては，詐害行為取消権（民法第426条 ，不法行為（民法第724条 ，相続） ）

回復請求権（民法第884条）におけるのと同様に，20年の除斥期間を設け

ることにより対処しており，適当といえる。

但し，消滅時効援用にあたっての受益者への通知の手続きは，効果とし

て権利放棄を擬制させるようなものであるから，通知だけでなく権利行使

の催告も必要とすべきである。
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第５３ 私益信託における委託者の権利義務等について

１ 委託者の権利義務

私益信託における委託者の信託法上の権利義務は，信託行為に別段の定めが

ない限り，次のとおりとするものとする。

ａ 信託の監視・監督的権能については，受託者，受託者監督人（仮称）等の

選任，解任及び辞任に関する権利並びに利害関係人一般に認められる権利を

除き，委託者には，付与しないものとする。

ｂ 信託の目的に反しないことが明らかな信託の変更，併合（仮称）若しくは

分割（仮称）又は信託の終了については，委託者の同意を要しないものとす

る。

ｃ 委託者は法定帰属権利者（ の (2)参照）となるものとする。第５８ ４

２ 委託者の地位の移転

委託者の地位については，他の委託者，受益者及び受託者の同意を得て移転

することを妨げないものとする。

（注１） について信託行為に別段の定めがあるときは，１

・ ａの各権利以外の信託の監視・監督的権能を委託者に留保し，又は上

記の各権利を放棄させること

・ 信託の目的に反しないことが明らかな信託の変更等又は信託の終了に

ついても委託者の同意を要するものとすること，及び信託の目的に反す

る信託の変更等又は信託の終了であっても委託者の同意を要しないもの

とすること

・ 第三者を帰属権利者に指定すること

ができるものとする。

（注２）裁判所に対する請求により，信託の変更，併合，分割又は終了をするこ

とができるものとする場合には，その請求権を委託者にも認めるものとす

る（ から まで参照 。第５４ 第５７ ）

（注３） については，別表「私益信託における委託者の権利義務の取扱い」参１

照。

＜現行法の関連条文＞ 別表「私益信託における委託者の権利義務の取扱い」の

「現行法上の根拠規定」欄参照

（別表 「私益信託における委託者の権利義務の取扱い」）

種 別 権利の内容 現行法上の根拠規 別段の定め

定 がない場合
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の権利の存

否

1 信託の監視 受託者の固有債権者からの強制執行等に対する異議 第16条第2項 ×

・監督的権 申立権

2 能 任務違反等に係る受託者に対する損失てん補等請求 第27条・第29条 ×

権

3 帳簿等の閲覧等請求権 第40条第2項 ×

4 受託者に対する説明請求権 第40条第2項 ×

5 いわゆる利益吐き出し責任の追及権 なし ×

6 受託者の違法行為の差止請求権 なし ×

7 検査役選任請求権 第41条第2項 ×

8 受託者の解任の合意権（委託者及び受益者の合意） なし ○

9 裁判所に対する受託者の解任請求権 第47条 ○

10 受託者の辞任に対する承諾権 第43条 ○

11 受託者の選任の合意権（委託者及び受益者の合意） なし ○

12 破産管財人による信託財産の処分行為等の差止請求 なし ×

権

13 裁判所に対する信託財産管理人等の解任請求権 なし ○

14 裁判所に対する受託者監督人（仮称）の解任請求権 なし ○

15 裁判所に対する受益者代理（仮称）の解任請求権 なし ○

16 受益者名簿の閲覧等請求権 なし ×

17 ※17以下は 受託者の職務の引受けの催告権 なし ○

18 利害関係人 裁判所に対する信託管理人の選任請求権 第８条 ○

19 としての権 裁判所に対する信託管理人の解任請求権 なし ○

20 限 裁判所に対する受託者監督人（仮称）の選任請求権 なし ○

21 信託財産に関する書類の閲覧等請求権 第40条第1項 ○

22 裁判所に対する受託者の選任請求権 第49条第1項・第2 ○

項

23 裁判所に対する信託財産管理人等の選任請求権 第48条 ○

24 信託の基礎 信託の変更（信託目的に反するもの）の合意権 なし ○

25 的な変更に 信託の変更（信託目的に反しないもの）の合意権 なし ×

26 関する権利 裁判所に対する信託の変更請求権 第23条 ○

27 信託の併合（仮称 （信託目的に反するもの）の合 なし ○）

意権

28 信託の併合（仮称 （信託目的に反しないもの）の なし ×）

合意権

29 裁判所に対する信託の併合（仮称）請求権 なし ○

30 信託の分割（仮称 （信託目的に反するもの）の合 なし ○）

意権

31 信託の分割（仮称 （信託目的に反しないもの）の なし ×）

合意権

32 裁判所に対する信託の分割（仮称）請求権 なし ○

33 信託の終了の合意権（委託者及び受益者の合意） 第57条 ○

34 裁判所に対する信託の終了請求権 なし ○

35 法律行為の 報酬支払義務 第35条（解釈上） ×

当事者とし
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36 ての権利・ 信託契約の無効・取消し なし ○

義務

37 財産出捐者と 信託終了時に帰属権利者が存しない場合における信託 第62条 ○

しての地位 財産の帰属

１について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 委託者と受益者の意見対立を回避し，信託に係る法律関係を簡明にすべ

きである一方で，委託者は信託を設定するものとして信託に対する監視・

監督権能は留保されるべきであるから，委託者には，受託者ないし受益者

監督人の選任，解任，辞任に関する権利及び利害関係人に認められる権利

や，信託の目的に反しないことが明らかではない信託の変更，併合，分割

又は信託の終了に関する同意という必要最小限度の権限のみをデフォルト

ルールとして認めることとし （注１）及び（注２）のとおり信託行為に，

おいてこれらの委託者の権限を限定したり，追加したりできるとする要綱

試案に賛成する。また，信託終了時に指定帰属権利者が存しない場合に委

託者を法定帰属権利者とする点についても，賛成する。

２について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 委託者の上記の地位は，合併その他の包括承継において承継される財産

的地位であるから，移転することができると解すべきである。信託行為が

個人的信頼関係に基づくといっても，直ちに委託者の地位が一身専属的で

あって移転もできないとの帰結にはならない。

ただし，信託行為が個人的信頼関係に基づくものであることに鑑み，他

の委託者，受益者及び受託者の同意を得た場合に，委託者の地位を移転す

ることができるとする要綱試案に賛成である。なお，原則として委託者の

地位の移転に受益者ないし受託者の同意を要するとしても，これはデフォ

ルトルールであり，信託行為によって，これらの同意なくして委託者の地

， 。位を移転できるとする余地も残すべきであり この点も明記すべきである

（注３）について

［結論］ 別表に列挙される権利については異論はないが 「合意権」との表現に，

は違和感がある。

［理由］ 受託者の解任など，複数の当事者の合意があればなしうる行為が複数あ

るが，かかる権限をについて，合意という言葉に対して「合意権」の表現

は馴染まないのではないか。

第５４ 信託の変更について
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１ 信託の変更の要件

信託の変更（ 及び に該当するものを除く。以下この第５４にお第５５ 第５６

いて同じ ）は，委託者，受益者及び受託者の合意により行うことができるもの。

とする。

２ １の例外

の例外として，下記の趣旨の規定を整備するものとする。１

(1) 次のａ又はｂに掲げる要件を満たすときは，それぞれａ又はｂに定めるも

のにより信託を変更することができるものとする。この場合において，受託

者は，ａに定めるところにより信託の変更がされたときは委託者に対し，ｂ

に定めるところにより信託の変更がされたときは委託者及び受益者に対し，

変更された内容を，遅滞なく，通知しなければならないものとする。

ａ 信託の目的に反しないことが明らかであるとき 受益者及び受託者の合

意

ｂ 信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合することが明らかで

あるとき 受託者の決定

(2) 次のａ又はｂに掲げる要件を満たすときは，それぞれａ又はｂに定める者

は，受託者に対して，信託の変更を請求することができるものとする。この

， ，場合において ｂに定める者が受託者に対して信託の変更を請求したときは

受託者は，委託者に対し，変更された内容を，遅滞なく，通知しなければな

らないものとする。

ａ 受託者の利益を害しないことが明らかであるとき 委託者及び受益者

ｂ 信託の目的に反しないこと及び受託者の利益を害しないことが明らかで

あるとき 受益者

３ １及び２の例外

及び にかかわらず，信託行為に別段の定めがあるときは，その定めに従１ ２

うものとする。

４ 裁判所に対する変更の請求（★）

信託行為の当時予見することができない特別の事情が生じた場合における裁

判所に対する変更の請求については，次のとおりとするものとする。

(1) 【甲案】

信託行為の当時予見することのできない特別の事情によって信託財産の

管理方法が信託の目的に適合しなくなることとなったときは，委託者，受

， 。益者又は受託者は その変更を裁判所に請求することができるものとする

【乙案】

信託行為の当時予見することのできない特別の事情が生じた場合におい

て は，委託者，受益者又は受託者は，信託財産の管理方法の変更に限定す

ることなく，より広い範囲の信託の変更を裁判所に請求することができる

ものとする。
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(2) (1)は，(1)により変更された信託行為について準用するものとする。

（注１） (2)の請求は形成的効果を生じさせるものであり， の請求がされた２ ２

， ， ，場合において 信託の変更は 請求に係る通知が受託者に到達した時に

その効力を生じるものとする。

（注２） の信託行為の別段の定めにより変更することができる事項の範囲に３

ついて，制限を設けることとするかどうかについては，なお検討するも

のとする。

なお，３の信託行為の別段の定めにより変更することができる事項の

範囲について制限を設けることとする場合には，いわゆる合同運用の信

託において，各信託の受益者の多数決によって信託の変更をすることが

一定の範囲で制限されることになる。

（注３） において乙案を採用した場合には，裁判所に変更を請求することが４

（ ， ），できる事項 例えば 受益債権の変更に係るものを除くこととするなど

裁判所に請求するための要件（例えば，緊急性の要件を設定するなど）

等について，なお検討するものとする。

（注４） において乙案を採用した場合には，当事者は，必ず変更内容を提示４

して請求をしなければならないこととし，裁判所が行う判断は，提示さ

れた内容の許可・不許可だけであり，内容が合理的ではないと判断した

場合においても，裁判所が職権で変更することまでは要求されないこと

とすることが合理的であると考えられるがどうか。

＜現行法の関連条文＞ 第23条

［結論］ 賛成する。ただし，３については２(1)の受益者の通知受領権を制限す

， ， 。るような例外を設けることには反対し (1)については 乙案に賛成する

［理由］２について

変更合意の当事者に受託者を含めることないし信託の変更の可否につい

て受託者の利益を考慮することについては異論もあるが，受託者が信託契

約の当事者であることや，信託事務遂行における受託者の重要性に鑑み，

その意思を無視するべきではない。

また，上記のように受託者の立場を考慮したとしても，委託者及び受益

者はいつでも受託者を解任できるのであるから，委託者及び受益者の利益

を害することもない。

３について

信託行為の別段の定めにより変更することができる事項の範囲につい

， 。て 受益者の通知受領権を侵害するような例外を設けることには反対する

第４５で述べたように，受益者にとって重大な影響を及ぼす事項に関わる

情報受領権であるから，信託行為の定めによる制限を認めることは相当で
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はない。

その余については制限を設ける必要はないと考える（注２ 。一般の法）

律行為同様，要綱試案の他の強行規律による規制，あるいは他の法律によ

る規制に委ねればよいと考えられる。

４について

必要性〔緊急性も含む。なお，変更の必要性は，決定の当然の前提であ

るから特に要件として定める必要はない（注３ 〕があり，かつ，複雑な）

形成作用を裁判所に要求しない限り〔すなわち，申立てを行う当事者は，

必ず変更内容を提示して申立てをしなければならないこととし，裁判所が

行う判断は，提示された内容の許可・不許可だけとする（注４ ，裁判）〕

所に変更を請求することができるとすることを否定する理由はない。

なお，裁判所に変更を請求することができる事項を限定する必要もない

と考える（注３ 。例えば，受益債権の変更が信託の目的に適うと判断す）

ることができなければ，裁判所は申立を不許可にすればよいだけだからで

ある。

第５５ 信託の併合（仮称）について

１ 定義

「信託の併合 （仮称）とは， に定めるところに従い，同一の受託者に係」 ２

る複数の信託の信託財産を一の新たな信託における信託財産とすることをい

う。

２ 信託の併合（仮称）手続

(1) 受託者は，信託の併合（仮称）をするには，一定の事項を明らかにして

しなければならないものとする。ただし，信託行為に別段の定めがあるとき

は，その定めに従うものとする。

(2) （ (2)を除く ）は，信託の併合（仮称）について準用するもの と第５４ ２ 。

する。

(3) 受託者は，信託の併合（仮称）がされる前に，信託財産について信託前の

原因によって生じた債権又は の の(2)から(4)までに規定する受託者第１２ １

の行為により生じた債権を有する者に対し，信託の併合（仮称）に異議があ

れば一定の期間（１月を下回ってはならないものとする ）内に述べるべき旨。

を官報に掲載して公告し，かつ，債権者（信託財産のみを責任財産とする債

権を有する者に限る ）であって知れているものに対しては各別にこれを催告。

。しなければならないこと等を内容とする債権者保護手続を設けるものとする

(4) (3)にかかわらず，信託の併合（仮称）をしても債権者を害するおそれのな

いことが明らかである場合には，(3)の手続を要しないものとする。

(5) 信託の併合（仮称）がされる前に信託財産について信託前の原因によって
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生じた権利又は の の(2)から(4)までに規定する受託者の行為により第１２ １

生じた権利を有する者は，信託の併合（仮称）がされた後においては，新た

， ，な信託行為における信託財産に対し強制執行 仮差押え若しくは仮処分をし

又はこれを競売することができるものとする。

（注１）(1)の一定の事項としては，例えば，

ａ 信託の併合（仮称）をする理由

ｂ 新たな信託行為における受益権の内容が従前の信託行為における受益

権の内容と異なるときは，その旨及び理由

ｃ 他の信託行為の内容

ｄ 受益者に対して金銭その他の資産を交付するときは，当該資産の内容

及びその価額

ｅ 信託の併合（仮称）をする時期

ｆ 信託行為及び他の信託行為に係る信託財産の収支その他の信託財産の

状況に関する事項

を規定することが考えられる。

（注２）(3)の債権者保護手続においては，債権者が(3)の期間内に異議を述べ

， （ ） ，なかったときは 信託の併合 仮称 を承認したものとみなすこととし

債権者が異議を述べたときは，信託の併合（仮称）をしても異議を述べ

た当該債権者を害するおそれがないことを証明しない限り，受託者は，

弁済し，若しくは相当の担保を提供し，又は当該債権者に弁済を受けさ

せることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならな

いものとする。

＜現行法の関連条文＞ なし

［結論］ 賛成する。

［理由］ 商法(会社の合併)の規定とも整合し，妥当である。

信託の併合は，信託の変更の一形態であること，信託事務処理の方法な

どの変更を伴うことなどから，基本的に信託変更の手続（第５４）の規律

を準用することも妥当である。

第５６ 信託の分割（仮称）について

１ 定義

(1) 「新規信託分割 （仮称）とは， に定めるところに従い，信託に係る信」 ２

託財産の一部を受託者を同一とする新たな信託における信託財産とするこ

とをいう。

(2) 「吸収信託分割 （仮称）とは， に定めるところに従い，信託に係る信」 ３
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託財産の一部を受託者を同一とする他の信託における信託財産の一部とす

ることをいう。

２ 新規信託分割（仮称）の手続

(1) 受託者は，新規信託分割（仮称）をするには，一定の事項を明らかにして

しなければならないものとする。ただし，信託行為に別段の定めがあるとき

は，その定めに従うものとする。

(2) （ (2)を除く ）は，新規信託分割（仮称）について準用するもの第５４ ２ 。

とする。

(3) 新規信託分割（仮称）がされる前に信託財産について信託前の原因によっ

て生じた権利又は の の(2)から(4)までに規定する受託者の行為によ第１２ １

り生じた権利を有する者は，新規信託分割（仮称）がされた後においては，

新たな信託行為に係る信託財産に対しても強制執行，仮差押え若しくは仮処

分をし，又はこれを競売することができるものとする。

３ 吸収信託分割（仮称）の手続

(1) 吸収信託分割（仮称）をするには，一定の事項を明らかにしてしなければ

ならないものとする。ただし，信託行為に別段の定めがあるときは，その定

めに従うものとする。

(2) 受託者にあっては， の の(3)の債権者保護手続をしなければならな第５５ ２

いものとする。この場合において， の の(4)を準用するものとする。第５５ ２

(3) の(2)及び(3)の規定は，吸収信託分割（仮称）について準用するものと２

する。

（注１） (1)の一定の事項としては，例えば，２

ａ 新規信託分割（仮称）をする理由

ｂ 新たな信託行為における受益権の内容が従前の信託行為における受

益権の内容と異なるときは，その旨及び理由

ｃ 受益者に対して金銭その他の資産を交付するときは，当該資産の内

容及びその価額

ｄ 新規信託分割（仮称）をする時期

ｅ 信託財産の収支その他の信託財産の状況に関する事項を規定するこ

とが考えられる。

（注２） (1)の一定の事項としては，例えば，３

ａ 吸収信託分割（仮称）をする理由

ｂ 新たな信託行為における受益権の内容が従前の信託行為における受

益権の内容と異なるときは，その旨及び理由

ｃ 他の信託行為の内容

ｄ 受益者に対して金銭その他の資産を交付するときは，当該資産の内

容及びその価額

ｅ 吸収信託分割（仮称）をする時期
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ｆ 信託行為及び他の信託行為に係る信託財産の収支その他の信託財産

の状況に関する事項

を規定することが考えられる。

（注３）信託の分割（仮称）に伴い，信託債権の全部又は一部が，新たな信託行

為に係る信託財産に属する債務に係る債権となり，従来の信託行為に係る

信託財産に属する債務に係る債権とならないこととするための債権者保護

手続を設けることとするかどうかについては，なお検討するものとする。

＜現行法の関連条文＞ なし

１について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 「新規信託分割 （仮称）は，受託者が，受益者である幼少の兄弟が将」

来において事業を始めた場合の資産として信託財産を管理していたところ

兄弟が成人したものの仲違いをし１つの信託財産として運用してもらうの

は煩わしいと兄弟が判断する場合等に 「吸収信託分割 （仮称）は，一， 」

方の年金信託を分割して他方の年金信託と併合する場合等に，それぞれ必

要と思われる。現行法では 「信託行為の変更」と「信託財産の分割」と，

の手法しかなかったところ，実態に即した手法としての定義規定がなされ

， 。 ， 「 」（ ）ることとなり 適切である また 検討課題では 単純信託分割 仮称

とされていた仮称を「新規信託分割 （仮称）と変更しているが，実態に」

即し，また会社法制の表現とも類似し理解しやすく適切である。

２について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 「信託の分割」も信託行為の変更の一形態であることから，信託行為の

変更に関する規律（第５４の１，２(1)，３，４）を準用しており，適切

である。

なお，準用が除かれている第５４の２(2)は （注１）で，その「請求，

は形成的効果を生じさせるものであり，２の請求がされた場合において，

信託の変更は，請求に係る通知が受託者に到達したときに，その効力を生

じるものとする 」とされており 「信託の分割」において「準用」しな。 ，

いのは適切である。

３について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 上記２以外の点では，(2)において，吸収信託分割の場合には，既に存

する信託財産間で一部移転が行われる点において，信託の併合の要素が含

まれており，信託の併合の場合と同様に，分割前の双方の信託財産に対す

る債権者に対して債権者保護手続きとその一定の例外を規定しており，適



- 95 -

切である。

(注１)について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 信託の併合（第５５）と同様の趣旨から，適切である。

(注２)について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 信託の併合（第５５）と同様の趣旨から，適切である。

なお，ｃ，ｆが，(注１)と異なるが，吸収信託分割の場合，既存の信託

行為が複数存在しており，相手方の信託の内容，また，自らの信託及び相

手方の信託の状況を明らかにする必要があり，適切である。

(注３)について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 「信託によっては，複数の先から借り入れを行っている信託，多数のス

ワップ契約を締結している場合も想定され，信託債権者を信託財産によっ

て切り分けるニーズも想定され，ニーズとの兼ね合いでなお検討する」も

のとされている（検討課題（６）第５９ 。ニーズ自体は強調されるべき）

ではなく，信託の法制度のバランスから検討されるべきと考えるが，なお

検討すること自体は賛成である。

第５７ 信託の終了事由等について

１ 信託の終了事由

信託の終了事由は，次のとおりとするものとする。ただし，ｂ及びｅについ

ては，信託行為に別段の定めがあるときは，その定めに従うものとする。

ａ 信託の目的を達成したとき又は信託の目的の達成が不能になったとき｡

ｂ 委託者及び受益者が共同して，受託者に対して信託の終了を請求したと

き。

ｃ 信託行為の当時予見することのできなかった特別の事情により，信託を継

， ，続することが信託の本旨に適合しないこととなった場合において 裁判所が

委託者，受益者又は受託者の請求により，信託の終了を命じたとき （★）。

ｄ 受託者が受益権の全部を固有財産で取得した場合において，当該受託者が

受益者と受託者を兼ねる状態を解消するのに必要な期間を超えて，受益権の

全部を保有していたとき。

ｅ 受託者の全部が欠けてから新受託者が就任しないまま，１年を経過したと

き。

ｆ 他の規定又は信託行為に定める終了事由が生じたとき。

２ 受託者の損害賠償請求権



- 96 -

ｂの請求が，受託者に不利な時期になされたときは，受託者は，損害の賠１

償を請求することができるものとする。ただし，やむを得ない事由があったと

きは，この限りでないものとする。

（注１）信託の設定が公益的見地から容認し難い目的をもってされたときなどに

おいては，対処の方法として，新たな規定（例えば会社法第824条参照）を

設けることとするかどうかについては，なお検討するものとする。

（注２） ｅに関連して，受託者の一部が欠け，その任務を他の受託者が承継せ１

ず，かつ，新受託者が就任しない場合の取扱いについては，なお検討する

ものとする。

（注３）信託の終了事由の対抗については，民法第655条を参考に規定を整備する

ものとするか，なお検討するものとする。

＜現行法の関連条文＞ 第９条，第56条から第60条まで

１について

［結論］ ａないしｆについていずれも賛成する。ただし，ａ，ｃ，ｄ，ｅ，ｆに

ついては，信託の終了について争いがある場合，訴訟手続上，誰と誰が信

託の終了を争うことになるのか，判決効を当事者以外の第三者に及ぼすの

かどうかなどの規律の検討を要する。ｅについては 「１年」という期間，

が適切なものかどうか，検討を要する。

［理由］ 「信託の終了」の概念について，現行法では「清算の結了」も含まれて

いる（65条）ので，両者の区別を図り，かつ 「信託の解除」について，，

現行法では遡及効がない旨の規定（60条）があるが，もともと民法とは異

なる概念であることから 「信託の終了」という表現をとったうえで，整，

理されている。

ａは，現行法５６条の終了事由と同じある。ところで，信託の終了につ

いて，委託者，受益者，受託者，信託債権者間で争いがある場合の訴訟手

続上の措置について検討を要する。

ｂは，現行法５７条（委託者の解除による終了規定）やその類推解釈を

明文化したものである。

ｃは，現行法５８条を整理したもので，その要件は，現行法よりも厳し

いが，信託の継続に利益を有する者と，終了に利益を有する者との利害が

， 。 ， ，する要請との調整弁としては 妥当であろう 申立権者を委託者 受益者

又は受託者に絞っていることも妥当と理解される。

ところで，委託者，受益者，又は受託者のいずれかが裁判所に申し立て

たときの相手方は受託者のみにするのか，あるいは，委託者，受益者，又

は受託者なども相手方になるのか，訴訟手続上の規律の整備を要する。

ｄは，第５と同様，受託者を監督すべき受益者が存在しないような信託
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は終了させるべきである観点から妥当である。ところで，信託の終了につ

いて，委託者，受託者（＝受益者 ，信託債権者間で争いがある場合の訴）

訟手続上の措置について検討を要する。

ｅは，受託者の長期不在の信託は終了させるべきである観点から明確化

を図ることは妥当である。ところで，信託の終了について，委託者，受益

者，信託債権者間で争いがある場合の訴訟手続上の措置について検討を要

する。また 「１年」という期間は，受託者の長期不在の期間としては適，

切かどうか，信託財産管理人が選任された場合はその任務終了事由との兼

ね合い，信託財産管理人すら選任されない場合は信託財産をいつまで放置

して良いのか，放置状態を解消するにあたり終了すれば裁判所が職権で清

算受託者を選任できるとすべきかどうかなどの事項が検討されるべきであ

る。

ｆは，現行法５６条の終了事由と同じある。信託の終了について争いが

ある場合の訴訟手続上の措置について，同様に検討を要する。

２について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 現行法５７条で準用されている民法６５１条第２項と同趣旨であり，妥

当である。

（注１）について

［結論］ 賛成する。

［ ］ ，理由 信託の設定が公益的見地から容認し難い目的をもってされたときなどは

会社法８２４条や信託財産に対する保全処分（会社法８２５条）と同様の

趣旨の規定を設けるべきである。

（注２）について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 欠けた受託者の権限が法律上当然に他の受託者に承継されるとするなら

ば，受託者の一部が欠けたことによって信託が終了するに至ることはない

が，職務分掌の定めのある受託者が欠けた場合等に，他の受託者にその権

限の承継を拒絶する余地を認めるならば，１ｅのごとく一定期間の経過し

ても新受託者が選任されないことによって信託が終了するものとする必要

性が生じる。

(注２)の想定は，第３４の(注２)の考え方と合わない。(注２)の想定は

欠けた受託者の権限が法律上当然に他の受託者に承継される訳ではないと

理解されるが，このような理解のもとでは，欠けた受託者の任務を信託財

産管理人が行うことになるが，いつまでも信託財産管理人に任務を行わせ

ることは適当でないので，信託自体を終了させるのか，あるいは，継続さ

せるのかについて，１ｅや第４２の（注５）信託財産管理人の任務終了事

由と絡めて考慮すべきである。
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（注３）について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 信託の終了事由の対抗については，民法６５５条が参考になるが，信託

の終了を争うことができる者は誰なのか等を念頭に対抗要件も検討すべき

ではないかと思料される

第５８ 信託の清算について

１ 清算目的の信託

信託の終了事由（ 参照）が生じた場合においても，信託は，清算のた第５７

め，清算事務の結了に至るまで，なお存続するものとみなすものとする。

２ 清算受託者の職務

(1) 信託の終了事由が生じた以後の受託者（以下「清算受託者」という ）の職。

務は，次のとおりとするものとする。

ａ 現務の結了

ｂ 信託財産に属する債権の取立て及び信託財産に属する債務の弁済

ｃ 帰属権利者等（ (2)参照）に対する残余財産（ｂの債務の弁済後に残存４

する信託財産をいう。以下同じ ）の引渡し。

(2) 清算受託者は，信託の清算を達成するために必要な一切の行為を行う権限

を有するものとする。ただし，信託行為に別段の定めがあるときは，その定

めに従うものとする。

３ 帰属権利者等への残余財産の給付の制限

清算受託者は，信託財産に属する債務の弁済をした後でなければ，帰属権利

者等（ (2)参照）に残余財産を引き渡すことができないものとする。ただし，４

当該弁済に必要な財産を留保したときは，その余の財産を引き渡すことができ

るものとする。

４ 残余財産の帰属

(1) 残余財産は，信託行為において次に掲げる者として指定されたものに帰属

するものとする。

ａ 残余財産の帰属すべき者（以下「帰属権利者」という。現行法第62条参

照）

ｂ 残余財産の給付を内容とする受益債権に係る受益者（以下「残余財産受

益者」という ）。

(2) 帰属権利者若しくは残余財産受益者（以下「帰属権利者等」という ）の指。

定がない場合又は帰属権利者等の指定を受けた者のすべてがその権利を放棄

した場合（ (2)， 参照）には，委託者が帰属権利者に指定されていた５ 第４９

ものとみなすものとする。

(3) (1)及び(2)により残余財産の帰属が定まらないときは，残余財産は，清算
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受託者に帰属するものとする。

５ 帰属権利者の権利義務等

(1) 帰属権利者は，信託の終了事由が生じた後は，受益者としての権利義務を

有するものとする。

(2) 帰属権利者の利益の享受及びその権利の放棄については，受益者と同様と

するものとする（ ， 参照 。第４３ 第４９ ）

(3) (2)にかかわらず，委託者である帰属権利者は，その権利を放棄することが

できないものとする。

６ 最終計算（★）

(1) 清算受託者は，その職務を終了したときは，遅滞なく，信託事務の最終の

計算を行い，受益者及び帰属権利者に対し，その承認を求めなければならな

いものとする。

(2) 次に掲げる場合には，受益者及び帰属権利者に対する清算受託者の責任は

免除されたものとみなすものとする。ただし，清算受託者に不正の行為があ

ったときは，この限りでないものとする。

ａ 受益者及び帰属権利者が(1)の計算を承認した場合

ｂ (1)の計算の承認を求められた時から１月以内に受益者又は帰属権利者が

異議を述べなかった場合

（注）条件付債権等に係る債務の弁済については会社法第662条を，信託財産の競

売については商法第524条を参考に，それぞれ所要の規定を整備するものとす

る。

＜現行法の関連条文＞ 第61条から第65条まで

１について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 清算中の会社が，清算目的の範囲内において，清算の結了するまで存続

するとみなされる（会社法４７６条，６４５条）のと同様の趣旨で，信託

の清算において当然の定めである。

２について

［結論］ 賛成する。

但し，清算受託者については，裁判所による職権選任の規定を設けるべ

きである。

［理由］ 信託の清算受託者の職務としては，(1)に掲げられた３項目がその内容

となることは，妥当であり，これは，会社の清算人についての会社法４８

１条，６４９条と同趣旨である。

職務について，そのような限定がされていることが前提であるので，信

清算を達成するために必要な一切の行為託財産管理人とは異なり，(2)の「
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を行う権限を有する」とすることも，妥当である。

なお，試案では，裁判所による新受託者の選任（第４０ ２ ，裁判所）

による信託財産管理人の選任（第４２ １）のいずれについても，職権に

よる選任を認められていない。それを前提とすると 「信託の終了事由が，

生じた以後の受託者」である清算受託者について職権による選任の規定を

設けないと 「受託者の全部が欠けてから新受託者が就任しないまま，１，

年を経過したとき」に該当して信託が終了しても（第５７ １ ｅ ，受）

託者の事務を行うものが存在せず，１年以上その状態が続いたのであるか

ら，その後も，利害関係人から新受託者ないし信託財産管理人の選任の申

立がなされない蓋然性がある。

したがって，清算受託者について，裁判所による職権選任の規定を設け

る必要がある （新受託者，信託財産管理者についての職権選任を設ける。

ことにより，清算受託者についての職権選任が不要となることはありう

る ）。

［問題点］ 清算受託者の清算事務の遂行について，信託の清算段階に入ると信託

， （ ）財産に関する局面が大きく変わるので 清算前と同様に忠実義務 第１９

を負うのか，相殺制限（第１４）に服するのかどうか，別途検討すべきで

ある。

３について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 信託の清算において，信託財産に属する債務の弁済が，残余財産の引渡

しに優先することは当然である。

なお，信託債権と受益債権の優先劣後関係については，試案第５１で，

甲案・乙案の２案が呈示され，甲案では信託財産が優先，乙案では同順位

とされているが，信託の清算過程では，受益債権が劣後するのは当然であ

るから，清算についての規定である３においては，その旨を明示するべき

である。

４ないし６について

［結論］ 賛成する。

［理由］ これらは （注）も含め，信託の清算についての規律として，相当であ，

る。

第５９ 信託財産の破産に関する規律の整備について

（ ）（ ） ，新たな信託類型として有限責任信託 仮称 参照 を創設する場合には第６６

信託財産がその債務に比して過少となったときにおける信託に係る債権者の公平

弁済を確保するため，相続財産の破産に倣って，信託財産の破産に関する規律を

整備するものとする。
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（注）信託財産の破産に関する規律を一般の信託についても整備するものとする

かどうかについては，なお検討するものとする。

＜現行法の関連条文＞ なし

［結論］ 有限責任信託の類型が設けられる場合，信託財産の破産に関する規律を

整備することには，賛成である。

有限責任ではない信託についても，破産に関する規律を整備するべきで

ある。

以上の規律の整備については，倒産法制全体との法体系との整合性や信

託財産固有の問題について，パブリックコメントを行うことを含め，相当

時間をかけて検討されたい。

［理由］

１ 有限責任信託においては，会社（合名会社，合資会社を除く）と同様に，

信託財産だけが信託債権者に対する責任財産なのであるから，信託財産が倒

産状態にあれば，破産に関する規定を設ける必要がある。

２ 受託者の固有財産も信託債権者に対する責任財産とする一般の信託におい

ても，信託財産が倒産状態になった場合を想定すると，有限責任信託に受託

者の人的保証が加わったに過ぎず，受託者の固有財産によって信託債権が満

足されるとは限らない。受託者の弁済能力についての信託債権者の見込がは

ずれたことをもって，破産という責任財産による公平な弁済の仕組みの利用

を拒否することは相当ではない。

３ なお，破産に関する規律を整備することは，理念的には信託債権者の利益

の保護のために要請されるのであるが，実際には，信託契約の当事者にとっ

てのメリットも無視できない。

信託財産が倒産状態に陥った場合，その清算を自主的に行おうとしても，

。 ，必ずしも信託債権者の信頼を得られないことが予想される そのような場合

信託契約の当事者にとっても，受託者が清算を行うのではなく，裁判所の選

任した破産管財人が清算を行うという破産手続によって信託財産の清算を行

うことにより，自らの責任の有無ないし範囲を明確にすることは望ましいの

である。

［意見１］

試案が「 」として信託財産がその債務に比して過少となったときにおける

いることは，設けられるべき破産制度の破産原因としては，債務超過のみを

想定していると思われる。

これについては，反対であり，支払不能及び債務超過を破産原因とすべき

である。

まず，債務超過が外部の者にとっては立証困難なことが多く，それのみが
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破産原因であれば，債権者が申立をすることは実際上困難であるという批判

は，既に，相続財産の破産についても行われている （注解 下 １５３頁。

以下）

相続財産の破産においては，既に死亡した被相続人の技能や信用について

の能力によって今後に財産を獲得することが想定されず，かつ，相続財産そ

のものが清算を前提としているものであるので，現在の財産のみを基準とし

て，すなわち，債務超過を基準とすることは，理論的には妥当する。清算が

前提となれば，債務については履行期を問わず処理されることとなり，債務

超過以外に支払不能を原因とする必要がないのである（それでも，実際上の

難点があることは前記のとおりである 。）

しかし，信託財産は，受託者の運用による増殖を期待するものが少なから

ずあり，相続財産とは異なり，清算を前提としているものではない。信託財

産として「生きている」以上，債務超過ではなくても，弁済期にある債務を

一般的かつ継続的に弁済できない支払不能（破産法２条１項１１号）となる

ことは想定される。支払不能が明らかであっても，債務超過の立証がなけれ

ば手続を開始しえないという破産制度は，法的清算手続としては不適切であ

る。

なお，法人について，支払不能とならんで債務超過を破産原因とすること

については，現行破産法の立法過程で，債権者申立の場合については，削除

すべきであるという意見があった。債務超過が明確な概念ではないこと，期

限未到来の債務を含めて債務超過であるから当然に破産ということでよいの

か，ということが基本的理由である。

しかし，債務超過は明らかであっても，小口債務は支払っているために支

， ，払停止には至らず 大口債務は期限の猶予を得ているとして支払不能を争う

そのようにして，破産を免れようとするケースがあること，債権者の債務超

過を理由とする破産申立があっても，債務者は再建型手続の申立によって破

産手続を阻止できることなどから，旧破産法の定めが維持されることになっ

（ ）。た 平成１３年９月２１日 法制審議会倒産法部会破産分科会第４回会議

このような問題があることを考えると，信託財産の破産についても，債務

超過を破産原因とするのであれば，再建型手続が要請されるのではないかと

思われる。

［意見２］

相続財産の破産に倣う」ことは，信託財産の破産制度を設けるについて 「，

妥当ではない。

法主体性のない信託財産について破産制度を設けることができるか，とい

う疑問に対して，既に，法主体性のない相続財産について破産法が規定して

いるから，信託財産の破産制度を設けても制度上の矛盾はないという意味で

「相続財産の破産」が登場するのであり，信託財産の破産の個々の仕組は，
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相続財産の破産の仕組に倣うべきということはできない。

意見１で述べた破産原因について債務超過に限定するという試案の規定

は，相続財産の破産管財人に倣うことの弊害の一つの現れであり，相続財産

の破産の破産原因が債務超過のみであるからといって，信託財産の破産原因

が債務超過のみでよいということにはならない。

第６０ 受益者を指定又は変更する権利について

信託行為の定めにより，受益者指定権又は受益者変更権（以下「受益者指定権

等」という ）を有する者が存する場合にあっては，次の から までによるもの。 １ ４

とする。ただし，信託行為に別段の定めがあるときは，その定めに従うものとす

る。

１ 遺言による受益者指定権等の行使

受益者指定権等の行使は，遺言によってすることができるものとする。

２ 受益者指定権等が行使された場合の効果

受益者指定権等の行使により受益者として指定された者は，受益の意思表

示をすることなく受益権を取得するものとする。

３ 受益者指定権等を有する者が死亡した場合

(1) 受益者指定権を有する者が受益者指定権を行使せずに死亡したときは，

信託は終了するものとする。

(2) 受益者変更権を有する者が死亡したときは，受益者は，これにより確定

するものとする。

４ 受託者が受益者指定権等を有する者である場合の特則

(1) 遺言による受益者指定権等の行使

受託者は，遺言によって受益者指定権等を行使することはできないもの

とする。

(2) 受託者の死亡の場合

ａ 受託者が受益者指定権を行使せずに死亡した場合には，新受託者が受

益者指定権を承継し，信託は終了しないものとする。

ｂ 受益者変更権を有する受託者が死亡した場合には，新受託者が受益者

変更権を承継し，受益者は，これにより確定しないものとする。

（注）受託者は，受益者指定権等が行使された場合にあっては受益権を取得した

者に対して受益権取得の事実を，受益者変更権が行使された場合にあっては

受益権を喪失した者に対して受益権喪失の事実を，遅滞なく，通知しなけれ

ばならないものとする。ただし，信託行為に別段の定めがあるときは，その

定めに従うものとする。

＜現行法の関連条文＞ なし
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［結論］ １ないし４のいずれも賛成する。

［理由］ 原則は，信託行為により受益者として指定された者は，当然に受益者と

なるから，信託設定後には委託者等が受益者を変更することはできない。

しかし，現行法７条但書では，信託行為で別段の定めをおくことを許容し

ているから，信託行為で受益者変更権を自己又は第三者に与えている場合

には，当該権利の行使により，受益者の受益権を失わせることができると

解されている。

受益者が受益権を放棄した場合，受益権が受益者の一身に専属していた

ときに受益者が死亡した場合，信託存続中に受益者が存在しない場合に，

新たに受益者を指定する権利についても受益者変更権と同様と考えられ

る。

遺言代用の信託（第６１）を初め民事信託において有効に活用できると

考えられる。現行法では，この場合の法律関係が明確ではないことから，

その取扱の明確化を図ったもので，適切である。

（注）は，通知についての規律であり，必要なものと考える。

第６１ 遺言代用の信託における第６０の特則について

委託者の死亡を始期として信託から給付を受ける権利を取得する受益者(以下

「死亡後受益者」という ）についての定めのある信託においては，委託者は，死。

亡後受益者を変更する権利を有するものとし，死亡後受益者は，委託者が死亡す

るまでは，受益者としての権利及び義務を有しないものとする。ただし，信託契

約に別段の定めがあるときは，その定めに従うものとする。

第６０（注）上記以外の事項については，受益者指定権等に関する一般的規律（

参照）に従うものとする。

＜現行法の関連条文＞ なし

［結論］ 本文，但書とも賛成する。

但し，民法が遺留分制度を採用していることに鑑み，遺言代用の信託に

おいても遺留分を侵害することができない旨の規定をおくべきである。

［理由］ 遺言代用の信託は，死因贈与に類似する機能を有するものであり，従っ

て，遺言代用の信託の委託者は死因贈与の場合と同様に，いつでも死亡後

受益者を変更できるという意思を有するのが通常であり，死亡後受益者を

， 。変更する権利を否定することは 委託者の通常の意思に反することになる

そして，遺言代用の信託の委託者の通常の意思を基準に考えれば，委託

者の生存中に，死亡後受益者に受益者の権利義務を認める必要はない。
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もっとも，委託者がこれと異なる意思を表明する場合には，それに従う

ことが委託者の意思に合致するのであり，それを否定する理由はなく，但

書は当然のことである。

但し，民法が遺留分制度を採用し，相続人に一定の範囲での相続を保障

していることからすれば，遺言代用の信託を用いることで遺留分制度の潜

脱を認めるのは妥当でない。

第６２ いわゆる後継ぎ遺贈型の受益者連続について

信託行為の定めにより，受益権を複数の者に連続して帰属させる信託は，一般

に有効に成立すると考えられるところ，いわゆる後継ぎ遺贈と代替的な機能を果

（ ， ， ，たし得る信託 例えば 夫が生前は自らを受益者とし 自身の死亡後はまず妻を

妻の死亡後はさらに長男を連続して受益者とする旨を定める信託）の有効性につ

いては，どのように考えるべきか。

＜現行法の関連条文＞ なし

［結論］ 有効と考える。

［理由］ 自らの死後の配偶者や子の生活の安定を図りたいという委託者の意思を

実現するための制度を設計することは合理的である。

また，受益者連続の信託の場合は信託設定時において信託財産の所有権

は受託者に移転するので，一般に無効と解されている後継ぎ遺贈の場合の

ように存続期間を定めた所有権を創設することにはならない。

但し，信託財産を半永久的に受託者のもとに拘束することも妥当でない

ので，一定の期間制限等を検討すべきである。また，第６１と同様に遺留

分制度との整合性も明確にすべきである。

第６３ 遺言信託について

１ 遺言による信託の設定

現行法第２条の規定の趣旨を維持し，信託は，遺言により設定することがで

きるものとする。

２ 遺言信託における委託者の相続人の権利義務

遺言信託における委託者の相続人の有する権利義務は，次のとおりとするも

のとする。

【甲案】

相続人は，委託者としての権利義務を有するものとする。

【乙案】
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相続人は，委託者としての権利義務を有しないものとする。

３ 遺言信託の受託者の選任の請求

遺言により受託者に指定された者が信託の引受けをせず，又はこれをするこ

とができない場合（現行法第49条第２項参照）のほか，遺言によって受託者の

指定がされていない場合についても，利害関係人は，裁判所に対して受託者の

選任を請求することができるものとする。

２ 第５８（注） の乙案も，遺言信託における委託者の相続人が法定帰属権利者（

の (2)参照）となることをその前提としている。４

＜現行法の関連条文＞ 第２条，第８条第１項，16条第２項，第23条，第27条，第

40条，第41条，第47条，第49条，第57条及び第58条

１について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 現行法２条と同様の規定であり，あえて遺言信託を否定する合理的理由

はないから。

２について

［結論］ 甲案に賛成する。

［理由］ 委託者の相続の場合にだけ，相続性を否定する合理的な理由はない。相

続性を肯定することによる契約関係の複雑化や委託者（遺言者）の相続人

と受益者との利害対立のおそれという問題は，信託行為で定めることで対

処可能であり，相続性を否定する根拠たりえない。

３について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 受託者が存在しないことは，現行法４９条２項が規定する場合だけでな

く，遺言によって受託者の指定がない場合にも考えられるが，後者の場合

にも利害関係人から裁判所に対する受託者の選任請求を認めるのが合理的

である。

第６４ 契約による私益信託における委託者の相続人の権利義務について

契約による私益信託における委託者の相続人の有する権利義務は，次のとおり

とするものとする。

【甲案】

委託者の相続人は，委託者が有していた信託法上の権利義務を相続によ

り承継するものとする。

【乙案】

委託者の相続人は，委託者が有していた信託法上の権利義務を相続によ
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り承継しないものとする。

（注）乙案も，委託者の相続人が法定帰属権利者（ の (2)参照）となるこ第５８ ４

とをその前提としている。

， ， ， ， ，＜現行法の関連条文＞ 第８条第１項 第16条第２項 第23条 第27条 第40条

第41条，第47条，第49条，第57条及び第58条

［結論］ 甲案に賛成する。ただし，信託行為の定めにより別段の定めを設けるこ

とができることを明記すべきである。

［理由］ 委託者は信託行為をすることによって，極僅かの権能を有しないに至る

ものの，信託を監視・監督する法的権能を有する。かかる法的地位は合併

その他の包括承継において承継されるのであるから，相続によっても承継

されると考えるのは，素直な解釈である。委託者の死亡によって信託の監

視監督という委託者の権能を有する者，受任者の信託違反行為を是正する

者がいなくなることは，望ましいことではなく，不自然でもある。また，

自益信託の委託者の地位も相続されないというのは，当事者の合理的意思

に合致しない。

乙案を支持する見解の根拠は，相続によって委託者たる地位を有する者

が多数になると法律関係が複雑になると指摘するが，法律関係が複雑にな

ることは信託に限った問題ではないし，それ以上に，相続によって委託者

が不存在になることを肯定できる理論的根拠がない。受託者と委託者の相

続人との間で利益衝突が予想される場合には信託行為の定めにおいて個別

に対処すれば足りる。

また乙案を支持する根拠として委託者の地位を一身専属的地位とするこ

とも考えられるが，信託行為が個人的信頼関係に基づくものといっても，

それが直ちに委託者の地位の一身専属性を帰結するものではない。個人的

信頼関係に基づく法律関係であるが，一身専属性がなく，譲渡や相続によ

る包括承継の対象となる法律関係はある。委託者ないし受託者が死亡して

も信託自体は存続するのであるから，委託者の地位を一身専属的とするこ

とはできない。

また，委託者に留保される信託の監視・監督にかかる権利は，委託者と

しての地位が委託者から相続人に移転することによって，その権利行使が

常に恣意的･濫用的になされるものではない。

本来，信託を委託者が自由に設計できるものと考えるならば，委託者死

亡後に委託者たる地位による監視・監督をどうするのかについては，委託

者の判断に委ねるべきであり，私益信託における委託者の地位は原則とし

て相続により承継され，例外として信託行為に別段の定めがあれば相続に

より承継されないとすべきである。
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第６５ 営業信託の商行為性について

信託の引受けは，営業としてこれを行う場合には，これを商行為とするものと

する。

＜現行法の関連条文＞ 第６条

[結論] 賛成する。

[理由] 営業として信託を引き受けた場合は，当該引受行為はもちろん，これに基

づく信託の事務処理全体が商行為的色彩を帯びるので，現行法第6条を維持

し，これを商行為とすることが相当である。

第６６ 有限責任信託（仮称）について

甲案】【

受託者の有限責任性を原則とする新たな信託の類型として 有限責任信託 仮， （

称）を創設するものとする｡

乙案】【

受託者の有限責任性を原則とする新たな信託の類型を創設しないものとする｡

注１）有限責任信託（仮称）にあっては，第三者が受託者に対して有する債権（

であって，信託事務に関する取引により生じたもの，法定の原因により生

じたもの等については，責任財産が信託財産に限定されることとなる。な

お，受託者が不法行為（民法709条）により第三者に損害を与えた場合にお

いては，当該受託者の固有財産も不法行為債権の責任財産となる。

注２）仮に，有限責任信託（仮称）を創設することとする場合にあっては，一（

定の債権者保護のための措置を設けることが必要になると考えられるとこ

ろ，その規律の骨子として，次のようなものが考えられるがどうか。

１ 信託財産の確保のための措置

(1) 受託者は，一定の金額を超えて，受益者に対して信託財産の分配をする

ことはできないものとする。

(2) 受託者が(1)に違反して信託財産の分配をした場合には，受託者は，分配

した財産に相当する金銭を信託財産にてん補しなければならないものとす

る。

(3) (2)の場合において，受託者は，当該分配を受けた受益者に対し，(1)に

違反して当該受益者が分配を受けた財産に相当する金銭の支払を請求する

ことができるものとする。ただし，当該受益者が，当該分配を受けた日に

おいて，受託者が(1)に違反して信託財産の分配をしたことについて善意で
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ある場合には，この限りでないものとする。

(4) (2)の場合において，信託債権者は，当該分配を受けた受益者に対し当該

受益者が当該分配を受けた財産の額（当該財産の価額が当該債権者の受託

者に対して有する債権額を超える場合にあっては，当該債権額）に相当す

る金銭を支払わせることができるものとする。

２ 受託者の第三者に対する責任

受託者が信託事務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは，当

該受託者は，これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うものと

する。

３ 予見可能性の確保

(1) 受託者が取引をする場合には，特定の有限責任信託（仮称）の受託者で

ある旨を明示しなければならないものとする。

(2) 受託者が有限責任であることについて，第三者が予見可能であるような

客観的状況を作る手段として，登記等の制度を整備するものとする。

注３ （注２）の措置のほかに，いかなる債権者保護のための措置を講じるかに（ ）

ついては,なお検討するものとする。

注４）有限責任信託（仮称）の創設とは別に，既存の類型の信託について，特（

定の信託の受託者である旨及び特定の信託に係る信託財産に責任が限定さ

れる旨を明示して受託者が取引をした場合において，当該取引により受託

者に対して債権を有することとなった者は，当該債権に基づき，固有財産

に対し，強制執行，仮差押え若しくは仮処分をし，又はこれを競売するこ

とはできないものとするかどうかについては,なお検討するものとする｡

現行法の関連条文＞ なし＜

［結論］ 甲案に賛成する。

［理由］ 現在において実務上，責任財産限定特約を個別に締結することによって

同様の信託が行われていることに鑑みれば，社会的なニーズは認められる

のであり，これを制度化することについて異論はない。

(注１)について

［結論］ 一般論としては異論はないが，民法７１７条などの法定の無過失責任に

ついては，受託者（所有者）の責任を限定する規定を検討すべきである。

［理由］ 不法行為責任ということで民法７１７条のような場合にも受託者の固有

財産も責任財産となるという一般論を前提とすると，少なくとも不動産信

託に関しては有限責任信託を創設することの意義が大きく減殺されること

になる。

(注２)について

［結論］ １ないし３とも賛成する。
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但し，１(1)の「一定の金額」は，抽象的かつ基準として極めて曖昧で

あるので，一定の時点での信託財産の評価額など客観的かつ明確な基準を

定立すべきである。

［理由］１について

有限責任とする以上，債権者の引当は信託財産のみとなるので，信託

財産の価値を維持することは債権者保護の点で不可欠であり，そのため

の措置を規定することには賛成である。

しかし，信託財産の価値を維持する基準が「一定の金額」という不明

確な内容にとどまるときには，債権者保護のために信託財産の価値を維

持することが有名無実となりかねないので，客観的かつ明確な基準の定

立が不可欠である。

２について

当然の規定であり，相当である。

３について

有限責任信託を創設する以上，その公示は不可欠であり，登記等の第

三者が容易に認識しうる制度の整備が望まれる。

(注３)について

本来無限責任である受託者の責任を有限責任に限定するものであることに

鑑み，債権者保護制度の整備には万全を期されるよう要望する。

(注４)について

［結論］ 反対する。

［理由］ 取引にあたり受託者が，特定の信託の受託者である旨及び特定の信託に

係る信託財産に責任が限定される旨を明示したとしても 取引の相手方 第， （

） ，三者 からすれば責任財産となる信託財産の内容・範囲は知り得ないため

責任の限定を認めると取引の相手方の利益を害することになる。

第６７ 受益権の有価証券化について

１ 信託行為の定めに基づく受益証券の発行

， （ 「 」 。）信託行為の定めに基づき 受益権につき有価証券 以下 受益証券 という

を発行することができるようにするものとする。

２ 受益証券の種別等

(1) 受益証券は，記名式又は無記名式とする。

(2) 受益権につき受益証券が発行されているときは，当該受益権を譲渡するに

は，受益証券を交付しなければならないものとする。

， ， （ ）(3) 受託者は 記名式の受益証券を発行したときは 受益者名簿 参 照第２４

の作成を要するものとする。

(4) 受託者対抗要件は記名式の受益証券については受益者名簿の記載又は記録，
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無記名式の受益証券については受益証券の占有によるものとし，第三者対抗

要件は受益証券の占有によるものとする。

(5) 受益証券を占有する者は，適法にこれを所持しているものと推定するとと

もに，受益証券については善意取得を認めるものとする。

注１）受益証券が発行された場合には，当該受益者に対する補償請求権及び報（

酬請求権の行使（ の 及び の (2)参照）を認めないものとす第３２ ２ 第３３ ２

る。

注２）受益証券の記載事項に関する規律，受益証券の発行前にした受益権の譲（

渡に関する規律，受益証券を喪失した場合の規律，記名式と無記名式との

間の転換に関する規律，受益証券の譲渡に伴う譲渡人が有する委託者の地

位の承継に関する規律等を整備するものとする。

注３）受益権の有価証券化を認めることに加えて，受益権を振替制度の対象と（

する実務上の必要性があるとの指摘があることから，受益権を振替制度の

対象とすることにつき，なお検討するものとする。

注４）信託財産のみを引当財産とする債券の発行を認めるニーズがあるとの指（

摘があることから，このような債券の発行につき，なお検討するものとす

る。

＜現行法の関連条文＞ なし

１について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 受益権の有価証券化にあたっての一つの問題点は，有価証券化に伴う善

意取得制度において，真の権利者の権利保護をどう考えるかである（善意

取得を認めることは反面，これによって権利を失う者も出ることにな

る 。。）

しかしながら，一般に，信託における受益権の内容は，そもそも信託行

為によって規定されるところである。

したがって，有価証券化の有無が信託行為によって定められるのだとす

れば，善意取得制度により権利の円滑な流通の観点から権利を失うことも

あるそのような内容としての受益権が信託行為によって定められたのであ

り，善意取得の適用により権利を失った受益者もそもそもそのような受益

権を取得していたにすぎないと考えれば足りると考えられる。

２について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 受益者名簿の作成義務（第 ）の任意規定化に賛成する立場から，無24
記名式の受益証券について受益者名簿の作成を要しないとすることにも異

論はない。
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（注１）について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 受益者に対する補償請求権及び報酬請求権を認めない（但し，受託者･

受益者間で個別に合意した場合を除く ）案に賛成する立場であり，受益。

証券が円滑に譲渡されるようにとの観点から，妥当である。

（注２）について

［結論］ 賛成する。

［理由］ 立法により明文化することが法律関係の明確化に資する。

（注３）について

［結論］ 異論はない。

［理由］ １と同様，信託行為によって譲渡につき振替制度の適用ある受益権を認

めることも構わないと考えられる。

（注４）について

［結論］ 賛成する。

［ ］ 。 ，理由 責任限定特約については一般に有効と解されているところである 但し

有限責任信託におけるのと同様に，信託財産のみが引当財産となることの

公示その他債権者保護のための措置を講じるべきである。

第６８ いわゆる信託宣言について

【甲案】

委託者と受託者が同一である信託を設定することはできないものとする。た

だし，対象となる財産が自らを受託者とする他の信託の信託財産である場合に

あっては，この限りでないものとする。

【乙案】

委託者と受託者が同一である信託を設定することについては，特段の制限を

設けないものとする。

【丙案】

一定の要件の下，委託者と受託者が同一である信託を設定することを許容す

るものとする。

（注）一定の要件としては，例えば，次のようなものが考えられるがどうか。

１ 信託の効力発生の時期に関する特例

ａ 委託者と受託者が同一である信託の効力は，受益者として指定された

者に対して受益権取得の事実の通知をした時又は当該受益者として指定

された者が受益権を取得することとなる事実を知った時以後に発生する

ものとする。

ｂ ａにかかわらず，当該信託の設定が公正証書によってされたときは，

当該信託の効力は，当該公正証書の作成された時以後に発生するものと
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する。

２ 信託財産に対する強制執行等の禁止の例外

委託者と受託者が同一である信託が設定された場合においては，債務者

である委託者に対して債権を有する者（以下単に「債権者」という ）は，。

詐害信託取消し（ 参照）の手続を経ることなく，信託財産に対して第３

強制執行，仮差押え若しくは仮処分をし，又はこれを競売することができ

。 ， （ ）るものとする これに対し 受益者等による異議の主張 の 参照第１２ ２

があったときは，債権者は，当該信託の設定が債権者を害することを債務

者が知っていたことを証明しなければならないものとする。

＜現行法の関連条文＞ 第１条

［結論］ 甲案に賛成する。

［理由］ 信託宣言を認めると，ただでさえ信託を利用した執行妨害事例が散見さ

れる現状において，協力者を探す必要なくより容易に執行免脱が可能とな

り信託を使った執行妨害事例が増大するおそれが十分に考えられる。

一方，信託宣言を認めないとできない信託の具体的な活用方法といった

ものは特段見当たらず，信託宣言を認めるべきとするニーズは，結局のと

ころ費用と手間がかからないといったことにつきると思われるところであ

る。

よって，信託宣言を認めることによりもたらされる債権者詐害･執行免

脱の危険を考えると，上記ニーズに基づいて特段の制限なく信託宣言を認

めようとする乙案には賛成できない。

丙案については，債権者詐害に対する対応は一定程度とれているとも思

えるが，債務者の悪意を要件としており，容易に危機状態ではない時点ま

で信託宣言の日付を遡らすことのできないよう確定日付を要求すべきであ

る。また，一次的にではあっても信託設定前の債権者に信託財産に対する

強制執行を認めるこのような折衷案を設ける実務的ニーズが存するかどう

か不明である。

第６９ いわゆる目的信託について

【甲案】

受益者を確定し得ない信託（いわゆる目的信託）は，公益信託を除き，有効

に成立しないものとする。

【乙案】

１ 受益者を確定し得ない信託（いわゆる目的信託）は，有効に成立するもの

とする。
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２ 公益信託以外の信託であって受益者が確定されないものは，効力の発生の

日から起算して一定の期間を超えて存続してはならないものとする。

（注）一定の期間としていかなる期間を定めるかについては，なお検討するもの

とする｡

＜現行法の関連条文＞ なし

［結論］ 甲案に賛成する。

［理由］

１ 信託法は信託における基本法であるところ，特に基本法において目的信

託を認めるほどの必要性があるものとは思われない。

２ 乙案は，現行法の規定を変更し公益信託以外にも目的信託を認めるもの

であるが，特に認める必要として指摘されているのは，目的信託が導入で

きれば資産流動化の取引として，わが国でもケイマン諸島の手法に代替で

きるスキームを導入できるとの点であるところ，それは商事信託における

資産流動化の手法としての場面のみの必要性であって商事信託一般の必要

性ではなく，民事信託においてはあえて目的信託を設けなければならない

ほどの必要性があるとは思われない。

３ 目的信託を認めると，特に民事信託においては詐害目的で濫用される危

険が高く，詐害行為取消権や強制執行免脱罪は十分に詐害的行為を抑止で

きていない現状からすれば，むしろ弊害面の方が大きい。

４ 従って，信託法において目的信託を認めるべきではなく，前記の流動化

の要請は他の特別法によって達成すべき。

第７０ 公益信託について

公益信託について，主務官庁制を廃止するものとするかどうかについては，公

益法人法制の改正の動向を踏まえて，なお検討するものとする。

（ ） 「 」 ，注 平成16年12月24日に閣議決定された 今後の行政改革の方針 においては

現行の主務官庁による設立許可制度を廃止するなどの公益法人制度の抜本的

改革を実施していくため，公益性を有する非営利法人を判断する仕組み等に

ついて更に具体的な検討を進め，所要の法律案を平成18年の通常国会に提出

することを目指すこととされている。

＜現行法の関連条文＞ 第66条から第75条まで

［結論］ 基本的に賛成する。

［理由］ より広範な分野で公益活動を促進する観点から，許可主義（法６８条）
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を廃して，準則主義による公益信託を認めるべきであるが，公益性のチェ

ックが適正におこなわれるような機関の設置，適切に信託が運営さている

ことを管理する信託管理人の必置など，濫用防止のための諸制度を整備す

る必要がある。また，現行法での枠組みを拡げ，助成型の公益信託以外に

事業型の公益信託も認めるべきであるし，よりシ・プレ原則を徹底する観

点から，信託終了後の財産帰属についても，同種の公益信託や公益非営利

法人などの公益性のある活動に承継できるようにするべきである。


